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第 1章 保健指導の基本的考え方

(1)保健指導の目的     ′

糖尿病等の生活習慣病の予備群に対する保健指導の第一の目的は、年活習慣病に

移行させなし`ことである。そのための保健指むでは、対象者自身が健診結果を理解

して体の変化に気づき、自らの生活習慣を振り返り、生活習慣を改彗するための行

動目標を設定するとともに、自らが実践できるよう支援し そのことにより対象者

が自分の健康に関するセルフケア (自 E3管理)ができるようになることを目的とし

ている。

(2)保健指導とは               '

糖尿病等の生活習慣病の予備群に対するヌ健指導とは、対象者の生括を基盤と

し 対象者が自らの生活習慣における課題に気づき、健曖的な行動変容の方向性を

自らが導き出せるように支援することである1保健指導め菫姜な点は、対彙者に必

要な行動変容に03する情報を提示し、自己決定できるように支援することであり、

そのことによって、対象者が健康的な生活を維持できるよう支援することである。

(3)生活習慣改善につなげる保健指導の特徴

生活習慣病は、①自党症状加 いまま進行すること、②長年の生活習慣に起因す

ること、③疾患発定の予測が可能なことを特徴とすることから、これらを踏まえた

保健指導を行う必要がある。

すなわちマ健診によつて牛活習慣繕発症のリスクを発見し、自党症状はないが希

ξ8:こ Z馨霧忌:およk歳扇事191暮昼虐星理墨ゑZ「t憲じI星[ξ奮]盾
人が長年築 いてきたものであるので、改善すべき生活習慣に自ら気づ≦ことが難 し

く、また、対象者は、行動変容は難しいことであると圏識している場合が多し`こと

を念頭に置いて、対裁者への支援を行う必要がある。

対象者は、保健指むの際のIB別面接やグル=ブ面接等において、保健指響実施者

やグル‐プメンパー等と対話をすることにより、書観的に自己の生活習慣を振り返

ることで改善すべき生活習慣を認識できる。その気づきが行動変容のきつかけとな

る。保健指導実施者は、それを軸にして、どのような生活習慣を身にうけることが

必要であるか、また課題や優先順位を対餞者と共に考え、実行可能な行動目標を対

象者が自ら立てられるよう支援することが重要である。

対鎮者が行動目標に沿って新たな生活習慣を確立し、維持することは容易ではな

い。保健指む実施者は、対象者の新たな行動を終続できるよう、定期的に助言・率

援することや同じ課題に取り組むグルー 対象者が現在の状
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第 1章 保健指導の基本的考え方   :        :

(1)保健指むの目的

糖尿法等あ生活雷慣病の予備群に対する保健指導の第一の目的は、年活翠■病に

移行させないことである。そのための保障指導では、対象者自身が健診結果を理解

して体の変イじに気づき、自らの生活習慣を振り返り、生活習慣を改善するための行

El日 標を設定するとともに、自らが実践できるよう支援し、そのことにより対魚者

が自分の健康に関するセルフケア (自己管理)ができるようになることを目的とし

ている。                                 
‐

(2)保 健指 導 とは

糖尿病等の生活習慣病の予備群に対する保健指導とは、対象者の生活を基盤とし、

対象者が自らの生活習慣における課題に気づき、健康的な行動変容の方向性を自ら

が導き出せるように支援することである。保健指導の重要な点は、対象者に必要な

行動変容に関する情報を提示し、自己決定できるように支援することであり、その

ことによつて、対彙者が健康的な生活を維持で
=る

よつ支援することである.

(3)生活習慣改善につなける保健指導の特徴

生活習慣病は、①自覚症状がないまま進行すること、②長年の生活習慣に起因す

ること、③疾患発症の予測が可能なことを特徴とするここから、これらを踏まえた

保健指導を行う必要がある。

すなわら、健診によつて■活調48病の奔症リスク年発見して自字症状はないが発

症のリスクがあることや、生活習慣の改善によつてリスクを少なくすることが可能

であること三をわかりやすく珈明することが特に重要である。しかし、生活習慣は

個人が長年築いてきたものであるので、改善すべき生活習慣に自ぅ気づくことが難

しく、また、対鍛者は、行動変容は難しいことであると圏識している場8が多いこ

とを意頭に置いて、対象煮への支機を行う121要がある,

′対象者は、保健指導の際の口8」面接やグループ面接等におし
,て

、保健指導実施者

やグループメンパー等と対話をすることにより、客観的に自己の生活習慣を振り返

ることで改善すべき生活習慣を認識できる。その気づきが行動変容のきつかけとな

る。保健指導実施者は、それを軸にして、どのような生活習慣を身につけることが

騒要であるか、また課題や優先順位を対象者と共に者え、実行可能な行動目標を対

象者が自ら立てられるよう支援することが重要である。

対象者がより良い生活習債に向けた行動目標に沿つて新たな生活習慣を確立臥

維持することは容易ではない。保健18導実施者は、対象者の新たな行動を継読でき

るよう、定期的に助言・支援することや同 じ り組むグループヘの多DOの勧
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況を害観的に把握できる機会を提供するとともに、実行していることに対しては、

励ましや賞賛するなど自己効力感を高めるフォローア ツプが重要となる。行動変容

を可能にするためには、このフォq_ァップが特に重要である。

なお、注意しなければならないこととして、病気の発症や障害を持つ可能性につ

いての説明においては、対象者に恐怖心を抱がせないよう配慮すること、生活習慣

め改善によつてリスクを少なくすることが可能であるということを理解してもら

えることが大事である。また、行動変容のステージ (準備状態)が無ED心期にある

場合は、対象者の疾病に対する日淑を確認し、リスクと病気の発症や障害を持つ可

能性との関係の説明に加えて、対象者にとつて問題となることが何かを考えられる

ように対応することが必要である。

生活習慣の改善につなげるためには、対象者に合わせて決して押しつけすに支援

を行い、生活習慣を変えることが本人にとり快適であることを実感でき、楽しめる

ようなプログラムを提示するなど様々な働きかけが必要である,

(4)必要とされる保健指導技術

保健指導を行うためあ技術には、必要な情報 (億診結実、ライフ不タイル、価値

観、行動変容のステージ 〈準備状態)等)を収集するためのコミュニケーシヨン技

術、それに基づき支援方策を判断する技術、そして対象者が自らの生活行動の課題

に気づき自らの行動曰標を決定することを支援する技術等がゎり、具体的には、カ

ウンセリング技術、アセスメント技術、コ‐チング技術、テイーチング技術、自己

効力感を高める技術tグ

'レ

ープワークを支援する技術などがある。これらの技術は、

行動変容等に「8する様々 なモデルや理論から導き出されたものであり、例えは グ

ループワニクを支援するためには、グループダイナミックス1に ついて理解するこ

とが重要である。保健指導実施者はこれらの技術を絆合させ、実践IF生かすことが

求められている。

を言[ξ育テ菫議雰標屋[:2竃麗暮雹雹Ξ警薇墨写去三:[骨橿毬危とF瞑橿鱈
導実施者を対象と した研修会への参加                とが必要

である。またで実際の指導事例について、対象者が適切な行動目標を立てる|とが

できたな、行動変容がみられたか等を分暫レ、指導技術を評
響
していくこと豊大

'
である。

なお(具体的な保健指導技術については、第3

虫を参照されたい。

1グループグイナミックス :集回力義 集団の中に働く力であり、グループに参加するコ々のメンパ

―の行動を変化させる作用がある。
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奨など、 る機会を提供するとともに、実行

していることに対しては、励ましや賞賛するなど自己効力感を高めるフォローアッ

プが重要となる。行動変容を可能にするためには、このフォロニンップが特に重

=
'である。

なお、注意しなければならないこととして、病気の発症や障害を持つ可能性につ
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ることが大蓼である。また、行動変容のステージ (準備状態)が無関心担にある場

合は、対象者の疾病に対する認識を確認し、リスクと病気の発症や眸書を持つ可能

性との関係の説明に加えて、対象者にとつて間暉となることが口かを考えられるよ

うに対応することが必要である。

を毒碩ヨ塁窪馨言垣墨賃:2[:県実ヒ理:藻恩i::[透甚翼憲ヒ喜:藁5露管
ようなプログラムを提示するなど様夜な印きかけが必要である。

(4)必要とされる保健指導技術

保健指導を行うための技術には 健診デ‐夕0その量〈ヒ薔から合併症等のリスク

を適tllに判断しt'生活習慣との由連を説明する能力、必要な情報 (ラィフスタイル、

価値観、行動変容のステ
=ジ

(準備状態)等)を収集すぅためのE3ミ ュ
=ケ =シ

ヨ
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カウンセリング技術、ラセスメン ト技術、コーチング技術、テ ィーチング技術、自

己効力感を嵩める技術、グルージワ ークを支援する技術などがある。これらの構術

は、行動変容等に関する様

～

なモデルや理論から導き出されたものであり、例えば、

グループワークを支援するためには、グルニプダイナミックス1について理解する

ことが重要である。屎健指導実施者はこれらの技術を統合させ、実践に生かすこと

が求められている。       、

保健指導実施者は、これらの理論や技術を理解した上で、保健指導としての様軍

を身につけ、実際の保健指導に適用することが必要でめる。このためには、保健指

翼憲麗竃3翌喬色:伝■、宿食3           2EE:墨喜廻忌iモ零L
変容がみられたか等を翁析 u保 健指導実施機関で指導技術を評価し、保健増漱城

術の向上に努めていくこと歩 切であつ。

なお、具体的な保健指導技術については、第3-を 参照されたしヽ。

1勿レープダイナミックス:集ロカ義 集回倒Pに働く力であり、切レープこ参加する国々 のメン′ヽ

―の行動を変化させる作用がある.
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(5)効果的な保健j8導方法の開発

建診・保健指導を受けた者については、健診結果、質問票、堡健指導内容2医療

保険者にようてデータとして管理壺担ることになる。また、医療保険者はレセプト

を有していることから、これらのデータを固人別文は集団として分析することが可

能となる。このため、これらのデータ解析から保健指導の成果に関する評価を行い、

より効果的な保健指導方法を開発することが必要である|・

このような保健指導の評価は、保健指導実施者個人及び組織として行い、その改

善に努めること、また研修に活かすことが必要であり、保健指導実施者は、常に自

己研鎖に努めることが求められるr                 
‐

(6)ポピュレーションアプロ
=チ

や社会薫澪の活用  ′
保健指導は、健診結果及び質問票に基づき、個人の生活雷慣を改善ずる方向で支

援が行われるものである力ヽ 個人の生活は家広 購揚、地域て営まれており、生活

習慣は生活環境、風習、職業などの社会的要因に規定されることも大きい。このた

め、様夜な生活の掘が健康的な生活への行動変容を支え、又は維持できる環境とな

つていることが必要である。

体的には、

"綺

や職域において、①畝食店や社員食堂での健康に配嗜した食事

(ヘルシーメニュ
=)の

提供や栄景表示の実施、②安全なウオ∵キングロードや運

動施設、それらを拠点とした総合型地域スポァツクラフなどの身近に運動に新しむ

ことができる環境、り を行つている施渋 ④同曜 康課題を持

つ者の仲間づくり、⑤日常的な健康情報の提供などが整備される必要がある。また、

これらのポピユレーションアプロ‐チの環境づくりとともに、健診後の保健指導に

おいても、健康増進施設や労働者健康保持増連サービス機関などの健康づくりに資

する社会資源を積極的に活用すること力哩 ま しい。

(7)地域 r職域におけるグル‐プ等との協働      ´

糖尿病等の生活習慣病の予備群に対する保健指導とは、対難 が自らの生活習慣

における課題を認識し、対象者が主体的に健康に向けて行動変容できるよう支援す

ることである.特に、籍尿療等の生活習慣病の予備群に対する保健指導は、生活環

境、労働環境等と「 8連づけて実施することが必要である。

地域・職域には、生活習慣病に関する自動グループや健康づくり推進員等の組織

化されたグループが存在する場合があり、このようなグループニ健診や保健指導の

機会に周知することが重要である。
グループに所属する地域住民・労働者は、保健指導対象者と同臥 あるいは類似

した生活環境や労働環境である。

そのため、類似の体験をしていることも多いことから、対象者の行動変容への課

改訂案

(5)健康課題分析と評価による効果的な保健指導方法の開発

データとして管蓮塁るこ[[想:「曇足「 M言 し[ワ〒L層5導122[
から、これらのデ=夕を個人別又は集団として分析することが可能となる。このた

め、これらのデータ解析から保健指導の成果に関する評価を行い、より神果的な堡

健指導方法を開発することが必要である。

このような保健指導の評価は、保健指導実施者個人及び組織として行い、その改

善に努めること、ま

…

研疹に活かすことが必要であり、保健相

導実施者は、常に自弓研線に努めることが求められる。

(6)ポピ五レーションアプロ,チや社含資源の活用

保健指導は、健診結果及び質問票に基づき、個人の生活習慣を改善する方向で支

援が行われるものであるが、個人の生活は家は 職泳 地域で営まれており、生活

習慣は生活環境、風書、職業などの社会的要因に規定されることも大きい。このに

め、様尺な生渾の場が健康的な生活への行動変容を支え、又は警持できる環境と■
っていることが必要である。

具体的には、地域や職域において、①飲食店や社員食堂での健康に配慮した食事

(ヘルシーメニュー)‐ の提供や栄姜表示の実施、②安全なウォーキングロードや運

動施設、それらを拠点とした総合型地域ネポーックラフなどの身近に運動に親しむ

ことができる環境、蝉 を行っている施設、④同じ健康課題を持つ者の仲

間づくり、⑤日常的な健康情報の提供などが整備される必要がある。また、これら

のポピュレ■シヨンアプローチによる健康的な環境づくりとともに、健診後の保健

指導においてもt健康増進施設や労働者健康保持増進サービス機関などの健康づく

りに資する社会資源を積極的に活用することが望まレい。

(7)地域 `職域におけるグループ等との協働

龍尿病等の生活習慣病の予億群に対する保健指導と|よ 対象者が自らの生活習慣

における課題を認識し、対象者が主体的に健康に向けで行動変容できるよう支援す

ることである。特に、糖尿病等の生活習慣病の予備群に対する保健指導11、 生活環

境、労働環境等と関連づけて実施することが必要である。

地域・職域には、生活習慣病に関する自動グループや健康づくり推進員等の組織

化されたグル早プが存在する場合があり、このようなグループの把握や青成に努め、

健診や保健指導の機会に局知することが重要であう。

グループに所属する地域住民・労働者は、保健指導対象者年同墜 あるいは類似

した生活環境や労働環境である。        ｀

そのため、類似の体験をしていることも多いことから、
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題を共有イじし、課題解決のための行動について共に考え、保健行動 2の経続につい

て支援できる環境とな りうる。また、これらのグループは、地域・職域の集団の健

康課題を解決するためのポピュレーションアプロ,チに寄与する活動を展開 して

しヽる例も多い。                 ・

これまで地域・職域においては、健康づくりのためにポランテイアを育成 し、ポ

ランテイアも参加 した活動を実施 した結果、健診受診率の向上や地域住民や蓼業者

の行動変容に寄与してきた経緯がある。

このため、保健指導実施者は、糖尿病等の生活習慣病の予備群に対する保健指導

ltおいても、地域の組織イじされた NPOな どのグループ等と協働 して対象者を支II

することが重要である。

(8)保健指導プログラムの標準化とは

糖尿病等の生活習慣病の予備群に対する保健指導は、.国人の生活行動、行ltの背

景にある健康に対する目麟、そして価値観に働きかける行為である。そのため、保

健指導は対敏者に合わせた支援方法を面接しながら選択して対縁者に合った指導を

賃ュ能力が求められる。このため、保健指この実践猥程は個腱人に応じて千差万811

でぁり、この33分を標準イじすることは困難である瓜 保健指導技術として攘意イじが

図られてきてしヽる部分については、今後 一定の整理が可

―

そこで、保健指導として標準{ヒができる部分は、保健指尋プログラムのプロセス、

保健指導として行うべき内容、保健指導の頻度や方法、体制などェ、ここでは効果

があつたと考えられる保健指導の事例を基にして、保健指導プログラムの標準化を

図ることとした。

保健指導は、基礎学問である医学や公衆衝生学の発展により変{じするものであ

り、また、指導方法は行動科学、彗饉学、栄悽学、運動科学、教育学等の研究成果

によっても変化するものである。このため、保健指導プtlグラムの標準{じについて

は、常に関連する学問の研究成果を確認しつつ改」していくことが求められる。

2保健行動 :健康の回復、保持、増進に係る全ての行動.
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題を共有 fじ レ ついて共に者え、保健行動 2の継続につい

て支援できる環境となりうる。また、これらのグループは、地域・職域の集団の健

康課題を解決するためのポピュレーションアプローチに寄与する活動を展開してい

る例も多い。

これまで地域・購域においては、健康づくりのためにポランテイアを育成L/.ポ

ランテイアも参加した活動を実施した結果、健診受診率の向上や地域住民や暮業者

の行動変容に寄与してきた経緯がある。

このため、地域の保健指導実施者は、糖尿病等の生活習慣病の予備警に対する保

健指導においても、地域のソーシヤルキャビタルを活用し 地域の組機{じされたN
POなどのグルーフ等と協働し、対象者を支援することが重要である。

議た:臓機におぃては、|‐

=糞
主0上Jが臓場の健康つくりの推進に熱心な協合に

は、叡組みが掟達きれて保健指導の成果も現れやすいため[=彙主及び露制などの

ラインを活用
‐
して保壼指導の効果を上げることも必要である1

(8)保健指導プログラムの標準化とは

聴尿病等の生活習慣病の予備群に対する保健指導は、個人の生活行動、行動の背

景にある健康に対する認識 そして価値観に働きかける行為である。そのためt保

健指導

―

象昔に合わせた支援方法を面接しながら選択し実践する能力

が求められる。こめため、保健指導の実践過程は個々人に応して千差万別であり、

この部分を標準化することl」I困難である瓜 保健指8技術として概念イしが図られて

きている部分については、一定の整理が可能である。

そこで、保健指導プログラムのプロセス、保健指導として行うべき内容、保健鱈

導の頻度や方法、体制など

…

効果があつたと者えられる保健指導の事例を

基にして、保健指●プログラムの標準化を図ることとした。

保腱指むは、基礎学問である医学や公衆衛生学の1発展により変化するものであり、

また、指導方法は行動科学、薔饉学、栄養学、EED科学、簿学・生物館計学、教育

学等の研究成果によっても変

`と

するものである。このため、保撃指導フログラムの

標準化については、常に関連する学問の研究成果を確認しつつ改81していくことが

求められる。

2保に行動 :健康の回復、保持、増進に係る全ての行証
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第2章 保健事業 (保健指導)計画の作成

2‐ 1 保健事業 (保健指導)8f画作成の進め方

① 各種データから集団全体の分析と口人、保健事業の単位の分析を行い、その集□

における優先すべき健康課題を明確にする。

② Oにおいて8Bらかになった健康課題を解決するために、C先順位を者慮した上
で、保健指導日標として選成すべき目標や数値曰標を設定する。

③ ②において殷定した曰標を具体的に達成するために、保健
=彙

(保健籠導)の方

法、実施、評価について計画を作成する。

※図1の保健事業 (保健18導)計画作成の進め方を
'照

。
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|

|

|
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※ 第 2章の最後から移動 第 3■第 2■ (4)の最後か ら移動

改訂案            :

2二2二現状分嬌

=|よ遺攣緊1資種竃fデ罫画を作成するためにぼます、現扶を主確に通握め析す
ることが重要である。                    ′

第一の理由としては、対象者の所属する地域・職域などの集団全体の健康課題を分

析することにより、その集団においてどのような生活習慣病対策に焦点を当てるのか

ということと、優舛すべき健康翠題を把握し、保撃蓼業全体の目標を設定するためて

題憲撃澤謳期鑑 塩墓蓬馴息ζζ魂護籠雲嵯
組み立てていくことにつながる。また、社会保障制度が持続可能となるよう、糖尿病

等の生活習慣病の有病者・予備群の割合や、医療贅を分析する子とによりゃ

ムの原因を明らか
1毛711館 を行うことにより、対象者に3つた効果

的・効率的な保健蓼業 (保健層導)を行うことが挙げられる。さらに、堡腱指導対象

者数を概算することができるため、投入する人的資源や予算を計画することができ

る。また、反対に、決められた予算の中で効率的に保健指導を行つ81回 く支援方法、

優先順位などの検討)を作成することができる。

(2)編
r霧 昌全体の分柳 と「個人、保健事葉の単位の分析」の双方 か

ら実施する。「集団全体の分析」と「個人、保健事業の単位の分析」は密接な関係が

‐

:3i                喜[:[[;首[[i:首1発 5藝謬

率、保健指導対象者のうちの保健指導を実施した者の割合等の効果的な保健事業く保

鎌薯ヒ霧‰膜誰梶塩撫翻咆麟鼈厨毅鰐基[蹴琶
あるのかどうかを判断するための項目が挙|プられる。

個人、保健事業あ単位の分析項目としてはt①個人単位での健康度をIBEするため

の項目、②保健蓼業 (保健指導)対象者把握のための項目、③保健事業 (保健指導)

の効果を把握するための項目が挙|プられる。

可能とな―うている。

改訂案

図 1 保健事業 (保健指導)計画作成の進め方
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標準的な健診・保健指導プログラム (確定版)(平成 19年 4月 )

K■Σ現状分析

■と分析が必要な理由   ‐  ‐          1
保健事業 (保健指導)計画を作成するためには、ます、現状を正確に把握し分析す

ることが重要である。

第一の理由としては、対象者の所属する地域・鷹域などの集団全体の健康課題を分

析することにより、その築団においてどのような生活習慣病対策に焦点を当てるのな

ということと、優先すべき健康課題を把握し、保健蓼業全体の目標を設定するためて

ぁる。このことは、ハイリスクアプローチとポピュレーションアプロTチ全てを8ん

だ生活習慣病予時対策の全体像をIIID握 1ス 社会資源を有効に活用しながら保健蓼業を

組み立てていくことにつながる。また、今回の医療制度構造改革においては、医療費

選 寵 翻 跳 寧 響冒:菫墨警:
,る。

第二の理由として、対象者の的確な把握を行うことにより、対象者に合つた効果

09・ 効率的な保健事業 (保健憎導)を行うことができるためである。さらに、保健指

導対象者数を概算することができるため、投入する人的資源や予算を計画することが

できる。また、反対に、決められた予算の中で効率的に保健指導を行う計画 (支援方

法、優先順位などの検討)を作成することができる。

2分 If7すべき項目

現状分析は、「集団全体の分析」と「個人、保健事業の単位の分析」の双万  か

ら実施する。「集団全体の分析Jと「 個人、保健事業の単位の分析」は密接な関係が

あるため、計画作成に当たつては情報の共有化を図らなければならない。

集団全体の分析項目としては、①健診結果等の変化、生活習慣病の有病率、医療費

の変化、死亡率等の健康課題を把握するための項目、②健診受診率、保健指導対象者

のうちの保健諧導を実施した者の割合等の効果的な保健事業 (保健指導)を実施して

いるかどうかを判断する項目、③保健・医療提供体制、保餞指導実施煮に対する研資

体制と研修実施状況等の効果的な保健活動を実施できる体制にあるのかどうかを判

断するための項目が挙げられる。

個人、保健事業の単位の分析項目としては、①個人単位での健康度を把握するため

篭計鋪詰意」鷲ξ記虚嵯響驚配竃嘉灘翼島までの

時点が異なることから、保健事業 (保健指導)計画作成の際に、すべての分析項目を

把握することができないため、保健事業 (保健指導)を進めながら、分析項目を整備
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なお、表 1「集回全体の分析項目」と表2「個人、保健事業の単位の分析項目」を

参考として例越

旦と分析の方法と保健事業 (保健指導)計画への活用

分析に当たっては、基準の統一、比較可能性等に留意して行うい要がある。きた、

分析結果については、医療費、
1対

象の属性、環境などの観点からさらに解析を行い、

その結果を整理する。そして健康課題、保健指導の効果が期待される対歎者集団及び

勉塁2期待壺ね畳方法等を明らかにして、その課題解決に向けた保健事業(保健贈碧)

計画を策定するための基礎資料を作成する。

基礎資料 |「は、次の■うな分析結果を整理することが考えられる。

①「医療費などの負担の大きい疾病書の分析」      .
重点的に対策を行うべき病態や生活El■を選定する。

②「医療費増力0率、有所見率の増加が著しい疾病警の分析」

背景にある要因 (生活習慣、環境の変lLなど)を音察し、重点的に適正イじを図る

ための計画を立案する。

③「属性ごとの分析」

優先的に対象とすべき性別・年代を選定し、対象となる鷹性 (働き盛り(管理は

営業贈)、 育児中の親など)に受け入れやすい保健事業を計目する。

④「環境 (地域・職場)ごとの始析」

重点的に対策を行うべき対象を選定し その地域・蔵場の共通の生活習慣に関連

する問題についてはポピュレーションアプローチの視点も含めて計画を作成する。

⑤「プロセス (過程)、 アウトフット (事業実施量)、 アウトカム (結果)の分析」

プロセス (過程)担理とアウトプツト (事業実施量)盤 アウトカム (結果)

損盤との関係にっいて分析する。保健
=業

の盤△により、健康課題の改善が図ぅれ

ているかどうかを校8」する。不+分な場合には保健喜業の見直し、または他の影響

する要因について分析する (第 3編第4章を参照)。

改8r案

「集団全体の分析項目」と表 2「個人、保健事業の単位の分析項目」をな晟 表 1「築団≦

参考として例示ユ登。

」

【旦と分析の方法と保健事業 (保健指導)計画への活用
重迭分析に当たって|ま、基準の統一、比較可能性等

「

留意して行う必要がある。ま

た【分析結果については、医療費、対象の鷹性、環境などの観点からさぅに解析を行

い、その結果を整理する。そして、対象葉団の健康課題t保健指むの効果が期待され

る対象者集団及び方法感を明らかにして、その課題解決に向けた保健事業(保健指導)

計画を策定するための基礎資料を作成する。

基礎資料には、次のような分析結果を整理することが者えられる (笙4編第3章参

感
① 「医療費などの負担の大きい疾病等の分析」(様式1二 1、 1-2、 2-1、 2
-2、 3-1～ 7)

重点的に対策を行うべき病態や生活習慣を選定する。他に、透析導入原因疾患等

の分析も腱慶課顔の抽出に役立つ。

② 「医療費増加率、有所見率の増加が著しい疾病等の分析」(様式1-1、 172、

2-1、 2-2、 3-1～7)          |
背景にある要因 (生活習慣、環境の変{しなど)を考察し、重点的に適正イしを図る

ための81画を立案する。

③ 「鷹性ごとの分析」

優先的に対象とすべき性別・年代を選定レ 対象となるそれぞれの属性 〈動き盛

り (管理職、営業目∋ 、育児中の親など)に受け入れやすい保腱●業を計回する。

0「環境 (地域・職場〉ごとの分析」

重点的に対策を行うべき対象を選定し、その地域・職場の共通の生活習慣に|1連

する問題についてはポピユレーションアプローチの視嘉●含めて計画を作成する。

O「ストラクチャー (構造)t_プ ロセス (過程)、 アウトブツト (事業実Ⅲ■)、 アウ

トカム (結果)の分析」

プロセス (過程)・ アウトプット(事業実施■)・ アウ
トカ4(結果)間のFD連性について分,する。保健事業の塞施 Fよ り、健康課題の

改善が図 られているかどうかを検討する。不+分な場合には保健事業の見直し、ま

たは他の影響する要因について分析する (第4=参照).

なお、市町村においては、要介護原因疾患(性 B」 1年齢BJ)憲 につしヽて:由保告OF]・
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3尋 1 (例)
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栞樋螢に把

握可能

● 彙 の 壼 経 的な

碑価 でIPa可能

死亡率

死亡率の変化

標準化7.t比
標準fじ死亡比の変化

要介護者等の割合 (→

雲介護者等の割合の変化0
要介護状態の原因疾患l■l _
レセフト

(特に生活習慣病関連医療責・疾患D
医療費の変iヒ     ‐

生活習慣病の患者数
健診結果等の郵 t
生活習慣の状況

生活習慣の変化
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薔 うけ壺

擬」、「 穏極的支援」を実施 した者の割

合

保障指選を実施 した者のうち、行動壼

容のステージ (準備状態)が改薔 した

者の割8

「響医癖 1対摯者のうち、保健指●又

は治療を受けた者の書唸

生活習慣病の治燎中断者の割合

効果的で常に運営可能な内容の提供状

況

生活習慣改善揮導を希菫する者の効果

的な保健事業へのアクセス状況
手ハrll令 好r脱

"な
頂自

０

　

０

０

0

0

0

O
O

O

施できる体制であるかとうかを判断す

・
…

‐―………………1‐ 一一‐
保健・医療提供体制 (人的資源、施設

等)

保健指導実施者に対する研修体制と研

修実施状況
保羹 のための支援材料等の開発

活用可能な社会資源の状況

く0)

⑬

　

④
０

O

O

O
O

(→ :市町村国保では分析することが望ましい項目

改訂案

(例 )

把 握● 能

●業案薇後に把

建可能

口業の最綺09な

評価で把握可能

①置原嬌曇瑠理のための嗅日___… ……_

死亡率

死亡率の変イじ

標準化死亡比

標準

'ヒ

死亡比の変化

要介瞑書等の割80
妻介護者むの割3の変化(→

要介歓状態の原因疾患 l■l

レセフト
(特 に生活習慣病関連医療費 疾患名)

医療■の変(じ

生活習慣病の患者数

健診結果薔の変1し

生活習慣の状況

生活習慣の変化

0

0

0

0
0

０

０

０

(0)

0

O
O

0

0

0
0

0

灘 群 牌 野 磐 鳴 覆ぅ濃

l■よ「積極的支援」を実施した者の割

3
保腱指導を実施した者のうち、行動変
容のステージ (準備状態)が改善した

者の割合
牛議理l●薇により富鮪医●■″受けて (0)

(0)

(0)
(0)

(0)
(0)

0

0

0

O
O

0

いる者の割8
活習慣病により長期入院 している者

人T薇析″尋けてしヽお者のm合

量滋勤墓壼ね二脚摯者のうち、保腱指

U又は治薇を受けた者の割合

生活習慣書の治療中断者のコ台
効果的で常に運営可能な内容の提供状
況

生活雷慣改善指導 を希菫する者の効果

的な保m●業へのアクセス状況

0効果的な保健3業 (保健お導)を実
施できる体制であるかどうかを判断す

離昭器蘇雨‐a西議:‐轟
等)

保健指導実施者に対する研修体制と研

修実施状況

保健指毎のための支援材料等の開発

活用可能な社会資源の状況
子の価分析に

“

響な項日

０

　
０

　
０
⑬

0

0

0
0

とが菫ま



改r栞

表 2 個人 保健3業の単位の分析項目 (例 )

把握の時期

81口 作成時から

把握可能

事業実施後にle

握可能

事業の最終的な

評価で把饉可能

①O人単位での日摩
=を

把握するため

叫 目

壮年期死亡や■■な瞑慮を起こした事

例   ‐

その他分析に
`要

な瞑日

(0) 0

②保健3彙 (保餞指専)対象書把握の

ための項目
０

　

　

０

Ｏ

　

　

Ｏ

「餞診お興薔リスク判定表」に基づく

生活習慣病リスクごとの対象彗数

塚目指導対象者数 (「情報提供」、「勁糧

づけ支地 、「積極的支援」)

その他分析に必要な項目

0これまでの保腱事業 く保健格導)の

効果の項目

(0)

０

０

０

O

0
(0)

０

　

　

０

G籠誦群め

棄化

生活ヨ償の変1ヒ

饉診鶴果の変化

医療贅の変化

その他分析に必要な頂日

(3業 )

医療費に対する効果

苦情・ トラ功 しの件数、

費用対効果

姜託件致

対応状況

標準的な健診・保健指導プログラム (確定版)(平成19年 4月 )

(2)保健事業 (保健指導)の目標設
=

須である」                               :

鷲 曹『最運警『1節の現萩分析と二っき優先課遍甚適1プるも農̈ が、
医療保険者の保健事業に対する者え方を示すという意味もあり、どのような目標を掲

1プるかは、重要な判断を要するものである。優先課題は、

糖尿病等の生活習慣病の有病者・予備群を減少させることに寄与するものであること

は前提であるが、医療保険者としての集団全体の健康問題の特徴を現状分析から明ら

かに臥 その課題のうち、最も効果が期待できる課題を重点的に対応すべき諄題とし

て目標に掲げる必要がある。

優先課題のうち目標として掲げる内容の選定は、日標を達成する●めの現実的な手

段が明らかであることや そヾのための費用、人的資源、施設の保健事業の実施体制が

可能であるかなど、総8的に判断し、日標を設定する●とが必要である。    ,
保健事業を開始した当初はt分析すべきデータが十分に整備されない中で目標を設

定することになるが、年次を追つて健診や保健指導のデータが収集されることから、

これらのデータ分析を211え、適蟄 保健事業全体の日標を変えていく必要もある。

また、日標は抽象的な内容ではなく、例えば「糖尿病の新規治療者を来*%に減少

させる」など、できる限り数値目標とレ 事業終了後の評価ができる日標を設定すぅ
ことが必要である。

2と保健指導レベル毎の目標設定
対象者を正確に把握するために、医療保険者は、40歳から74歳までの全対象者

のうち、糖尿病等の生活習慣病の予備群は、腱診結果等による対象者階層イヒ基準J

よる受療者を除いた対象について、前年度の健診結果を判定基準に投入 各保健指導

レベル別の対象人数の概数を算出する)。 なお、治療中の者について、主治医からの

紹介がある場合は、主治医と連携を図り、その指導のもとに保健指導を実施する。ま

た、治療を中断している者については、受診勧奨を行う必要がある。

っ愕 蜃 晰 訃 輔 鑽 電警

10

}

}

2-2 保健事業 (保健指導)の目標設定

(1)保撃事業全体の日

R覇履 島状分析に基フき優先課題を掲げるもの下あるが、

医療保険者の保健事業に対する考え方を示すという意味もあり、どのような目標を掲

げるかは、重要な判断を要するものである。

愛[言[:I]                     [1:i][
できる課題を重点的に対応すべき課題として自標に掲げる必要がある。

段壕籠雪憲写量を足管tド薯源層言富食S「緊習裏]F籍曇騒漢量[奥8曇露繰葛言

可能であるかなど、総合的に判断 し、 日標を設定するこ|が必要である。

平成 20年度に特定健診・保健棺J制度が開始されてから収集・蓄積された健診や

保健指導のデニタの分析結果を踏まえ、保健事業全体の目標を変えていくことも必要

工

曇置:目標は抽象的な内容ではなく、例えば「糖尿病の新規治療者を **%に 減少

させる」など、できる限り数田 標とし、事業終了後の評価ができる日標を設定する

ことが必要である。

(2)保 健指導 レベ

檀『
g目

頗

設定

義保険者は、40歳から74歳 までの全対象者

のらちt聴尿病等の生活習慣病の予備群は、対鐘者の選定
=贈

層イしを行い.保健指導

しベル B」対象暑数の概数を算出することで、保健指導になかる事業全体のポリューム

をIP握 しヽ 対象者数の目標を設定する (全対象着か ら生活夢慣病による受療者を除い

た対象について、前年度の健診結果を判定基準に投入、各保健指導レベル別の対象人

数の概数を算出する)。 なな 治彙中の者について、主治医

…

らの紹介が

ある場合は、主治廃0は産輩庚と運糖を図り、その指導のもとに保健指■を実施する。

また、治療を中断している者についてはt受診勧奨を行う必要がある。

現実を反映した記載になつて

いないため自1除 :



標準的な健膝・保健指導 プログラム (確定版)(平成 19年 4月 )

各保健指導である 「積極的支援」については、例え

ば下記の生⊇豊歯締 標を設定する必要がある。なお、数値目標は、健診結果の変1し、

アンケート調査等に基づくものとする。

①「情報提供」のみの対象者

健診結果を正常範囲のまま維持し、悪化させない。

「動機づけ支援」対象べの移行率を〇%以下とする。
(この数値は性8」

。年代別に各医療保険者で設定)

②「動機づけ支援」の対象者

・ 健診結果互菫饉=または悪化させない。        1
・ 内臓脂筋症候群(メ タポリックシントローム)予情軍では腹囲の減少をめざす。

・ 「積極的支援」対象への移行率を△%以下とする。

(この数値は性別・年代Buに各医療保険者で設定)

③「積極的支援」の対鍮者 ,  ′
・ 健診結果を改善させる。

改 ET案

保健指導を実施する際には、 「動機づけ支援」、「積極的支援」の各保

健指導レベルについては、例えば下記盗2童L指導日標を設定する必要がある。なお、

数値曰標は、健診結果の変イじ、アンケート調査等に基づくものとする。

①

電麗 贔 韮 墨 饉 菫 遍 訛 日 m【 』 麹 脚 虹 α 塾 雙 産 螂 ニ コ 塑

す
,「菫墨:≡:レ書菫諸躍諄強十輩計:ぎ電覆理罰冒1量鏡蜜:,8」習慣などの

ウ 検査デ=夕では保健指導当1定値以上であるが、肥満ではないため特定保健指

ヽ
             :

工 服築中であるためにt特定保健指導の対餞とはな らないもの

「情報提供」レベルの者に対する保健指導については〔医療保険者が行う法定報

告の義務はないが:メ タポリックシン ドローム該当者 好 備群の減少率や医療費適

正4rlに資する
=婁

であるため、市田村憲

…

をは下記の指IIを参者にし

対象アについてはt  l               _
・ 健診結果を正常範囲のま議維持し、悪化しなし、
・  F動機づけ支援」対象への移行率を〇%以下とする。    ｀

(この数値は性別。年代別に各医療保険者で設定)

対盆イについては、             ‐

。 生活習慣の問題点を自覺し:生活習慣が一つでも改善する.

%を 超えている検査データが基準値に近づく:

・ 保健糟J羹施率が向上する̂｀

対象工については、
・ コントロニん状況め確認及び秤価を行う

, 受診が継続する。

②「勁機づけ支援」の対象者

・ 健診結果が改善するか、または悪化しない。

・ メタポリックシントローム予備軍では腹日の減少をめざす。

・ 「積極的支援」対敏への移行率を〇%以下とする。

(この数値は性別 年齢別に各医療保険者で設定)

③「積極的支援」の対象者                      ,
" 健診結果釉 替する。

危険因子の減少

12

標準的な健診・保健指導プログラム |(確定版)(平■ 19年 4月 )

子の減少をめざす。

・ 保健指導対象者のO割以上の人において、判定の改善をめさす。

・ 「要治療」への移行率を◇%以下とする。

も 鮮 嗜 錮 踊 踏 爛 牌 螺 覇♀製 蹴 尿病等の生汚習積病の有

病者・予備群の25%を減少させるためには、効果的・効率的な保健指導の実施が必要

である。そのため、保健指導対象者に優先順位をつけて、■も必要な、そして効果のあ

がる対象を選定して保健指導を行う麟要があるt例えば、保健指導の対象者の優先暉位

のつけ方として|ま、下記の方法が者えられる。

0年齢が比較的若い対象者

○健診結果の保健指尋レベルが情報提供レベルからEll機づけ支援レベル、動機づけ薫

援レベルから積極的支援レベルに移行するなど、健診結果が前年度と比較して悪化

し、より緻密な保建指導が必要になつた対象者

0第 2編第2章£Σ質問項目 (標準的な質問療7～ 19番)の回笞により、生活習慣

改善の必要性が高い対象者

○前年度t積極的支援及びEll機づけ支援の対象者であつたにもかかわらな保腱指導を

受けなかつた対象者

改訂案

・ 保健指導対象者のO割以上あ人にぉいて、判定の改善をめざす。

。 「要治療」への移行率を〇%以下とする。

(3)保 健指 もの対象者の優先順位に かかる基本 的な考 え方

糖尿病等め生活習慣病の有病者・予備群を減少させるためには、効果的・効率的な

保健指導の実施が必要である。そのため、保健指導対彙煮に暉先順位をpけて、最も

必要な、
‐
そ して効果のあがる対象を選定 して保健指Jを行う必要がある。例え|ま 保

健指導の対象者の優先頗位のつけ方としては、下記の万法が考えっれる。

o 年齢が比較幅 い対彙者

O 健診結果の保健帽むレベルが情報提供レベ

'レ

から動機つけ支糧レベル、動機づ

け支援レベルから積極的支援しベルに移行するなど、健診結果が前年度と比較し

て悪iじ し、より緻密な保健指むが必要になつた対象者

○ 第2編第2■別紙3の質問項目 (標準09な質問票8～ 20番)の回答により、

生活習慣改善の必要性が高い対象者

○ 前年度、積極的支援及び動機づけ支援の対象者であつたにもかかわうす保健指

導を受けなか つた対象者

13



標準的な健診・保健指導プログラム (確定版)(平成 19年 4月 )

(3)保偉事業 (保健指導)計画作成

目標を達成するために、保健指春全体,実施、評価について具体的な8t目を作啓す

ることが望ましい。   ―

1)保腱指導全体の計画

「情報提供」、「ED機づけ支援上「積極的支援」B」の具体的な方法、保僣権Jのため

の人材、支援材料、記録方法、実施場所、保僣糟遭18当者の研修|などを検討する。こ

れらの状況や既存の社会資源等を総合的に判断して、アウトソーシングの検討を行

う
また、前年度までの評価 (実施状況・効果・問題点など)を踏まえ、より効果的な

内容となるよう
「「

スがける。さらに、保健指導全体の計画にあたつては、毎回より

よいものを作成することをめざす。

2と実施体制に関する計□

実施の計画については、健診から保健指導まで円滑に実施できるように保健指導の

進め方、実施体制、広報の方法等に留意して作成することが必要である。また、実施

81画に合わせて予算を計上し、確定した予事にあわせ、実施計画の見直し、対急者の

選定応法の見直しを行う。                          、

①保健指導の進め方

「情報提供」、「動機つけ支援」は健診結果の返却時にあわせて実施するなど、惨

10者の負担を軽減重登方法を計画する。

「動機づけ支援」、「積極的支援ょについてはt対鍛者の性別・年代・職業等、社

会背景を考慮し、参加しやすい時間帯や場所を設定することや対象者が関じを持つ

ような方法を考慮する。         、

②実施体制    ‐                 1
保健指導の実施に当たつては、効果・効率を考え、曇通な実施体制を検討する。

保健指導に関わる関係者会議を行い、支援方法の標準イし、媒体、支援材料や記

録の方法などを徹底する。

外部講師や外部機関と連携して事業を実施するときには、事業の目的と評価法、

対象者の状況などを十分に理解してもらう■う、事前の調整を十分に行う。また、

実際の参加者の情報についても共有化しておくことが重要である。

保健指導のアウトツーシングを行う場合は、医焙保腱者との縁割分 IB、 責任を

詳細にわたつて明確にしておく。

o同知方法 .
健診・保健指導の在り方や保健指導の目的、内容、

十分周知しておく。また、地域住民

効果等について、地域住民や

ュレーション

改訂案

2-3 保健事業 (保健指導)計画作成          l    j
自標を達成するために、保健指導全体、実施、評価について具体的な計画を作成す

ることが望ましい。                    ´

舅 鯰 雉 臨 魃 薦酔
の状況や既存の社会資源等を総合的に判断 して、アウ トソーシングの必要性につ いて

量

理尭予缶年度までの評価 (実施状況 =効果・問題点など)を踏まえ、より効果 的な

内容となるよう血かける。さらに、保健指導全体の計画Eあたつては、これまでの計

画を踏襲するのではなく、●回、よりよいものを作成すo子とをめざす。

繁 施体制に関する
湯 から保健指導まで円滑に実施できるように保健指導の

進め方、実市体制、広報の方法馨に留意して作成することが必要であるぃまた、実施

計画に合わせて予算を計上しt確定した予算にあわせ、実施計固の見直し、対象者の

選定方法の見直しを行う。

①保健指導の進め方          ́          :
「情報提供」、「動機づけ支援」 7`r r組極的ttI!の初回面繕は、健診結果の返

却時にあわせて実施するなど、参加者の負担を軽減立=2如立立重≦農登方法1計
画する。

特に、「動機づけ支援」、「積極的支援Jについては、対象者の性別 :年代・晴塩

牛活IE憶書の社会背景を考慮し、多加しやすい時EE帯、場所答を設定すoことや対

繊者が関心を持つような方法を考慮する。

②実施体制

保健指導の実施に当たつては、効果・効率を考え、最適な実施体制を検討する。

保健指導に関わる関係者会議を行い、支援方法の標準化、媒体、支援材料や記録

の方法などを徹底する:健診から保健指導までの作業工程を検討し、健診実施日か

ら保健指導までの期間を短縮することに努 力すべきである .

:量薯麓顕凛なぜ馨軍急麿讐艦51著ξ署要:P:菖 5麟L群3層磐ξ]よな
実際の参10者の情報についても共有化しておくことが重要である。

保健指導のアウトツージングを行う場合|ま、碁好業務の節囲お責任を群細にわた

づて明確にしておく。

③周知方法            ~    |〕知方法            ~
健診・保健指導の在り方や保健指導の目的(内容、効果等について、地,住民や

十分周知 しておく。また、 ュレーシヨン
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―チとしての意味合いも持つことを考慮して効果的に行う。さらに、

導対象者が積極的に参加できるよう、地』L堕重別二方法を検討する。特に被扶螢

者については、同知が徹底されるように配慮することが望ましい。

なおヽ 個々の対象者に対する81画年っいてはヽ 第3編第3■に記■する内容を踏

まえ、個別に計画を作成する。

旦と評価計画
′
糖尿病等の生活習慣病の予備群に対する保健指導の効果を明確に示していくため

には、保健指導をPDCA(計画 ∈hn)→実施 (Clo)⇒評価 (Check)⇒ 改善

(Acton))サ イクルで計画から見直し・改善までのプロセスを継続することに■っ

て、よりよい成果をあげていくことが期待できる。

このため、評価の目的、方法、基準t時期、評価者、FT価結果の活燿法について、計

画の段階から明確にしておく。また、評価計画については、企画部門及び保健事業部

門の両者で作成・共有化し 評価結果のうち、公表するものを明確にしておく。

アウトツーシングをする場合は、委託先にも評価計画を明示する。

(4)保健事業 (保健指導)計画作成の進め方

これまで述べてきたように、保健
=業

(保健指J)計画の作成においては、概ね次

のような流れがある。

① 各種データから集団全体の分析と歯人、保健事業の単位の分析を行い、その集団

における優先すべき健康課題を明確にする。           |
② Oにおいて明らかになった健康諫題を解決するために、優先順位を者慮した上

で 保健指導目標として達成すべき目標や数値目標を設定する。

③ ②において設定した自標を具体的に達成するために、方法、実は 評価について

計画を作成する。                         .

※図1の保健事業 鰈 健指導)計画作成の進め方を参照:

改訂案

アプローチとしての意味合いも持つことを考慮して効果的に行う。さらに、保健指

導対象者が積極的に参10できるよう、対象者の鳳性に合わせた実施方浩を検討す

る。特に被扶螢者については、同知が徹底されるように配慮することが望ましい。

また、購域ではt事業所における労働者の健康づくりに対する意識にようて保健

指導への取組みの差が大きいため:保健指導の実施について
=業

所の協力を得るこ

とが有効である:

なお、個々の対象者に対する計画については、第3編第3章に記載する内容を踏

まえ、個別に81画を作成する。

(3)87価計画

糖尿病等の生活習慣病の予備群豊lc対する保健指導の効果を明確暉示していくた

めには、保健指導をPDCAサイクルで計画から見直し・改善までのプロセスを継綺

することによつて、よりよい成課をあげていくここが期待で専る。

このため、評価の目的、方法、基準、時期、評価者、評価結果の活用法について、

計画の段階から明確にしておく。また、評価計画については、企画部門及び保健事業

85門の両者で作成・共有イじし 評価結果のうち、谷奉するものを明確にして■く。

アウトソーシングをする場合は、委託先にも秤価計画を明示する。

第 3編第 2章 2-1へ 移動

ヽ
１
１

，
ト
ー
ナ
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口●
9縫穆基禁3齢議 こょる対象者贈層化薔準に基づく対拿き螢

。賛選霧諄衡窒電ヨち織算 
ど

0保健 指 導 全体 の ||ロ
保健指 導 ごとの■体的な方 法       1

・人材 、支 燿 材 料 、実施場所

。アウトツージングの有無   など
0投入予算の無算、予算の獲得

9翻 尋 の進 め方 (時 rn、 期 間 、回藪 、場 所 、費用

'ど

)

■広報 の方 法

0"価 針目
・自||

・甚準
・諄価の時期

塀濡篇果の活用法   な
=

改訂案

第 3編第 2=2-1の 下へ移動
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第3章 保健指導の実施

(1)基本的事項

1と標準的な保建指導プログラムについて

糖尿病等の生活習慣病の予備群に対する保健指導とは、対魚者の生活を基

盤とし、対象者が自らの生活習慣における課題に気づき、健康的な行at変容

の方向性を自らが導き出せるように支援することである。保健指導の重要な

点は、文」象者に必要な行動変容に関する情報を提示し、自己決定できるよう

に支援することであり、そのことによって、対敏者が健康的な生活を維持で

きるよう支援することである。

保健指導の効果に関する研究は、エビデンスとして警積されつつあるもの

の、説8き議では、保健指導の技術開発や暮盤整備が期待される分野である^

そのため、本プログラムでは、現段階で者えられる、日低限実施すべき保健

指導と望ましい保健指導について記載する。

これら保健指導の要件につぃて1ま、高齢者医療確保法の施行後において、

保健指導実施機関による多種多様な保健指導の実績・成果を書積・分析する

中で、最低限実施すべき要件の秤価を行うとともに、有効な保健指導の要件

を整理していくこととする。

また、今後は保健指導を実施す

効な保健指導の内容や実施形態等が明 らかとなり、提供される保健指導にそ

れらが反映されることが期待される。

なお、本プログラム|ま、保健指導の実施状況を踏まえ、必要に応して見直

しを検討することとする。

2と対象者ごとの保健指導プElグラムについて
保健指導プログラムは、対象者め保健指この必要性ごとに「情報提供」、「El

機づけ支援」、「積極的支援」に区分されるが、各保健指導プログラムの日標

を明確化した上で、サービスを提供する必喪がある:

「情報提供」とは、対象者が生活習慣病や健診結果から自らの身体状況を

認識するとともに、健康な生活習慣の重要性に対する理解と関oを深め、生

活習慣を見直すきつかけとなるよう、健診結果の提供にあわせて、個人の生

活習慣やその改善に関する基本的な情報を提供することをいう。

「動機づけ支援」とは、対象者が自らの健康状態を自党し 生活習暉の尊

替のための自主的な取組を継続的に行う子とができるようになることを目的

どして、医師、保健8T又は管理栄量士の面接・指導のもとに行動81画を策定

しくは運動指導に関する専P5

改訂案

第 3車 保健指導の実施

3-1 基本的事項

(1)標準的な保健指導プログラムについて

聴尿病等の生活習債病の予備群笠に対する保健指導とは、対象者の生活を

基盤とし、対象者が自らの生活習慣における繰題に気づき、健康的な行動変

容の方向性を自らか導き出せるように支援するここである。保健指導の重要

な点は、対象者に必要な行動変容に00す る情報を提示 し、自己決定できるよ

うに支援することであり、そのことによって、対象者が健康的な生活を維精

できるよう支援することである。

本ブログラムでは、現段階で者えられる、最低限実施すべき保健指導とヨ

ま しい保健指導について記載する。

保健指導の要件については、 る多種多様

な保健指尋の実績 成果を蓄積・分析する中で、最低限実施すべき理件の評

価を行うとともに、有効な保健指導の要件を整理していく。

また、保健指薔を実施する機関の白ロロ,並≧型よ

^り

有効な保健指導の

内容や実興形態等が鴫 らかとなりヾ提供され,保健指導にそれらが反映され

る ことが期待される。                  ~
このため、本プログラムについても、保健指導の実的状況を踏

ず
え、必要

、に応じて見IEしを検●していく。    i

(2)対象者ごとの保健指導プログラムについて

保健指導プログラムは、対象者の保健指導の必要性に応じて、「情報提供」、

「●l機づけ支詢 t「積極的支援」に区分されるがt各保健指碧プログラムの
‐目標を明確化した上で、サービスを提供する必要がある。

「情報提供」とは、対象者が生活習慣病や健診結果から自らの身体状況を

認識するとともに1健康な生活習慣の重要性に対する理解と関心を深め、生

活習慣を見直すきつかけとなるよう、健珍結果の提供にあわせて、個本の生

活習慣やその改善に関する基本的な情報を提供することをいう。踊鸞ご腱診

の結奥通知と同時に行うがt重症イビ嗜上の観点から1後 B改めて対面警によ

り模健指邁として実施することも書えられる
「

「動機づけ支援」とは、対銀者が自らの健康状態を自党し、生活習慣の改

善のための自主的な取組を継続的に行うことができるようになることを目的

として、医師、保健師又は管理栄優士の面接・指導のもとに、対象者が行Eb

を策定し、医師、保健師、管理栄景士又は栄量指導若しくは運動指導に
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的知諄及び技術を有す 薔のための取組に係

る動機づけに関する支援を行うとともに、計画の策定を指導した者が、8t画

の実線評価 (81目策定のBから6か月以上経過御こ
~●
う評価をいう。)を行う

保健摺導をいう。

「積極的支援」とは、対象者が自らの健康状態を自党臥 生活習慣の改善

のための自主的な取組を継続的に行うことができるようになることを目的と

して、医師、保健師又は管理栄螢士の面接・指導のもとに行船 画を策定●

医師、保健師、管理栄贅士又は栄養指導者しくは運動指導に関する専P3的知

識及び技術を有すると口められる者が生活習慣の改彗のための、対象者によ

る主体的な駆組に資する適切な働きかけを相当な期間経続して行うととも

に、81画の策定を指導した者が、計画の進捗状況評価と8tDの実績評価 (3t

□策定の日から6か月以上経ia後に行う評価をいう。)を行う。

「積極的支援」の実施に関しては、対象者の保腱施むの必要性に応してさ

まざまな手段や内容を組み合わせながら支援プClグラムを展閲し、多購種・

他機関が支援を行う場合には、通宣、保健指導実施者間で関係者会議を開催

し 対象者の課題や日標を共有して支援を行う必要がある。

また、メ燿プログラムの提供に際しては、既存の保健事業との組み合わせ

や社会資源の活用、地域又は田域で行われている健康づくりめためのポピュ

レーションアプローチとも関連つけていくことが重要である。

なお、支援プログラムは、同じ対象者に毎年同じ力容を繰り返すのではな

く、対象者の特性に合わせ、また有効な手法の柚出審により、常に改善に努

めることが必要である。

改訂案

する専 Fヨ的知識及び技術を有す

のための取組に係るED機づけに関する支援を行うとともに、計画の策定を指

導した者が、計画の実績響価 (tlB策定の日から6か月黙上経過後に行っ評

価をいう。)を行う保健指導をいう:

「積極的支援」とは、対象者が自らの健康状態を自党 u生 活薔慣の改善

のための自主的な取組を組続的に行うことができるようになるこ
′ を目的と

して、医師、保眸師騨 理栄最士の面接・指導のもとに行動け画を策定し

医師、保健師、管理栄景士又は栄養指む若しくは運at指導に関する専門的知

識及び技術を有すると詢められる者が生活習慣の改善のための、対象者によ

る主体的な取組に資する適切な働きかけを相当な期間継続 して行うととも

に、tt画の策定を指導 した者が、81画の進捗状況評価と計画の実績評価 (計

□策定の日から 6か月以上経過後に行う秤価をいつ。)を行う。

「積極的支援」の実施に関しては、対象者の保健指導の必要性に

"し

てき

まざまな手段や内容を組み合わせながら支援プログラムを昼開し、多職種・

他機関が●l■を行う場合には、適宣ご保腱指導実施者間で関係者会議を開催

し、対魚者の課題や日標を共有して支援を行う必要がある。

また、支援プログラムの提供に際しては、既存の保健事業との組み合わせ

や社会資源の活用、地域又は職域で行われている健康づくりのためのポピュ

レーションフプローチとも関連づけていくことが重要である。

なお、支援プログラムは、同じ対象著に毎年同じ内容を繰り繹すのではな

く、対魚者の特性に合わせ、また有効な手法の抽出・蒟用・強化簿により、

常に改善に努めることが必要である。

■〔平成 19年厚生労働省告示鱚 10■ 1平成 20年 3月 10日付け健発菫 0310007■ ・

保発菫 0310001薔 )】
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保健指導は、医師、保健師、管理栄養士が中心となつて担うこととする。

「動機づけ支援」及び「積極的支援」において、①初回の面接、②対象者

の行動目標。支援計画の作成、③保健指導の評価に関する業務を行う者は、

医師、保健師、管理栄霞iであること。ただし これまで医療保険者や事業

者において者護師による保健事業がなされている現状を踏まえ、中

師t管理栄薔士の配置が進むことが期待される高齢者医療確保法の施行後5
年間に限り、二定の保健指導の実あ経験のある詈崚師も行うことができる。

「動機づけ支援」及び「積極的支機」のフログラムのうち、食生活・運勲
に関する対象者の支援計画に基づく実践的指導は、医師、保健師、管理栄量

主、その他食生活、運動指導に関する専P目的知識及び技術を有する青 (健康・

体力づくり事業財団が認定する健康運動指導ILや事業場における労働者の健

康保持増進のための指針に基づく運動指導、産業栄螢指導、産業保健指導担

当者等)が実施する。また、それらの実践的指導においては、グループ支援

をあわせて用いることが効果的であり、その場合は、地域内の種々の関係者

の協力を得ることが重要である。   |
保健指導において、禁煙指導を提供する場合には、禁煙指導には、禁煙補

助剤の活用が有効であることから医師、薬剤師と連携するなど、保健指導の

内容や対象者の心身などを考慮し、他職租との連携を図ることが望ましい。

なお、医師に関してはt日本医師会認定健康スポァツ医等と連携すること

が望ましい。                         ・

さらに、保健指導を実施する者は、保健指導のためめ一定の研修を修了し

ていることが望ましい。

4)「情報提供」に活用するための質問票

健診時に行う生活習慣に関する質問票は、「情報提供」、「学機づけ支援」、

「積極的支援」の保健指導を実施する際に活用することができる。

「情報提供1の内容を判断するための質問票としては、個別に食生活、運

動習慣等の情級を提供するためた必要な墳目 (例え|よ 第2編第2章 3と標

準的な質問

…

が考えられる,

なお、健診時の質問票は受診者全員に行うことから、できる限り科学的根

拠のある項目数に絞り、また、商潔な表現とし島

o2「動機つけ支倒  「積極的支援」に必要な詳細な質問票

「動機づけ支援]、 願 極的支援」の実施に当たっては、保健指導対象者の

生活習慣及び行動変容のステージ (準備状態)を把握し、どのような生活習

慣の改善が聰要なのかをアセスメントする必要があることから、群細な質問

票を実Dtすることが望ま しい。

詳細な質問票は、 を振り返るきつかけとする

保健指導は、医爪 保健師、管理栄畳■が中心となつて担うこととする。

「勁麟づけ支援」及び「積極的支援」において、①初回の面接、②対象者

の行動目標・支機計画の作成、③保健指導の評価に関する業務を行う者は、

医師、保健師、管理栄姜 士であること。ただ し、 これまで医療保険者や事業

者において薔饉師による保健事業がなされて六″蒙熊を踏まえ、平成25年

度からの5年間においても、31き続き、一定の保健指導の実帝経験のある看

護師が行うことも可能とする。

「動機づけ支援」及び「積極的支援」のプログラムのうち、食生活・運動

に関する対象者の支援計画に基づく実践的指導は、医師、保健師、管理栄養

士、その他食生活の改善、運動指導に関する専P5的知識及び技術を有する者

(健康・体力づくり事業財団が認定する健康運動指導士や事業場における労

働者の健康保持増準のための指針に基づく運動指導、産業栄贅指導、産業保

健指導担当者等)が実施する。また、それらの実践的指導においては、グル

ージ支援をあわせて用いることが効果的でありtその場合は、地域内の種尺

の関係者の協力を得ることが重要である。   _
保饉指導において、禁煙指導を提供する場合には、禁煙指導には、禁煙補

助剤の活用が有効であることから医師、薬剤師と連携するなど、保健指導の

内容や対象者の
`じ
身などを考慮t/s他臓種との連携を図ることが望まししヽ

なお、医師に関しては、日本医師会認定健康スポーツ医等と連携すること

が望ましい。
さらに、保健18導を実施する者は、保健指導のための一定の研修 く「健診・

保健指導の研修ガイドラインJV実践者育成研修プログラム)を鯵了してい

ること凛 ましい。

(4)「情報提供」に活用するための質問票
′ 健診時に行う生活習慣に関する質問票は、「情報提供」、「勤禅づけ支援」、「積

極的支援」の保健指導を実施する劇 こ活用することができる。

「情報提供」の内容を判断するための質問票としては、個BJに食生活、澤

動習慣等の情報を提供するために必要な項目 (例 えば、第 2編第 2車剋紙 9
標準的な質問界8番～ 20番)が考えられる。

なな 健診時の質問票は受診者全員に行うことから、できる限り科学的根

拠のある項目数に絞り、また、商潔な表現とL/ている。

(5)「動機つけ支援」「積極的支援」に必要な詳細な質問票

「動機づけ支援」.「積極的支援」の実施に当たっては、保健指導対縁者の

生活習慣及び行動変容のステージ (準備状態)を把握し、どのような生活習

慣の改善が必要なのかをアセスメントする必要があることから、詳細な質問

票を実施することが望ましい。

詳細な質問票は、対象者自身が自分の生活習慣を振り返るきつかけとする

19
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にも活用できる:

詳細な質問票の例としては、次のような項目が者えられる。

①食生活習慣                   '
食事の内へ 量及び間食や外食の習慣などをlB握する:

②身体活動状況

身体活動の種類・強度。時間二回事を把握する。

③運動習慣
日常的に実施 している運動の種類・頻度・ 1日当たりの実施時間等、

運動習慣の有無と程度に関する情報を把握する。

④休養・睡眠

体量の取り方、睡眠時間などの状況を把握する。

⑤飲酒状況

飲酒
=、

頻度など飲酒の状況を把握する。

⑥喫煙状況

導去の喫煙や禁標塔況を把握する。  ハ
⑦健康意識

対象者の健康観を把握する。

③生活習慣改善に38する行動変容のステージ (準備状態)

生活習慣に関する行動変容のステージ (準備状態)を把握する。

◎過去にとった保健行動

健康のためにt過去に何か実施したことがあるか把握する。

⑩その他

ストレスの有無や対処方法などについて把握する。

※ 行動変容ステージとは、行動変容に対する準備段階のことで、次の 5,
のステージに分けられる。ステージごとに支援方法を変え、ステージが改

善 していけるように支援する。

無関心期 :6ケ月以内に行動変容に向けた行動を起こす意思がない時期

|10期 :6ケ月以内に行動変窃に向けた行Ellを起こす意思がある時期

準 備 期 :1ケ 月以内に行動変容に向けた行動を起こす意思がある時期

実 行 期 :明確な行動変容が観察されるが、その結続がまだ0ケ月末海である時期

維 持 期 :明確な行動変容が観察され、その期間が6ヶ月以上続いている時期

ほか、対象詢 生活習慣の変イヒが把握できることから、

にも活用できる。詳細な質問票の例としては、次のような項目が考えられる。

① 食生活習慣

食事の時間繕:回葱t内容、量及び筒食や外食の習慣ヽ 出

^248な
ぐを

IE握する。

② 身体活動状況

身体活動の種類L強度こ時儀 を把握する。

③ 運動習慣

日常的に実施している運動の種類に頸畦 lB当たりの実施時間等、運

EI習慣の有無と程度に関する情報を杷握する。

④ 体螢・睡眠 =
休量の取り方、い 眠時間などの状況を把握する。

O 飲酒状況

飲酒量、頻度など飲酒の状況を把握する。

⑥ 喫煙状況

観在及¨ 去の喫煙や禁煙林況を把握する。

⑦ 健康意識            |
対象者の健康観を把握する。

O 生活習慣改善に関する行動変容のステージ (準備状態)

生活習慣に関する行動変容のステージ (準備状態)を把握する。

⑨ 過去にとらた保腱行動            :
健康のために、過去に何か実施したことがあるか把握する。

①'治療中の疾痛
標準的な質問票等でlE握できない疾病の有無(厩住歴含む)及U医師か

らめ生活習l■に関する指示や制限を把握する|

Ω
=そ

の他
仕
=の

内容、勤務時間t家族関係tス トレスの有無や対処方法などに

ついてIB握する。

※ 行動変容ステニジとは、行動変容に対する準備段階のここで、次の 5つ

のステージに分けられる。ステージごとに支援方法を変え、ステージが改

善していけるように支援する。

療E3● 期 :6ヶ 月以内に行動変容に向けた行動を起こす意思がない時期

間 0期 :6ケ 月以内に行動変容に向けた行動を起こす意思がある時期

準 備 期 ;1ケ 月以内に行動変容に向けた行EIを起こす意思がある時期

実 行 期 :明確な行動変容が観察されるが、その特続がまた0ケ月末満である時期

維 持 期 :明確な行動変容が観察され、その期間が6ケ月以上続いている晴期

標準的な健診・保健指導プログラム (確定版)(平成 19年 4月 )

6と保健指導の際に活用す
保健指導の実施にあたつては、支援のための材料、学習教材等を整備する

ことが必要である八 こヽれらは:常に最新の如見、情報に基づいたものにし

ていくことが重要でありヽ 常に改善が124要である。

また、支援のための材料等は、対象者に対するもののみでなく、保健指導

を担当する者に対するものも必要となる。さらに、それぞれ支援のための材
料等は何をめざして使用するのかということを明らかにしてわかりやす<ま

とめていくことと、地域の実情や贈域の状況に応した工夫をしていくことが

重要となる。

①アセスメントに関する支援材料
対象者の課題の明確化のために、身体状漁 生活習慣、健康に関する恵

識、家族の状況、仕暮の状況等についてアセスメン トを行うための材料で

ある。

②行動目標設定のための支援材料

 ヽ  行動目標を設定し、秤価をしていくための材料である。

③畑講の提供 ,生活習慣改善のための支援材料 (学習教材)

生活習慣病や内臓脂肪症候群 (メタポリックシンドローム)に関する知

識、生活習慣に係る意識啓発や実際に生活習慣を改善するための具体的な

方法を提供するための材料である。

④自己実践を支援するための支援材料 (特 |「継続的に支援するための材料)

対象者が設定した行動日標の達成のために活用する実践状況の記録、通

信による支援等のための材料である。

⑤保健指導実施者用の材料

保健指導を担当する贈員間で支援内容、実施内容、個別相談や集団教窒

の実施方法や実施状況の記録等に関する材料である。

ヱと記録とデータ官燿

保健指導の記録の型虚として、次の4点があげられる。

a 対象者の黙ョが経時的に把握ができること

b 経時的な結果から保健指薔の評価ができること

c ltの保健指導を担当する者と情報を共有できること

(担当者が変更となつても継続的な支援が可能)

d 対象者本人の要求があればFS覧可能とすること

内容は、日々の対象者ごとに目簡kモニタリンクすべき指標 (検査データ、

具体的な行動など)、 個別支援やグループ支援等で提供したサービスと対象者

の状況等が中心となるが、以上に加えて、行It変容に対する本人の意欲 (可

人の言葉で記録する)、 本人が「支援者」に期待 していること

保健指むの実施にあたつては、

ことがら要であるが、これらは、
支援のための材料、学習教材等を整備する

新の知見、情報に基づいたものにしていくことが重要であり、常に改善が必

要である。

また、支援のための材料等はこ対象者に対するもののみでなく、保健指導

を担当する者に対するものも必要となる。さらに、それぞれ支援のための材

料等は回を日指して使用するのかということを明らかにしてわかりやすくま

とめていくことと、地域の実情や職域の状況に応じた工夫をしていくことが

重要となる。

① アセスメントに関する
=援

材料

対敏煮の課題の明確{じのために、身体状況、生活習慣、生活環境、健康

に関する意識、家族の状況、仕事の状況等についてアセスメントを行うた

めの材料である。1

② 行動目標設定のための支援材料

行動日標を設定し、評価をしていくための材料である。     _
③ 知識の提供・生活習慣改善のための支援材料 (学習数材)

生活習慣病やメタポリックシントロームに関する知臓、生活習慣に係る

意馘啓発や実際に生活習慣を改善するための具体的な方法を提供するため

の材料である。

④ 自己実践を支援するための支援材料(特に継続的に支援するための材料)

対象者が設定した行動目標の達成のために活用する実践状況の尋録、通

43による支援等のための材料である。

⑤ 保撻指導実施者用の材料

保健指導を担当する贈員間で支援内容、実施内容_個別18脳や集団教窒

の実施方法や実施状況の記録等に関する材料である。

(7)記録とデータ管理

保健指導の記録の議 として、次の4点があげられる。

ざ 対象者の状況が経時的に把握ができること

b 経時的な結果から保健指導の評価ができること
ヾ  c 他の保健指導を担当する者と情報を共有できること

(担当者が変更となっても継続的な支援が可能)

d 対象者本人の要求があれば蘭覧可能とすること

内容は、個長の対敏者ごとに目標、モニタリングすべき指標 (検査データ、
具体的な行動など)、 個別支援やグループ支援等で提供した,―ビスと対象者
の状況等に加えて、行動変●に対する本人の意欲 (可能であれば本人の言葉

る)、 本人が「支援者」に期待しているこ
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なお、これらの内容には、定目的に記録する内容と定性09に記録する内容

があるがt両者とも必要な内容であるため、定性的な記録の内容については、

簡潔になつ萌確に田載していくことが重要となる。

保健指導の実施機関には対象者の個人情報をコ切に管理する責務がある

力ヽ 保健指ヨのアウトソーシングの状況によつては、個人の保健指ヨの情報

が複数の実施機関の80でやりとりされることも想定される。そのたo個々の

対象者に対しては、他の関連する実施機関との間で必要なデータを共有する

ことの了解を取ることや、共有する具体09な項目について明記する等、デー

タめ共有・やり取りに関する事項盗団隆重0ことも必要である。

腱診結果及び保健指導の記録の管理にあたっては、管理すべきデータ、整

理すべきデータを決定し、可能な限り、データベースを作成して管理するこ

とが望ましい。特定保健指導における保健指導結果の保存年限の基本的者え

方、具体的な保存年限は、特定健診と同a― .

改訂率

なお、これらの内容には、定量的に記録する内容と定性的に記録する内容

があるが、両煮とも必要な向容であるた0、 定性的な,録の内容にうしヽては、

簡潔にかつ明確に

“

載していくことが重要となる。

‐

編 機関には対象者の個人情報を通切に管理する責務がある

が、保腱指導のアウ トソ=シングの状況によっては、個人の堡健指導の情報

対象馨:寄t電憲『電百出逸ξ:奥総晟岳E房侶電恵豊忌卜重gI実署写2
ことの了解を取ることや、共有する具体的な項目について明囮する等、デー

タの共有 rゃり取りに関する事項についての取り決めを行うことも必要であ

る。

健診結果及び保健指導の記録の管理にあたつては、管理すべきデ
=夕

｀整

理すべきデータを決定し、可能な限り、デニタベ‐スを作成して管理するこ

とが望ましい。特定保健指導における保健指導結果の保存年限の基本的者え

方、具体的な保存年限は、特定筆診と同様である (第 2鑑室5童 (5)参膿 ‐
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(2)「情報提供」「勤機つけ支援」「積極的支援」の囚査

保健指導は健診受診者全員に対して行うが,健診結果の結果を判定し、保

健指導の必要

―

に応して「情報提供」、「動機づけ支援」、

「
l属鼈驚議牝欝[l]よ電象暑の行蒟変容と匂♭フケ嘉(畠

己管理)ができるようになることであるが、それぞれの保健指導では、生活

習慣改善の必要性や行動変容の準備状況等から、具体的な支援内容や方法・

頻度等が異なつている。

(※) 「情報提供」は高齢者医療確保法第24
同法第23条により保険者が結果通知を行う際に、個人の生活習48やそ

の改善に関する基本的な情報を提供することとする_

(3)支援の際の目意点

対象者の保健行動が定着するよう一定の期間継続 して支援を行つため、

対象者が参加しやすい条件を整える。

●■l象者によつては、 ITな どを活用■、効率的な支援を工夫すると良い。

●い<つかの支援手段 (メ ニュー)を組み入れ、対象者の状況や要望に応

してメニューを選択できる等、柔軟な仕組みとすることを考える。

●プログラムには、食生活や運動などの実習・需習会などを取り入れ、対

象者が自分の生活習慣に気づき、改善でさるものが有効である。

●また、個別支援のみでなく、グループ支援により、参加者同士の交流を

はかり、グループダイナミクスを活用して対象者の自E3効力感を高める

ことも重要である。

::5専呈腱馨計蹄「これらの保健指Jがめざすところは、対象者の行動変容とセルフケア (自

己管理)ができるようになることであるが、それぞれの保健指導では、生活

習慣改善の必要性や行動変容の

一

等から、具体的な支援

内容や方法・頻度等が異なつている。

(※ ) 「情報提供」ま 高齢者医療確保法第 24条に基づく特定保健指導に

蹴 磐譲]登憲f逗言モまf[r房輻 :EEE

せることなどの情報が盛り込まれることが哩ましjヽ lr

3-3 支援の際の留意壺菫           J
対象者の保健行動が定彗する■う一定の期間継続して支援を行うため、料

象者が参加しやすい条件を整える。

○ 対象者によつては、 |£工などを活用し、効率的な支援を工夫すると

良い。

O いくつかの支援手段 (メニュー)を組み入れ、対象者の状況や要望に

応してメニューを選択できる等、柔軟な仕組みとすることを考えう。

o プログラムには、食生活や運動などの実習・講習会などを取り入れ、

対象者が自分の生活習慣に気づき、改善できるものが有効である。

O´また、個
=J支

援のみでなく、グループ支援により、参加者同士の交流

を図り、グループダイナミクスを活用して対象者の自己効力暉を高める

ことも重要である。
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(4)保健指導の実施盟生          :
0 「 情報提供」  

‐             ‐

①目的 てめざすところ)                  ‐

対象者が健診結果から、自らの進退状況を認識すると共に、生活習慣を

見直す声つかけとする。

②対象者    :      ′
健診受診者全員を対象とする。

③支援頻度。期間

年1回、健診結果と同時に実施する。

④支援内容

全員に画―的な情報を提供するのではなく、健診結果や健診時の質問票

から対象者個人に合わせた情報を提供する必要がある。

健診結果や質問票から、特に問題とされることがない者に対しては、健

診結果の見方や健康の保持増進に役立つ内容の情報を提供する。

a 健診結果

健診の意曇 (自分自身の健康状態を認識できる機会、日頃の生活習

慣が健診結果に表れてくる等)や健診結果の見方 (データの表す意味

を自分の身体で起きてしヽることと関連づけられる内容)を艶盟する。

また、健診結果の経年変化をグラフでわかりやすく示す。

b 生活習慣

内臓l旨肪症候群 (メタポリックシンドローム)や生活習慣病仁関す

る基本的な知識と、対象者の行っているとめような生活習慣が生活習

慣病を31き起こすかということや:食
=パ

ランスガイドゃ運10指針に

基づいた食生活と運動習慣のノヽランス、料理や食品のエネルギー量や

生活活動や運動によるエネルギー消費畳等について、質問票から得ら

れた対象者の状況にあわせて具体的な改善方法の例示などを情報提供

する。対象者個人の健康状態や生活習慣から、重要度の高い情報を的

するこ ししヽ。

改

『

案

3-4 保健指導の実施囚谷

(1)「情報提供」
① 目的 (めざすところ)

対象者が健診結果から、自らの身体状況を認識するとともに、生活習慣

を見直すきつかけとする。

② 対象者

健診受診者全員を対象とする。

③ 支援題固二重麿

年1回、健診結果の通知と同時に実施する。

0 支援内容

Ω_拿員に画―的な情報を提供するのではなく、健診結果や健診時の質問

票から対象者向人に含わせた情報を提供する必要がある。

ol対象者に対して
「

健診結果に基づしヽた生活曽慣の改善について意識う

な情 報提供を行うことによ って ti自 分の健康 リスクを最 切に認議 してい

な暑の饉抽● :.保腱増
=を

お否する者 0廃痣機関存辱珍僣 す :「 放 IB=ス

者め減少等、対象者のやる気を起こすことができたという研究結果が出

ている`   _0 健診結果や質問票から、特に問題とされるごとがない者に対しては、

健診結果の見方や健康の保持増進に役立つ内容の情報を提供するととも

にt饉年の継麟的な健診受診の重要性について、対豪者のモチベニシヨ

: ンを上げるように工夫しなから伝える1

a 健瀦 果

健診の意■ (自分自身の健康状態を認識できる機会、日頃の生活習慣

が健診結果に表れてくる等)や健診結果の見方(デ‐夕の表す意味を自

分の身体で起きていることと関連づけられる内容)を情報提供する・ま
た、健診結果の経年変化をグラフ害によりわかりやすく示し、対象者が

経年的な身体の変化を理解できるよう工美する。

b 生活習慣

メタポリックシントロームや生活習慣病に関する基本的な知識と、対

象者の行うているとのような生活習慣が生活習慣病を31き起こすかと

いうことや、食事バランスガイドや運動指針等に基づいた食生活と運動

習慣のパランス、料理や食品のエネルギー菫や生活活動や運動によるエ

ネルギー消費量等について、質問票から得られた対象者の状況にあわせ

て具体的な改善方法の例示などを情報提供する。一方で、対象者個人の

健康状態や生活習慣から、重要度が高く、取り組みやすい情報についてt
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o 社会資源

コ重貴の口近で活用できる健康燿進施漁 地域のスポーツクラフや

運動教室、健康に配慮した飲食店や社員食堂に関する情報なども盪菫

する。

⑤支援形態

対象者や医療保険者の特性に3わせ、支援手段を選択する.主な手段

としては、次のようなものが考えられる。             ‐

b ttr導電                 更電格報提摯画面を

利用する。

o 結果説明会で情報提供用紙を配布する。

⊇  「動機づけ支援」

①目的 (めざすところ)

対象者べの個別対支経又はグループ支援により、対象者が自らの生活習

慣を振り返り、行動目標を立てることができるとともに、保健指導終了後、

対象者がすぐに実践(行動)に移り、その生活が継続できることをめざす。

②対象者

健診結果・質問票から、生活習慣の改善が必要と判断された者で、生活

習慣を変えるに当たって、意思決定の支援が必要な者を対彙とする。

③支援期間・頻度

原貝」1回の支援とする。    ′

④内容

改ET案

o 社会資源

対象者にとって身近で活用できる健康増進施設、地零のスポ■ツクラ

ブや運動数室、健康に配慮した飲食店や社員食堂にBIjる社会資源の情

報なども握量する。     ´
               :

o 医療機関への受診や鰹続治療が必要な対最者については:受診や服興

の重要性を出識させるよう工夫する1

0 支援形態

対象者や医療保険者の特性に合わせ、支援手段を選択する。主な手段と

しては、次のようなものが考えられる。

a 健羨 果を通知する際に情報提供用の書料を合わせて提供する。

b 職域寺で日常的に ICT書が活用されていれば、個人用情報提供画面

を利用する。

c 結果説明会で情報提供用の書料を配布する。

d 情報提供用の資料を用いて、日別に説明する。

⑥ 特定保腱18導非対鍮者について

階層化におしヽて特定保健指導め対負には務当せず、「情報線供 1のみとな

らた対象者については、この機会が健康に関して動機づけを行いうる責E
な機会になることや、非肥満でも危険因子が■複すると肥満者と同様に脳

卒中の発症リスクが高まること等に留意しt特に以下の場8には、生活習

48のお薔指コなど

'必
馨た0欄丼I●憾行う

「
とがヨ警1,い 1

a 検去データの異常はほとんどないが、1喫煙や食Ⅲ 運動習慣なとに間

題がありt体重が増加しつつあるもの

b 検査デニタでは保健指導判定値以上であるが、3巴満ではないため特定

保健指導の剣象とはならないもの

c 受診勧鍵がなされているにもR3わらす、医療機関受診をしていないも

の

d 服薬中であるがコントロール不良のもの

(2)「勁機づけ支麹        :
① 目的 (めざすところ)

対象者への個B」 支援又はグループ支援により、対象者が自らの生活習慣

を振り返り、行動目標を立てることができるとともに、保健指導終了後、

対象者がすぐに実践 (行動)に移り、その生活が継続できぅことを目指魂

② 対象者
健診結果・質問票から、生活習慣の改善が必要と判断された者で、生活

習慣を変えるに当たつて、意思決定の支援が必要な者を対亀とする。

③ 支援期間 I頻度        :
原員」1回の支援とする。                   ′

④
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対象者本人が、自分の生活習慣の改善点・伸ばすべき行Eb等に氣づき、

自ら目標を設定し行動に移すことができる内容とする。

詳細な質問祭において対象者の生活習慣や行動変容のステージ (準備状

態)を把握し、対象者の生活習慣改善を動機づけるために次に示す支援を

行う。

a 面接 による支援

●生活習慣を改善するメリツトと現在の生活を続けるデメリットについ

て嘔
●栄景・運El等の生活習慣の改善に必要な実践的な自豊をする。
1●対象者の行動目標や評価時期の設定を支援する。必要な社会資源を紹

介し、有効に活駅 きるように支援する。
●体重・腹囲の計測方法について説明する。
●生活習慣の振り返り、行動日標や評価時期について話し8う。
●対象者とともに行動甲II・ 行動81画を上盛する。
b 6か月後の評価

●6か月後の評価は、個8」の対敏者に対する保健指辱の効果にBEするも

、 のである。

●設定した個人の行動日標が達成されているか、身体状況や生活習慣に

変化が見られたかについて評価を行う。

●必要にゆしてより早期に評価時期を設定し 対象者が自ら評価すると

ともに、保健指導実施者による評価を行う。

●なお、評価項目は対象者自身が自己評価できるような設間を置く.

⑤支援形態

a 面接による支援

●1人 20分以上の個別支援、又は 1グループ80分以上のグループ支

援 (1グループま8名以下とする)。

b 6か月後の評価
: ●6か月後の評価は、通IB等を利用して行う。

■2「積極的支援」

①目的 (めざすところ)

「動機づけ支援」向 0えてt定期的・継続的な支援により、対象者が自
‐ らの生活習慣を振り返り、行動目標を設定し、日標達成に向けた実践 (行

動)に取り組みながら、支援プログラム終了後には、その生活が継続でき

ることをめざす。                       、

②対象者

健診結果・質問票から、生活習慣の改善が必要な者で、そのために専

●生活習慣と健杉お果の関椰の理解や生活習慣の振り返り、メタポリッ
クシン ドロームや生活習慣病に関す

改rr案

対象者本人がヽ 自 ・伸ばすべき行動等に気づき、

自ら目標を設定 t/行動に移すことができる内容とするご

詳細な質問票において対象者の生活習慣や行動変容のステージ (準備状

態)を把握し、対颯者の生活習慣改善を動機づけるために次に示す支援を

行́う。

a 面接による支援
● 生活習慣と健診結果この関係の理解、メタポリックシンドロームや生

活習慣病に関する知

・メ〕晉層寵雀ボ疑理嘉聾富碧整塁墓皇墨選墓ξ
こ規

Tの
工洒往続17●ア

● 栄養・運動等の生活習慣の改善に必要な実践的な菫援をする。

● 対象者の行Ell目 標や評価時期の設定を支援する。必要な社会資源を紹

介し、劃趣藍型■効に活用できるように支援する。
● 体菫・腹日の計測方法について説明する。
● 生活習慣の振り返り、行動目標や評価時期について話し合う。

● 対象者が行動日標・行動8t回を策定できるように支援する。

b 6か月後の評師
● 6か月後の評価は、日別の対象者に対する保健指導の効果に関するも

のである。           ・

● 設定した個人の行It目様が達成されているか、身体状況や生活習慣に

変化が見られたかについて評価を行う。

● 必要に応じてより早期に評価時期を設定レ 対象者が自ら評価すると

ともに、保健指導実施者による評価を行う。

● なお、評価項目は対象者自身が自己評価できるように設定する.

⑤ 支援形態                .
a 面接による支援

● 1人 20分以上の個別支援、又は 1グル‐プ80分以上のグループ

支援 (1グループは8名以下とする)。

b 6か月後の評価

● 6か月後の評価はミ面接あるいは通信等を利用して行う。

(3)「積極的支援」

① 目的 (めざすところ)

「動機づけ支援」に加えて、定期的・継続的な支援により、対象者が自

らの生活習慣を振り返り、行動日標を設定し 目標達成に向けた実践 (行

動)に取り組みながら、支援プログラム終了後には、その生活が継続でき

ることをめざす。

② 対象者

健診結果・質問票から、 で、そのために専P3

メ〕警蒙寵論ボ置暮嘉聾富碧菫墓墓星墨選墓ξ
と現
下
の生活を続けるデ
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職による継続的できめ細やかな支援が必要な者。

③支援期間・頻度

3ヶ月以上継続的に支援する。

④内容                :
詳細な質問票において対象者の生活習慣や行動変容のステージ 〈準備状

態)を把握し、健診結果やその経年変化等から、対象者自らが自分の身体

に起こつている変化への理解を促すとともに、対象者の健康に関する者え

を受け止め、対象者が考える将来の生活像を明確にする。その上で、行動

変容の必要性を実感できるような働きかけを行い、具体的に実践可能な行

動目標を対象者が選択できるように支援する。具体的に達成可能な行動目

標は何か (対象者にできること)優先順位をうけながら一緒に考え、対象

者自身が選択できるように支援する。     1      、
支援者は対象者の行EI目標を運成するために勝要な支援81□をたて、

行動が継続できるように定期的・継綺的に介入する。

積極的支援期間を終了するときには、対象者が改善した行動を継続す

るように簿識づけを行う必要がある。

く初回時の面接による支援〉

●動機づけ支援と同様の支援

く3か月以上の経続的な支援〉

3か月以上の継続的な支援については、ポイント制を導入し、支援Aで

1 6Clポイント以上、支鶴8で 20ポイント以上での合計 180ポイント以

上の華援を実施することを必須とする。

この場合、支援Aを支援Bに、あるいは支援Bを支援Aに代えることは

できないものとする。

支援A(積極的開与タイカ
●生活習慣の振り返りを行い(行動計画の実

“

状況の確認に基づき、121

の改善に必要な実践的な指導をする.

●取り組んている実践こ結果についての評価と再アセスメント、必要時、

行動日標・計画の設定を行う。玉中間評価と

支援B(励ましタイカ

●行動計画の実施状況の確認と確立されだ行動を維持するために賞費や

励まL/を行う。

く6か月後の評価〉          、

●6か月後の評価は、個別の対象者に対する保健指導の効果に関するも

のである。

●設定した個人の行動目標が達成されているか、身体状況や生活習慣に

改訂案

職による継続的できめ細やかな支援が必要な者。

③ 支援期間・頻度

3ヶ月以上継続的に支援する。

④ 内容

詳細な質問票において対象者の生活習慣や行動変容のステ〒ジ (準備状

態)を把握 し、健診結果やその経年変化等から、対象者自らが自分の身体

に起こつている変化への理解を促すとともに、対零者の健康に関する者え

を受け止め、対象者が考える将来の生活像を明確にする。その上で、行動

変容の必要性を実感できるような働きかけを行い、具体的に実践可能な行

動目標を対象者が選択できるように支援する。具体的に達成可能な行動目

標 (対象者にできること)は何かについて優先順位をつけながら一緒に者

え、対象者自身が選択できるように支援する。            .
支援者は対象者の行動日標を達成するために必要な支援計画をたて、行

動が継続てきるように定期的・継続的に介入する。

積極的支援期間を終了するときには、対象者が改善した行動を継続する

ように意識づけを行う必要がある。           .
御 回時の面接による支援〉

● 動機づけ支援と同様の支援             :
く3か月以上の継続的な支援〉

豊_3か 月以上の継続的な支援については、支援A(積極的関与)及び支

援 R(励まし)によるポイン ト制とし、支援Aのみで 180ポイン ト以

上、又は支援 A(最低 160ポイン ト以上)と支援 Bの合計で 180ポ
イント以上の支額を実施するものとする。

躍 西て議 的関与タイプ刈
● 行動計画の実施状況の確認
必要な実践的な指導を行う。

・』弊電話潮謝謝靡Tぞ腱託21認]li彊確
勤目標・計画の再殺定FfTう。

を行い、栄曽・運動等の生活習慣の改善に

● 行動計画の実施状況の確認と行動計画に掲げた行動や取り組みを維

持するために賞賛や励ましを行う。

〈6か月後の評価〉

● 6か月後の評価は、個息」の対象者に対する保健指導の効果に関するも

のである。

● 設定した個人の行動目標が達成されているか、身体状況や生活習慣に

1   27
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変化が見られたかについて評価を行う。

●必要に応じてより早期にⅣ価時期を設定し、対象者が自ら評価すると

ともに、保健指導実施者による評価を行う。

●継続的な支援の最終回と一体的に実施しても構わなしヽ

⑤支援形態

〈初回時の面接による動      ′

●動機づけ支援と同様の支援

く3か月以上の継続的な支援〉

支援A(積極的開与タイカ

●1□別支援A、 グループ支援、電話ハ、けmallAか ら選択して支援するこ

ととする 〈電話A、 e―mttAとは、e・Π面1、 FAX、 手紙等によりt初
回面糖0澤の臨 1「 作成 tノF議申保健相

=ttltt面
ヽお痺橘卸斉■の室怖

状況について記職したものの提出を受け、それらの記餞に基づいた支援

をいう)。    ,
支療B(励ましタイカ

●摘別支援 B、 電話B、 o―mttBから選択して支援すうこととする(電活B、

く6か月後の評価〉

●6か月後の評価は、通信等を利用して行う。       ヽ

●継続的な支援の最終回と―体的に実施しても構わない。

⑥支援ポイント
●個別支援A

基本的なポイント:5分 20ポイント

最低限の介入量 ;10分
ポイントの上限 :1回 30分以上実施した場合でも120ポイントま

i      でのカウントとする。
●個別支援 B

基本的なポイン ト ;5分 10ポイン ト        '
最低限の介入■ :5分               、

ポイン トの上限 :1回 10分以上実施 した場合でも 20ポイン トまで

改訂案

つぃて評価を行う。

● 必要に応してより早期に評ゅ時期を設定し、対象者が自ら評価すると

ともに、保健指導実施者による秤価を行う。

● 継続的な支援の最終回とこ体的に実施しても差し支えない。

●「 中間評価や6か月後の評価の実施者はt初回面機を行った者と同一の

者とすることを原則とするがt同二機関内であうて:組織として統■的

な
=舗

計画ヽ市鶴蕎●″mいるた″_保健指導堂濡者間で■分た情鶴彙

有がたされてしヽるたらば aJ向面憾存待ちF― 者口林の者が取鏑奏牽襦!'

ても差し支えない。

O支 援形態

く初回時の面接による支援〉

● 動機づけ支援年同様の支爆

● IJl回 面 培 寺 澤 の 朧 r構 成 1ン だ 轄 宇 保 億 糟 壼 寺 籠 f回 ヽ 7r菫縞 綿 善
=

の実施状況について認瑠したものの提出を受け、それらの記■に基づい

F― 寺 裾 を行 う _                     :

● 個
=J支

援A、 グループ支援、電話A、 e● nallA("m翻、F/Ⅸ、手

紙等)から選lRして支援する。             |

賤 B⑩ましタイカ
|

● 支援計画の実施状況の確認と励ましや賞賛をする支援をいう。

● 個別支援 B、 電話B、
le坤lB(伊 mall、 FAX手紙等)から選択

して支援する。

〈6か月後の評⑪

● 6か月後の評価は、岬 通信等を利用して行う。

◎ 支援ポイント

陣別支援バ  基本的なポイント:5分 20パイント

=        最低限の介入量 :10分
ポイントの上限 :1回 30分以上実施した場合でも1

20ポイントまでのカウンドとする。

lB別支援日 基本的なポイン ト :5分 10ポイン ト

最低眼の介入■ :5分
ポイントの上限 :1回 10分以上実施した場合でも

20ポイントまでのカウントとする.
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のカウントとする。

●グループ支援

基本的なポイント;10分 10ポイント

最低限の介入量 :40分
ポイントの上限:1回 120分以上実施した場合でも120ポイントま

でのカウントとする:

●電話A
基本的なポイント:5分 15ポイント

最低限の介入■ :5分
ポイントの上限 :1回 20分以上実施した場合でも60ポイントまで

のカウントとする。

●電話 B
基本的なポイント :5分 10ポイント

最低限の介入量 :5分
ポイントの上限 ;1回 10分以上実施した場合でも20ポイントまで

のカウントとする。

●e―malA     :
基本的なポイント:1往復40ポイント

最低限め介入菫 ;1往復

●e―man3                _
基本的なポイント;1往復5ポイント

最低限の介入量 :1往復

⑦留意点

(支援ポイントについて)

●1日 に1回の支援のみカウントするL周 Bに複数の支援を行つた場合、

最もポイントの高い支援形態のもののみをカウントする。

¶晴薦調認階!Ⅷ鰍蹴:S留翼貰「
専
T岬

●電話又は o―m翻 による支援においては、双方向による情報のやり取り

(一方的な情報の提供 (グ ームやメーリングリス トによる情報提供)は
含まない)をカウントする」

●電話又は e―malのみで継続的な支援を行う場合には、o―m』、 FAX、
手紙等により、初回面接支援の際に作成 した行IB計回の実施状況につい

て記載 したものの提出を受けること。なお、当該行動8f回表の提出や、

作成を依頼するための電話又は e―mJl等によるやり取りは、経続的な支

援としてカウントしない。

改訂案

|グル■プ支期 基本的なポイント:10分 10ポイント
最低限の介入■ :40分
ポイントの上限 :1回 120分以上実施した場合でも

120ポイントまでのカウントとす

る。

障話バ  基本的なポイント15分 loポイント

最低限の介入■ :5分
ポイントの上限 :1回 20分以上実施した場合でも60ポ

イントまでのカウントとする。

印 葦種農額1こ::FЮ
ポイラト

ポイントの上限 :1回 10分以上実施した場8でも20ポ
イントまでのカウントとする。

b―rr la献 (Om』、FAX、 手紙等)|

基本的なポイント11往復40ポイント

最低限の介入量 ;1往復

復5ポイント

最低限の介入■ ;1往復

⑦ 目意点

(支援ポイントについて)

● 1日に1回の支援のみカウントすることとし、同日に複数のす編形鮨

による支援を行つた場合豊、最もポイントの高い支援形態のもののみを

`F凛

進抱墓2Ъ機関係の襲 キ情報

'保

健指導に関するIP5的知識・技慕
の必要ない情報 :次回の約束や雑脳等)のやりとりは支援勝間に含まな
い。

● 電話又はe rnanに よる支援においては、双方向による情報のやり取り

(一方的な情報の提供 くゲームやメーリングリストによる情報提供)は
含まなしヽ)をカウントする。       ｀‐    ヽ

● 電話又はё―mJのみで経続的な支援を行う場合には、∝trlal、 FAX、
手紙等により、初回面接支援の際に作成した行動8t回の実施状況につい

て記職したものの提出を受けること。なお、当該行Eb計画表の提出や、
作成を依頼するための電話又は oヽnηl等によるやり取りは、継続的な支

援としてカウントしない。



ついて)                   /
● 行動変容ステージ≦菫週盤麗とが無88心期、関心期の場合は行動変容

のための動機づけを継続することもある:

③ 積極的支援の例
a 支撮パタ ージ 1 て支糧 Aの個BJ支援 と電話を組み合 わせた例)(表 3二

晶 抑 り 上ン2剛 聖援暮輌じとしため は 3二め

Q 支援パターン皇 (個BJ支援と電話を組み合わせた例)(嚢 3二 6)

d 支援パターン4(電話(o-1¬翻を中じとした例)(表 3-7)

◎ 特定堡健指導支援8t□及び実施報告書

―

‐L

⑩ 行動81回実施状況把握のためのチェックリストの具体的な例(表 3-9)

機薔性〇

ａ

ｂ

ｃ

30

霜

隠 麟置 鼎贈
:嘔性

H |‐

ｐ
Ｍ
麟

鯉
Ｍ
勝 :

に 華
: き:量 き!

層

慟

孵

じ
卜
に

じ

Ｌ

ｂ

ほ
障
臨
膊

事聯

峙

ぼ

峰

．細職叩一器
Ｆ

ｂ

扇

雷

自

目

圏

圏

殿

＝

は

腱

目

Ｐ

ｏ

躊

Ｅ

日

圏

臨

圏

Ｓ

目

電

箇

閥

睡

際

餞

籠
朧
Ｆ

〕  |OO  O 0  0

31

標準的な健診・保健指導プログラム 6鰤調D(平成 19年 4月 )



蒲
器
３
け
薦
●

・
痴
壽
薔
■
ヽ
口
ヽ
ｕ
卜

３
ｇ
堅
Ｕ

（相
爵

お
捕
ヽ
コ
）

肇8■

“―

馴彗⊇圏尊口92tn留コ1調尊ョ印婆踏)Zκ-4ゝ′訓傘q

―

・ll―●Yトコ,77阜ヨ畔②

`駒
霧→κК

`●
r

`2tl`■
―

■0`璽

―

⑨
,綱田メに

―

・轟‖①

,■■

薔
悩
３
針
溝
Ｓ

・
縮
海
書
義
ゝ
口
ヽ
ｕ
卜

（辞
掛
蘭
）
（囀
爵

お
構
一
コ
）

,熙
m2t,c3mョ笥的駆コ|…辱①

,日09ム

81e‐e現日με9

紳
呻

'●
2

群0
・璽脚躊b0

窓璽慰四蚤麹口‖饉]ヽ性塵OB陥

―

の

V距鄭嬉綺μZ9
8…

郷g,
レ

ε 0008

飩̈
・centtP露

区ムにコ脚鯛鴎い哺g理J｀●ま0撃賞嘔日霞⑨
,mにコ熙磁は撼田・コ‖Cl

,

―
lC霧コ覇率颯曝η

… 勘,          ⑫
,髯

鞭
廻
配

,コ田霞】にコH′
`X` 9解9印0期p●46x9,日四摯躍顔厚0

,コ独国躙轟

“

嘔配凛諄S魚鳴a動壼

…

…

7-酬く冬ι
`「

lW`メu螢

口一
,Чく

'WI Ⅵ経||‐
 t::l′:::i:::iを闘1

■■1

和
購

■4ル燿

|アCx l 
「
            甲γl⊇咽曖御92t鸞コ務鋒喫覇月「く―ぬ硼暉。

印翻即躍③

郷α92
蜘

9|鮨

“

C

観
幅

…

,距罰

“

Z

,韓

―

自切置鞄朧堅・揺②
・で回趣口15,ζ15コ冨璽錮ヨ0■日旧暉醸

=] 
憂ヨ凛E夕1日

①

濶αl
0808

中

… 9鴫-2

°
C釣望?早毒

嗽。こ,いgEE ηtta圏ゆ口墨雲革⑨
,m“二ご

…

・114o

`織
P2ユ屋P¨

2-l
η曜

… 卸

,製
・コミ静  0

,颯

―

tにコЧ
`nx`。

●リマ望キ
C―

・
46×9コng閣関趣衛巧い召匿目購⑦

,J駆駅コ距豪
=

―
―m/!イイギ嘲ギ

"｀
←n期

ヽα発0-
縣翻黒E躙贈2重ロロ望口壼望乖0▼-OJ
く
`ι`nw`x               

①廻
前

1警I警驚
:糾離曜1

ミ靭喜ゞ1鋒嘔ぶ響|櫛 →くルμ燿

卜ε¥

“

拗マ砒ほ岬田】慨班軽珈硼ゆZく―

“

藤

風

癬

ω
Ｎ

ω
ω

出に
…

囮駿

―

O
協日α9

酬

,日CC

¨            m
四輌側回国福田圏騨罐椰」0中」

鰤

“

Z

,
導撻諷

“

,

迎囲出π墓凛麗ぬ蜘剪・藍彎り¬
g廊測嘔p駆雲扇顕、咀臓Omtta臨趣年①理

畷
鴫懇Z

一

樹目醒κ二YにRマ零霞駆①
てsn露?、κκ

`-1′ ´ヽκ電騨騨酪い出目嘔↓`0艶撃a闘腱霞⑨
,珈触に謡暉掏回・聯0

,自期
C事2壽豪理露螂錮帽目蘇η曜国熙奔臓

脇雛経コ脚醐咄暇創邸熙嘔lD

Oユ2
畔⑥

,頸

⑦ ‐
    ,―

調日髯劇旧■膨221マイ」υ■に出口OJ議
■C00コ0螢0

口農堅乖

―

二田コ鋼口展望30マーOJ
くκι

``“
メ讐翡躍野①

壺

`¬
r0

廻
配

11麟
|
蹴:

警麒|驚
一

鶏
暉

酵ε¥

―

嬰聰?口尊,D2tng]調軍コ印場癬戸5バー
`ふ

籐



菫

:

こ

ι

認

I

壼

輩

露

聾

露

謝
籠

額

ｅ

31ざ

諄 38]: :
:!

t
=

”
駐
１
‥
〕

縄
ｒ
●
ｒ・
こ

ｙ

諄

し

尋

‥

Ｌ

評

０‥

〕

ｙ

手

し

騨
＝
Ｊ
一
卜日
〕

辞
…

…
〕

響

ま

し

:

=
=

二1313t:菫こ:こ13i31こ1313ty3:31こ
tyl:テi:EE

ω
0



機密性○

…

|       |

一

Ｌ

臨

話計吾J・議

ｍ一・̈”』
一

．．齢酬
』、

ー

保健指導プログラム (確定版)(平成 19年 4月 )

溺

器
”響
一

“
　

　

∞
　

ロ

“
　

　

∞
　

一

靴==|轟
=議

霊聾 〕

』″電」
ｍ

改rr案

一̈嘉̈
一

一　

　̈
¨

ギ  |
Ⅲ…  〕

鴨
一ｍ一̈
『

37



躙 な健診・保腱掲専プログラム G曜日D好 成19年 4月 )

０
■
日
早
日
ヨ
壼
３
〓
震
饉
爾
９
ａ
Ｓ
９
■
卜
●
０
こ
”
７
Ｄ
”
事
３
●
ヨ

■
Ｓ
コ
膠

口
薔

ヨ
ロ
宰
日
〓
０
き
“
＾
Ч
Ｈ
ヾ
゛
鶴

●
●

議
餘
蒋
○

零
口
渦
鋳
丼
洒
市
薗
Э
計
３
０
Ч
Ｈ
ヾ
ヽ
ヾ
メ
デ
Э
”
書
３
針
菫

目
目
同
国

ｏ
ｏ
Ｏ
ス
８
一
嗅
か
【
薔
（４
口
熙
一
ン
彗
）岱
●
●
●
ス
８
一

機密性0

標準的な健診・保健指導プログラム (確定版)(平成 19年 4月 )

っての日意蓼項

Oプライバシーの保護について   ―

保健指導の実施に当たつては、プライパシーの保護に努め、対象者が安心し

て自分のことを話せるような環境を整えるここ。

②個人情報保護につιヽて
健診データ・保健指導記録は国人情報であるため、それらの管理方法は個人

情報保護法や個人情報保護に関する条例等に基づき、適切に扱うこと。

③フォローフップについて

支援終了後にも、対象者からの相談に応じられる仕組みをつくること。

④積極的支援における保健指導実施者について

糖尿痛等の生活習慣病の予備群に対する保健指むは、個人の生活行動、行動

の背景にある健康に対する認識 そして価値観に働きかける行為であり、保健

lB導実施者と保健指導対象者との十分な信頼関係が必要であることから、同贈

種が数回にわけて行う協合は、できる限り同じ者が実施することが望まししヽ

⑤保健指導の対象者について                  '   |、
糖尿病等の生活習慣病の予備群に対する保健指導は、対象者の行動変容とセ

ルフケア (自 己管理)ができるようになることを目的とするものであり、保健

指導を実施する際には、家族等代理者ではなく、対象者に直接行うこととする。

改訂案

つての圏意事項

① プライバシTの保護について

保健指導の実施に当たつては、プライパシーの保護に努め、対象者が安心して

自分のこ■を話甘るよ,な環境を整えるここ。      、

② 個人情報保護について

健診デ‐夕・保健18導記録は個人情報であるため、それらの管理有法は個人情

報保護法や個人情報保諄に関する条例等に基づき、適切に扱うこと。

③ フォローアツプについて

支援終了後にも、対象者からの相談に応じられる仕組みをつくること。

④ 積極的支援における保健指導実施者について

糖尿病等の生活習慣病の予備群に対する保健指導は、個人の生活行動、行動の

背景にある健康に対する認識、そして価値観に働きかける行為であり、保健指導

実施者と保饉指導対象者との十分な信頼関係が必要であることから、同職種が数

回にわけて行う場合は、できる限り同じ者が実施することが望ましい:

⑤ 保健指導の対象者について

糖尿病等の生活習慣病の予備群に対する保健指導は、1対象者の行動変容とセル

フケア (自己管理)ができるようになることを自由とするものであり、保健指導

を実施する暉にはt家族等代理者てはなく、対象煮に直接Fう こととする。

0 血圧〔喫煙のリスクに着目しだ保健指導にうしヽて      ,
1

とから:「情報提供J「動機づけ支援
'「

積極的支援」のいずれにおいてもt血圧や

喫煙のリスクに■日した保健指導を行うことが塁ましい。また、対象者の行動変
容丼もた|らすFめには、早期に機会を捉えて実施することが望ましし`

具体的lc~は、1別添のOO【血圧に関する資料】100【喫煙に関する資料】も活

用しつつt特に、禁煙指導を行う場合には、健診の受診が禁煙め動機付ljを促す

機会となるよう、対象者め禁煙意砲を踏まえ、禁煙したい喫煙者には禁煙外来、

供を行うこ|とが壼ましい:

め フルコーリジのリスクに彗目した保健指導にうしヽて

ふ
フルコールのリスクに番目した保健指導を行うことが望ましい

`
具体的には:ЯJ添のアルコニルに関する資料も活用しうつ〔特にアルコニル依

存症が疑われる場合にはt ttPヨ医療機関の受診の必要性を鰻り返し説明し、・薔診

に結む付けていくことが重要である.           、

当白に初画面機としての対面での盤診結果の説明:生活習慣あ振り返りとともに

39
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(5)望まレい保健指導

前項は、効果的な保健指導の要件を今後整理していくにあたつて、最低限実施すべ

き支援を整理したものである瓜 参考例として、これまでの事例等から望ましいと考

えられるパターンを以下に示す。

■)「積極的支援」

①支援期間                            i
●6か月間の実施

②支援形態     :
●初回面接

●対面による中間辞価                         、

●対面による6か月後の評価

●6か月後の秤価まで、電話、∝― llを利用した月 1回以上の支援

③支援内容

●生活習慣の振り返り

●行動日標及び支援81回の作成       ・

●生活習慣改善状況の確由        、

●食生活及び運動に関して体験を通した支援

●歩数計などのツールを使用した支援

④望ましい積極的支援の例

m堕 6か月にわたる継続した頻口な支援の例

塑 健康増進施設(例 :水中運動、ジムリ を活用した例

する:

3-5 望ましい保健指尋

前項は、効果的な保健指導を実施するにあたつて、最低限実施すべき支援を整理

したものである瓜 参考例として、これまでの喜例等から「積極的支援Jとして望

ましいと考えられるパターンを以下に示す。

(1)「積極的支援」                    i
① 支援期間

● 6か月間の実施                    ′

② 支援形態      '
●初回面接
●対面による中間評価
●対面による6か月後の評価

●6か月後の評価まで、電話、o―mal等を利用した月1回以上の支援

o 支援内容                _  .
●生活習慣の振り返り             ‐

●行p目標及び支援81画の作成                     :
●生活習慣改善状況の確ロ

●食生活及び運動に関して体験を通 した支援

●歩数計などのツールを使用した支II

④ 望ましい積極的支援の例

■と6か月にわたる継続した頻回な支援の例玉量旦二⊥Ωと

2と健康増進施設(例 :水中運動、ジム罰を活用した例 (表3-11)
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などしてイメージを持たせる。

二ご遇曜鏑闘麒 魃 関攣1注意を促「.

・対象者とこれまであ生活習慣を振り返り、生活習慣と健康や検査結果と

の関連について理解しているか、対象者の関心の有無等を把握する。

・現在の生活習慣や健康状態の確認を行う:

・対象者の行動変容のステージの段階を理解す乙

・対象者が考える現在の行動変容のステージについて尋ね、関心のあると

 `   ころから話を始めていく。

・生活に即した自標設定のために、職業だけでなく、職場と家庭との距離

や職業以外の日常の運動量を確認する。また、習慣的な

一
飲酒等についても確認する。

④気づきの促し

■生活習慣を改善することで得られるメリットと、現在の生活を続けること

のデメリ

'卜

の理解の促し
・検査データが悪化した時期の生活を確認する。

・健診結果やこれまでの話の中から、生活習慣の改善の必要性を実饉でき

るよう導く。
・対象者の食習慣にあわせ、自分の食行動や食事量と改善目標とする食行

動や食事二 (例えば、間食や飲酒畳など)との違いを確9できるように

促す
「

      |

・毎日実施することが難しそうな場合は、週に何回か実施することでもメ
1リ ットがあることを説明する。

・無関心期の人には、例え目標設定まで至らなくても、日常生活に目を向

けられるよう|ご促し、メ2ポリックの病態や予後L~ついての意臓づけを

行う。

ュよい生活習慣と悪い生活習慣の比較     ・

・自分の身近な人での出来事など本人の気になる健康習慣や病態を伝え

る。
・健康でいることの人事さを教えてくれた人の例を話すら

0グループワークの活用

・グループワークの場合はグル●プダイナミックスを利用して、気づき

が自分の生活状況の表現のきつかけになるようにする。

・対象者が、グループヮークでお互い共有できる33分があることを知るこ

とで、仲間とともに具体的な生活改善に取り組もうとする意欲を促す。

改π案

を選択臥 絵を描くなどしてイメージを持たせる。

・ 他の検章結果とも関連づけながら、予防に向けての関心や注意を促す。

子l           ml鴛 ζ磯理健康や検査結果と

の関連について理解しているか、対象者の関心の有無等を把握する。

・ 現在の生活習慣や健康状態の確認を行う。

・ 本人の日常の努力や取り組みを確瘤し、・ 癬価するよ:

・ 対象者の行動変容のステージ (準備状態)め段階を理解する。

・ 文」象者が考える現在の行動変容のステージ (準備状態)について尋ね、

関心のあるところから話を始めていく。

・ 生活に即.した日標設定のために、職業だけでなく、職場と家庭との距離

や職業以外の日常の運動■を確軍する。すた,.習慣的な食3時間や量、間

瓢 喫煙習慣、飲酒習慣等についても確認する。

④ 気づきの促し   
′

■Σ生活習慣を改善することで得られるメリットと、現年の生活を続けぅこ

とのデメリットの理解の促し

・ 検査データが悪イじした時期の生活を確認する。

・ 健診結果やこれまでの

“

の中から、生活習慣の改善の必要性を実應でき

るよう導く。
・ 対象者の食習慣にあわせ、自分の食行動や食事■と改普目標とする食行

動や食
=量

(例えば、間食や飲酒二など)との違いを確田できるように促

す。

伝える::

・ 毎日実施すること力電 しそうな場合は、週に何回か実施することでもメ

リットがあることを説明する。
・ 無関心期の人には、例え目標設定まで至らなくても、日常生活に目を向

けられるように促伝 メタボリックシントロームの病態や予後についての

意職づけを行う。  了

2とよい生活習慣と悪ぃ生活習慣の比較

・ 自分の身近な人での出来事など本人の気になる健康習慣や病態を伝え

る。                  ‐     1
・ 健康ていることの人事さを教えてくれた人の例を話す。

旦Σグループワークの活用
・ グルァプワークの場合はグループダイナミックスを利用して 気ヾづきが

自分の生活状況の表現のきつかけになるようにする:

・ 対象者が、グループワークでお互い共有できる部分があることを知るこ

とで、仲間とともに具体的な生活改善に口り組もうとする意欲を促す.
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⑤対象者の自己の健康行動と、科学的根拠のある方法の理解の促進及び教材の |

選定

豊対象者の行動変容を促すことができるような教材の選択

・対象者が体に起こっている変化を実感し 現在の健康状態を理解出来る

ような教材。
・運動によるエネルギー消費■と、よく食べる料理・菓子・アルコール等

のエネルギー量を一緒にみながら考えることが出来るような教材。

・これまでの生活習慣について、何をどう変えたらよいのか、そしてこれ

なら出来そうだと実感できるために、 1日あたりの生活に換算して示せ

るような教材。
・習慣{ヒ している料理や食品などから、エネルギーの過剰に寄与し、か

つ対象者が生活習慣の改善として受け入れやすい教材。例え|ま 調理

法 (揚 ltrm等 )、 菓子・嗜好飲料 (ジ ュース、缶コーヒー、アルコール等)

の量とエネルギー等との関係など,       1
豊教材を一緒に見ながら、生活習慣病に関する代薗のメカニズムや●臓脂

‐  "と食事 (エネルギーや栄景素等)の内oとの関係について説明する。

■嗣在の生活習慣における問題点への気づきがみられた際には、自らがそ

の問題点について改善が麟要であると自党できるように、その問題点にBI

する力0齢の影響などに関して喜門的な指導を行う。

■効果的な食事・運動の根拠について説明する。

⑥目標設定

豊自己決定の促し

・B々め生活のいで実行出来、また継続出来るよう、より具体的な目標を

設定できるよう促す。

・本人が考え、自己表現出来る時閲を大tllにする。

Q行動化への意識づけ

・ウてた目標を見やすい場所に明示しておくなど、行動イヒヘの意構づけを

促す。

・立てた目標を塚族や仲間に童言する機会をうくる。

改訂案

⑤ 科学的根拠に基づく健康行動の理解促進及び教材の選定

■と対象者め行動寧容を促すことができるような教材の選択

・ 対象者が体に起こつている変化を実感し、現在の健康状態を理解出来る

ckうな教材。
・ 運動によるエネルギー消費■と、よく食べる料理・菓子・アルコール等

のエネルギー量を一緒にみながら考えることが出来るような教材。
。 これまでの生活習慣について、何をどう変えたらよいのか、そしてこれ

なら出来そうだと実感できるために、1日あたりの生活に換算して示せる

ような教材.

・ 習慣化している料理や食品などから、エネルギーの過剰に寄与し、かつ

対象者が生活習慣の改善として受け入れやすい教材。例えば、調理法 (揚

げ物等)、 菓子・嗜好飲料 (ジ ュース、缶コーヒーヾアルコール等)の量

とエネルギー等との31係など。

2と教材を一緒に見ながら、生活習慣病に関する代蘭のメカニズムや内臓0旨

肪と食事 (エネルギーや栄景素等)の内容との関係について説明する。

■と現在の生活習慣における間題点への気づきがみられた際には、自らがそ

の問題点について改善が必要であると自党できるように、その問題点に関

する力0齢の影響などに関して専rヨ的な支援を行う。

4と効果的な食事・運動の根拠について説明する。

⑥ 目標設定

1)滅■の数値目標の具体1`

:.メタポリ

'ク

ジントロニム改善め場合」体量の4～ 5%の滅量で効果が

期待できること、いうたん体重を減量した後は:その維持が大切であるこ|

とを1覺明する:|

2と自己決定の促t/

・ 日々の生活の中で実行出来kまた継読出来るよう、より具体的な目線を

設定できるよう促す
`・ 本人が考え、自己表現出来る時間を大tllにする。

■と行動化への意識づけ

|■日標達成の自置を確認し 達成のために障害となる撼3を想定した対9jL

決葬輛鰻者とともに考,る ^

・ 鱈申:′F目標を見やすい場所に明示しておくなど:行動化への意醸づけ

:  を促す。
・ 設定した日標を象族や仲間に賞言する機含をつくる.

・ セルラモニタリングの意味と効用を説明する1:

4)社 会資源・
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1具体的な指導撃体 記録表、歩数計などを紹介二提供する。

・健康増進施設や地域のスポーツクラス 教室等のプログラムを紹介する。

・地域の散歩コースなどを消費エネルギーがわかるように距離・アップダ

ウンを含めて提示する。
・地域の教窒や自主グループを紹介する。

⑦継続フォロー

豊継続フォローの重要性の説明と了解

・失敗したとしても、やり直せることを伝える。
。これからも支援していくという姿勢・こちらの思いを伝える。

二支援形態の確認
・面接、電話、e―ma‖、FAXなどの具体的な方法を確認する。   1

豊目標の再確認

・1回設定した目標の達成度を確認する。

・中間評価の時に自分の目標のところまで到選したことを話してもらえる

ようなB5係作りをしておく。

一 日標に対する到選点を対象者にも評価してもらう。

・成果を目に見える形で対象者力
'感

じられるように気
'か

せる。

③評価 (3～ 6ヶ 月後)

■日標達成の確認
・これまでの目標達成状況、取り組みの満足度などを確認する。

・期間中の保健指導が、対象者の生活にとってどうだつたかを確認できる

ようにする。

・3後の目標の提示を促す。

改8T案

具体的な指導媒体、記録表、歩数計などを紹介¨ す

る。

・ 健康増進施設や地域のスポーツクラブ、数室等のプログラムを紹介する。

・ 地域の故歩コースなどを消費エネルギーがわかるように距離・アップダ

ウンを含めて提示する。

・ 地域の教室や自主グル‐
―

を紹介する。

⑦ 舞続フォロー

や 鵠 ζ胸 籍 戦 鋪 嬰ξ三農 :対豪者の状況を絶握峡 適島な行

動養容葬行う 卜で何か閻額があれば 子あ都慮建沖
=芥

回る

「

と名可能で

:罐 鯛 観 い程度のフォロニ頻虔をあらかじめ確認 し、腱

しておくr

・ うまくし`かない場合があつても、やり直せることを伝える。
。 これからも支援していくといっ姿勢・こちらの思ぃを伝える:

2)支援形態の確認

・ 面接、電話、■m』、FAXな どの具体的な方法を確認する。

3)日標の再確認

・ 努力していること、達成感を慮していることを言籠化してもらう。
|

・ 1回設定した日標の達成度と、実行に当たって障害がなかったかを確認

する。
・ 目標以外に実行したことを確認する1

・ 中間評価の時に自分の日標のところまで劉理したことを語してもらえる

ような関係作りをしておく。
・ 目標に対する到還点を対象者にも評価してもらう。

・ 成果を目に見える形で対象者が感じられるようt数値や体胴、気持ちの
i   =上

に気,かせる。        :
。 本人の努力 を評価 臥 ほめる :

・ 白標が連晟できなか った協含は、現実にあわせた実行できる目額に修正

してぃく1‐

O 評価 (3～ 6ヶ 角後)       i   '
■と目標達成の確認
・ これまでの努力を労い、日標達成状況、取り組みの満足度などを確認す

る。
・ 期間中の保健指導が、対象者の生活にとつ

たかを確認できるようにすo
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・支援レターを送付する。
。今後の予定を説明する。

Ol曰人の健診データの評価

・次回の健診デニタ等を活用して、客観的な評価を行う.

【指導実施における留意点】

*教材を使用する翅8、 その効果を確認並=教材の改善に繁けていく。

*保腱指導の内容や相手の開,たエビツードなどを記録して次回の保腱指導に役

立てるよう、事例を薔積する。

改訂案

を促す。

今後、セルフケフ (自己管理)を行うていくことへの意思を確認する_

滅豊 した場合、リバウンドの予測と対応について助言する
=

・ 支援レターを送付する:

。 今後の予定を説明する。

2)個人の健診データの評価

・ 籠年、必す健診を受診するよう促 し、次回の健診データ等を活用 して、

客観的な評価を行う。

【指導実施における留意点】

*教材を使用する場合、その効果を確            教材の改

善につなげていく。         ´

*保健指導の内容や相手の語つたエビツー ドなどを記録して次回の保健指

導に役立てるよう、事例を蓄積する。
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(7)保健指導の未実施者及び積極的支援の中断者への支援

保健指導実施率二高める
「

とが望キ:メ′ヽ
「

とから、医療保険者及び保饉指導

実施者壼連携し、全ての対象青が保健輝導を受けられるように努力するごとが

必要曇
しかしながら、何らかの理由によりEl機づけ支援の対象者、積極的支援の対

象者の中に、保健指導を受けない者。中断者がいることも想定される。その際

には、例えば次めような支援が必要になると考えられる。
●保健指導実施者は、対象者が保健指むを受けなかつた椰合、電話、←mak
FAXなどにより零施予定日から口週間以内に連絡以 指む奮受けるよう

Iヒ促す。

●保健指導実施者が連絡したにも関わらず、保健指薔を受けない場合には、

医療保険者に連絡 u医 療保険者も保饉18導 を受けるように促す。

●動機づけ支援及び積極的支援の初回時において、連絡 したにもかがわらす

保健指導対象者が保健指導を受けなし`鰯合は、T情報提供]支援は必ず実施

することが必要である。         ヽ

●積極的支援においては、支援内容や方法、日時等について保健指導の計□

を作成する際に十分な話し8いを行い、計画にっいて対鎮者が十分に納得

することにより、保健指導の終了まで継続的に支援できるようにェ夫する

ことが慾要である。
●最終的に動機づけ支援や積極的支援において保健指むが未実施となつた

者t■断した者については、次年度の保健指導実施時に、保健指導を優先
的に実施することが望ましい。‐

●医療保険者は、保健指導の未実施普及び中断者からその理申を聞くことや、
保健指導実施者と医療保険者が話し合いをすること等により、保健指導を

受けない理由を明確にし 次年度以降の保健指むにつなげることが必要で

ある。                      、

●保健指導の実施においては、ポピュレーションアプロ‐チや社会資源を有

効に活用する必要がある。

改訂案

3,7 保健指導の未実施者及び積極的支援の中断者への支援

保健指導実施率を高めるためには、医療保険者及び保健指導実施者奎連携し

全ての対象者が璧塞に保健指導を受けるように努力することが必要である。

何らかの理由にょり動機づけ支援又は積極的支援の対象者の中に、保健指導

を受けない者立中断者が発生している場合には、例えば次のような支援芥行う

・ことが者えられる。

O 保健指導実施者は、対象者が保健18むを受けなかった場合、電語、■卜函1、

FAXなどにより実施予定日から1週間以内に連絡L/s指導を受けるように

促す。      ´

〇 保健18尋実施者が連絡したにも開わら,対 敏者が保健指むを受けない

場合には、医療保険者に連絡し、医療保険者からも保健指Uを彙けるよう

に促す。

O 動機づけ支援及び積極的支援の初回時において、連絡したにもかかわら

す保健指馴 象者が保健指Jを受けない場合は、情報提供支援は必ず実施

することが必要である。

○ 積極的支援|ごおいては、支援内容や方法、日時等について保健指むの計

画を作成する際に十分な話 し3いを行い、計画について対象者が+分に納

得することにより、保健指導の終了まで継続的に支援できるように工夫す
ることが必要である。              イ

○ 最終蒟産勁機づけ支援や積極的支援において保健指導が未実施となつた

者、中断した者については、次年度の保健指導実施時に、保健指導を優先

的に実施することが望ましい。

○ 医療保険者は、保健指導の未実施者及び中断者からその理由を聞くこと

や、保健指導実施者と医療保険者が話し8いをすること等により、保健指

導を受けない理由を明確にし、次年度以降の保健指導につなけることが必

要である。           ｀

O 保健指導の実施においては、ポピュレーシヨンアプローチや社会資源を

有効に活用するウ要がある。
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(8)「無関′じ/J」「関′じ期」にある対象者全の支援

行動変容のステージ (準備状態)が「無関心期」「関心期」にある対象者

については、個別面接を中心とした支援を継続して行い、行動変容に対する

意識の変化をめざす。行El目標を設定はするが、健診結果と健康状態との関

連の理解・関心への促しや、日常生活の振り返りへの支援を確実に行い、対

象者にあわせたフォローアップを行う。

改訂案

3-8 「無関心期」「関心期」にある対裁者への支援

行動変容のステージ (準備状態)が「無関心期」「関心神」にある対象者につ

いては、個別面接を中心とした支援を継続して行い、行動変容に対する意識の

変イしをめざす。行動日標を設定はする瓜 健診結果と健康状態との関連の理解・

関|じへの促しや、日常生活の振り返りへの支援を確実に行い 対ヾ象者にあわせ

たフォロ,ア ップを行う。

13-9 2ロ ロ以降の対象者への支援

輸機づけ支援型阻回包菫置乞コ肛レ
=二

壺団鋤田匙匪量腱Zツ2』盤菫塾L
保健指ヨ対象者から離脱できない場合がある。.同 じ保健指導機関で実施する場

合には、前年度の自標や達成状況:前年度からの校査デニタの変化」前年度の

保腱指導終了後からの取り組み状況、2回続けての保極指導利用に対する期待

や不安などを確盟することが望ましいな

2回日以降の対象者に対する支援としては1次の点に自意する_

たのか、またどのような目標を立てて行動したのかを共に確目すること:

ら:本人がより主体的に目標設定に参回できるよう促すこと1

0 滅●等の目標を治定するに当たっては[前回までの目標値の遠成状況を

勘案して」無理のなしヽ日源設定を行うことri

O 特に高齢者は、:保健指導判定値を下回るほどの大幅な改善は難しいこと

から〔保健指漕判定値レベルで安定 していれば良好と者える必要がある。

O 長期的な健康管理を趣続 して支援 してしヽるとし`う信頼関係が得られるよ
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第4章 保健指導の評価

(1)保健指導における評価の意義

保餞指導の評価は、医療保険者が行つた「健診・保健指導」事業の成果について

評価を行うことであり、本

`業
の最終目的である糖尿病等の年活習慣病の有病者・

予備群の減少状漁 また、医療費適正化の観点から評画を行つていくことになるt

このような「健診・保健指導」事業の最終評価は、有病者や予備群の数、生活習慣

病関連の医療贅の推移などで評価されるものであるが、その成果が数値データとし

て現れるのは数年後になることが想定される。そこで、最終評価のみではなく、餞

診結果や生活習慣の改善状況などの短期間で評価ができる蓼項につしヽても評価を

行つていくことが必要である。 ｀

この秤価方法としては3つの側面が考えられる。1点日は、「個人」を対象とし

た評価方法である。対象者個人を単位とした評価は、00X度や検査データの改善度、

また、行動日標の達成嵐 生活習慣の改善状況などから評価が可能である。この個

人を単位としだ評価は、保健指導方法をより効果的なものに改善することや保健指

導の質を向上させることに活用できる。

2点目|よ 事業所単位や地域単位で、「集団」として評価する方法である。これ

は、健診結果の改善度や、禁煙や運動習慣などの生活習慣に関する改善度を集団と

して評価することである。このような評価により、集団n3の比較ができ、また、対

象特性 (年齢別など)ごとに分析することにより、健珍・保健指導の成果があがつ

ている彙国が判断でき、保健指導方法や事業の改善につなげることが可能となる。

用£嘱星電:舞承薯層量電譲F」菫馨圭庭ぶ[31題百鴛思i夢音夢彗23石み:
は効実的であったか、腱 医震Jとなった者の受診率や保健指Uの継続性など、3
業のプロセス (過程)を評価することができる。このことにより、効果的、効率的

な事業が行われているかの判断が可能となり、改善につなげることができる。

このように保健指導の評価は、「個人」「集団」「事業」「最終評価」を対象として

行うものであるが、それぞれについて評価を行うとともにヽ ■業全体を総合的に評

価することも重要である:
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第4車 保健指導の評価

(1)保健指導における評価の意彗            _

秤朧驚2警明ら「輩鯨g堰重避塩肇覇塁黎魔]累野
予備群の減少状況、まな 医療費遍正化の観点から評価を行つていくことになる。

このような「健診.保健188」事業の最終評価は、牛活習信病の有病音や予備群の

数、生活習慣痛関連の医療菫の推移などで評価されるものである瓜 その成果が数

値デ=夕 として現れるの|ま数年後になることが想定される。そこで、最終評価のみ

ではなく、健診結果や生活習慣の改善状況などの短期間で評価ができる蓼項につい

ても評価を行つていくことが必要である。

この評価方法としては3つの側面が考えられる。1点日は、「個人」を対象とし

た評価方法である。対象者個人を単位とした評価は、IE河度や検査データの改善度、

また、●●l曰標め達成度、生活習慣の改善状況などから評価が可能である:この個

人を単位とした評価は、保健指導方法をより効果的なものに改善することや保健指

導の質を向上させることに活用で李る。

2点目は、3業所単位や地域単位で、「集団」として評価する方法である。これ

は、健診結果の改善度や、禁煙や運動習慣などの生活習慣に関する改善度を率団と

して評価することである。このような評価により、集団間の比較ができ、また、対

象特性 (年齢80など)ごとに分析することにより、健診・保健指導め成果があがつ

ている集団が判断でき、保健指U方法や事業の改善につなげることが可能となる。

3点日は、健診・保健指導の「事業」としての評価である。事業であるので、費

用対効果や、対象者の満足度〈対鍛者選定が適切であつたか、プログラムの組み方

は効果的であつたか、辱診勧軽されF― 者の受診率や保撃指導の継続性など、事業の

プElセス (過程)を評価することができる。このことにより、効果的、効率的な
=

業が行われているかの判断が可能となり、改善につなげることができる。

このように保健指■の評価は、「個人」「集団」「事業」「最終評価」を対象として

行うもめである力ヽ それぞれについて秤価を行うとともに、事業全体を総合的に評

価することも重要である。
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(2)評価の観点

評価は、一般的に、ストラクチヤー (構造)、 プロセス (過程)、 アウトカム (結

果)あ観点から行う。健診・保健指導の最終的な評価はアウトカム (結果)で評価

されることになるが、結果のみでは問題点が明らかにできず、改善方策が見出せな

い場合が多い。そこで、結果に至る “過程"を評価し、事業の基盤である “構造"

について評価することが必要となる。また、最終日標のアウトカ

^(結

果)評価は

数値であるためて7~~夕 を採るためには数年間かかることから、アウトプット(事

業実施量)の観点から評価を行うこともある。

このような観点から評価を行うがヽ それぞれの評価を行うためには、評価指標、

評価手段、評価時期、評価基準について、明確にしておくことが必要である。

①ストラクチャー (構造)

ストラクチャー (僣適)は、保健事業を実施するための仕組みや体制を響価す

るものである。具体的な評価指標としては、保健指導に従事する疇員の体制 (職

種・職員数・贈員の資費等)、 保健指導の実施に係る予算、施設・設備の状コ、他

機関との連糖体紙 社会資源の活用状況などがある。

②プElセス (過程)   _    .1      :
プロセス (過程)評価は、事業の目的や日標の達成に向けた過程 (手順)や活

動状況を評価するヽ のである。早体的な評価指標としては(保健指導の実施過程、

すなわち情報収集、アセスメント、問題の分析、自標の設定、指導手段 (コ ミュ

ニケーシヨン、教材を3む )、 保健指導実施者の態度、記録状況、対象者の満足度

などがある。

③アウトプット (事業実施量)

目ヽ的・目標の達成のために行われる事業の結果二」重登評価【ゝ評価指標とし

ては、健診受診率、保健指導実施氣 保健18導の継続率などがある。

④ア

男3鴛兌1〒層糞)評価は、事業の目的・目様の達成度tまた、成果の数値目

標に対する評価であう。具体的な評価指標としては、肥満度や血液検査などの健

診結果の変(ビ、糖尿痛等の生活習慣病の有病者=予備薇 死亡率、要介護率、医

. 療費の変化などがある。また、贈域では休業B数、長期体業警などがある。

改訂案

(2)評価の観点

評価1ま、一般的に、ストラクチヤー (構造)、 プロセス (過程)、 アウトブツト(事

菫堂市養)_アウトヵム (結果)の観点から行う。健診・保健指導の最終的な評価

はアウトカム (結果)で評価されることになるが、結果のみで
|ま
問題点が明らかに

できず、改善万策が見出せない場合が多い。そこで、結果に至る“p程"を評師似

事業の基盤である 1構造"につぃて評価することが必要となる。また、F終甲
標の

アウ トカム (結果)評価は数値であるため、データを採るためにけ数年間かかるこ

とから、アウ トプット (事業実施量)の観点から評価を行うこ■もある。

このような観点から評価を行うが(それぞれの評価を行うためには、評価指標、

評価手段、評価時期、評価基準について、明確にしておくことが必理である。

①ストラタチャー (構造)

ストラクチャー (構造)麺 は、保健事業を実施すぅための仕組みや体制を評

価するものである。具体的な評価指標としては、保健指導に従事する日員の体制

(職種・晴員熱・職員の資質等)、 堡健指導の実施に係る予算、地設・設備の状況、

他機関との連携体制、社会資源の活用状況などがある。

②プロセス (過程)

プロセス (過程)評価は、事業の目的や日標の達成に向けた過程 (手順)や活

動状況を評価するものである。具体的な評価指標としては、保健指導の実施過程、

すなわち情報収集、アセスメント、問題の分析、口,の設定、指導手段

`コ

ミュ

ニケ‐ション、教材を含む)、 保健指導実施者の態度t記録状況、対象者の満足度

などがある。

③アウトブット (事業実施量)                     ´

フウトブットて
=業

実施豊)評価はti目的。目標の達成のために行われる事業

の結果盗評価するものである。具体的な評価指標としては、健診受診率、保健指

導実施氣 保健指Jの継続率などがある」

④アウトカム (結果)

ァゥトカム (結果)評価は、事業の目的。目標の達成度、また、成果の数値目

標二評価するものである。具体的な評価指標としては:10満度や血液検査などの

量承編言f漕暮Lぶ層奮F撃着F置揚ET戻鱈昌議「奮詣凍翼ξなと『∬著F｀
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(3)具体的な評価方法

秤価の対象ごとに区分した保健指導の評価方法は、以下のとおりである八 評価

指標、評価手段、評価時期等については、参考までに表0に整理している。

Dr個 人」に対する保健指導の評価

対象者個人の評価は、適切な手段を用いて保健指導が提供されているか (プロセ

ス (過程)秤価)、 その結果、生活習償に関して行動変容が≧られたか、また健診

結果に改善がみられたか (アウトカム (結果)評価)といつた観点から行う。詳細

な内容については、第3綱第 3革を参照されたい。

22円断詢 に対する保健指導の評価

個人への保健指導の成果を、集団として集積して秤価することにより、指導を受

けた対象者全体に対する成果が確調できる。集団の単位としては、地域や事業所単

位、また、年齢や性別などが考えられ、それぞれに区分して、生活習慣に関する行

動変容の状況、健診結果の改善度、また、生活習慣痛関連の医療■の評価も行う。

集団としての評価結果は、保健指導プログラ

^の

改善や保健指導実施者の資質向上

のための研修などにも活用する。

Q)「事業」に対する保健指導の評価

医療保険者が行う保健指導は、個人への保健指3を通して、集団全体の健康状態

の改善を意図 して いる。そのため医療保険者は、蓼業全体について評価を行う。蓼

業の評価は、対象者把握、実

“

、8平価の一連の過程について以下の4点から評価す

る:

・面切な資源を活用していたか 〔ストラクチャー (構造)評価)

・対象者を通切に選定し、通切な方法を用いていたか (プロセス (過程)評価)

・望ましい結果を出していたか (アウトカム (結果)評価)

・夢業評価が適正に実施されているか                 
～

これらの秤価は、

を図 つていく。

保健18導プログラムごとに行い、問題点を明確にした上で改蓄

時に、保健指導 して実施してし この事業として

改8T案

(3)具体的な評価方法

評価の対象ごとに区分した保健指導の評価ん法はt以下のとおりであるハ 秤価

指標、評価手段、評価時期等については、参考までに表 lQに整理している。

9黒 纂 認 鶏 勝 れ を乱 1ヽ保直指きが提供基れているか σ ロセ

ス (過程)秤価)、 その結果、生活習慣に関して行動変容が塁奎られたか、また健

診結果に改善がみられたか (アウトカム (結果)評価)といつた観点から行う。詳

細な内容については、第3章を惨照されたい
`     

‐
 _

保健指導の効保に関する評価は、対員者個人に対する評価であるとともに、保憾

指導彙施者の指導披衛に対する評価にもなるため、結果を駆理して指導方法の改螢

1こつなげることが大切である。|

0'集 団」に対する保餞指導の評価

個人への保健指導の成果を、集団として集積して諄価することにより、指導を受

けた対籠者全体に対する成果が確認できる。集団の単口としては、地域や事業所単

位、また、年齢やtB」などが者えられ、それぞれに区分して、生活習慣に関する行

動変容の状況、健診結果の改善度、きたt生活習慣病関連の医療責の評価も行う。

三鸞 摯 摯 乳 鴛 橋 憾 錮 魁 獄 Ψ
年代BJに改善しやすしヽ項目に薔日した行動目標を設定し、長緯指ヨめ方法1(教材)「

等に活用することができる:

集団としての評価結果は、保健指導プログラムの改善や保健層導実施者の資質同

上のための研修などにも活用する。

Ω 「●業」′に対する保健18導の評ロ
医療保険者が行う保健指導は、個人への保健指導を通して、集団全体の健康状態

の改善を意図している。そのため医療保険者は、事業全体について評価を行う。事

業の評価|ょ 対象者把握、実施、評価の一連の過程について以下の里点から評価す

る。
・望ましい結果を由していたか (アウトカム (結果)評価)         ´

・対象者を通切に選定し、適切な懲診・保健指導等砺 法を用いていたか (プロセ

ズ 〈過程)評価)

・適切な資源を活用していたか (ス トラクチヤー (構造)評価)

・事業脚価が通正に実施されているか

これらの評価は、保健括導プログラムことに行い、問題点を明確にした上で改善

を図つてし`く。
この事業 と してに、保健指導を委託 して実施 してし
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療保険者にとってま要である。

(4)秤価の実施
=任

者

個人に対する保健指導の評価は、実施した保健指導の質を点検u必 要な改善方

策を見出し内容の充実を図ることを目的としているため、保健18導実施者 (委託事

業者を含む)が実施責任者となる。                    .
集国に対する保健18導の評価は、保健指導を受けた個人を集団として集積し、全

体の特徴を評価するため、保健指導実施者 (委託先を含む)及び医療保険者が、秤

価の実施責任者となる。保健指導実施者に対する研修を行つている者もこの秤価に

対する責務を持つことになる。

事業としての保健指導の評価は、「健診・保健指
=」

事業を企画する立場にある医

療保険者がその評価の責任を持つ。特に保健指導を委託する場合には、委託先が行

う保健指導の質を評価する必要があり、
=業

の秤価は医療保険者にとって重要であ

る。医療保険者として事業評価を行うことにより、保健指導の運営体制の在り方や

予算の見直しなと、体制面への改善にも秤価結果を活かすことが必要である。

最終評価については、健診・保健指導の成果として、対象者全体lcおける生活習

慣病対策の評価 (有病率、医療費等)を行うものであるから、医療保険者が実施責

任者となる。

(5)評価の根拠となる資料

保健指導の評価を根拠に基づいて、適切に行うためには、保健指導計画の作成段

階で評価指標を決めておき、評価の根拠となる資料を、保健指むの実施過程で作成

する必要がある。その資料は、保健指導の3己録であり、また質問票・健診データで

ある。それらの資料等が124要時、確実に取り出せ、評価のための資料として活用で

きるように、データ入力及び管理の体制を整えておく必要がある。なお、保健指導

のⅣ価の根拠となる資料はいずれも個人情報であるため、その管理体制について

は、医療保険者が取り決め、責任をもつて管理する必要がある。

(4)評価の実施責任者

個人に対する保健指導の評面は、実施した保健指導の質を点検し、必要な改善方

策を見墜出し=内容の充実を図ることを目的としているため、保健指導実施者 (委

託事業者を含む)が実施責任者となる。

集団に対する保健指導の評価は、保健指導を受けた個人を集団として集積し、全

体の特徴を解価するため、保健指薔実施者 (委託先を含む)及び医療保険者が、評

価の実施責任者となる。保健指導実施者に対する研修を行つている者もこの評価に

対する菫務を持つことになる。

夢業としての保健指導の秤価は、「健診・保健指辱」事業を企暉する立場にある医

療保険者がその秤価の責任を持つ。特に保健指導を委託する場合には、委託先が行

う保健指導の質を評価する必要があり、事業の響価は医療保険者にとつて重要であ

る」医療保険者として

`業
評価を行うことにより、保健指導の運営体制の在り方や

予算の見直 しなど、体制面への改善にも8平価結果を活かすことが必要である。

最終評価については、健診・保健指導の成果として、対象者全体にoける生活習

慣病対策の評価 (有病率、医療費等)を行うものであるから、医療保険者が実施責

任者となる。

(5)秤価の根拠となる資料

保健指導の評価を根拠に基づいて、適切に行うためには、保健18導計画の作成段

階で評価指標を決めておき、評価の根拠となる資料を、保健指導の実施過程で作成

する必要がある:その資料は、保健指導の記録であり、また質問票・健診データで

ある。それらの資料等が必要時、確実に取り出せ、押価のための資料午して活用で

きるように、データ入力及び管理の体制を理えてお<必要がある。なお、保健指導

の評価の根拠となる資料はしヽすれも個人情報であるため、その管理体制について

は、医療保険者が取り決め、責任をもつて管理する喝要がある。
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(S)ストラクチャー
(P)フ0セス

(P)■動・■3 曖遅
飲食等の行動変8
(P)自己効力感

など)、 血療検査
{■ ロロ .メ打 り,,
シンド●‐

“
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第5章 地域・職域における保健指導

(1)地域保健と職域保健の保健指導の特徴

■と対象の生活の場に応した保健指導

地域保健においては、地域住民を対象とした保健指導を展開している。地域の対

象者の健康は、坤域特性の¨や食生活や運動習慣などの生活環境や社会的要因など

の影響を受けており、そのことに配慮した保健指導が求められる。

一方、日域保健では労働者を対象とした保健指導を展開している。臓域では、対

象者は一日の大半を職場で過こしているため、対象者の健康は配置や作挙状況など

職場の環境に影響を受ljる。そのため、対鍛者の健康問題と職場の環境や職場の健

康課題を関連づけた保健指導が晨関されている。
.しかし 地域の対象の中には労働に従事している者もいることや、また労働者も

職場を離れれば地域の生活者でもある。

そのため、生活と労働の視点を併せた保健指導を展開レていくことが麟要であ

る。

2と組織体制に応した保健指導

地域では、それぞれの市町村が、財政状況や人的資源、社会資源などが異なって

いるため、提供できるサービスやその方法は異なり、保健指導はそれぞれの体制、

海法で展開している。市町村では、ポピュレーシヨンアプローチは衛

=割
「ヨで行う

ことになることから、健診・保健指むを効果的に実施するためには、国保8BPヨ と衛

年部門が十分な連携を取つて塚健指導を展開する必要がある。

一方、職域でも財政状況や人的資源、社会資源などが異なるため、保健指導はそ

れぞれの体制、方法で展開立て塾二に加えて、臓域では特に労働者の健康について、

事業主によりその展開は異なる。効果的な生活習慣病予防の保健指導醍 開には、

事業者 (人暮労務蛸 者、職場管理臓等)が労働者の健康を価値あるものと者える

ことが菫曇であり、それらの者と連携し、職場における健康支援のな義や就業時間

内の実施等への理解を得る必要性がある。

改ET案

第5章 地域・職域における保健指導   ウ

5-1 地域保健と職域保健の保健指導め特徴   _  ´

【■Σ対象の生活の場に応した保健指導

地域保健においては、地域住民を対銀とした保健指導を展開している。地域の対

象者の健康は、地域特性のある食生活や運動習慣などの生活環境や社会的要因など

の影響を晏けており、そのことに配慮した保健指導が求められる.    1
-方、贈域保健では労働者を対象とした保健指導を展甲 している。甲域では、対

象者は一日の大半を職場で過ごしているため、対象者の健康は配置や作業状況など

議場の環境に影響を受ける。そのため、対象者の健康申題と職場の環境や甲場の集

康課題を関連づけた保健指導が展開されている。

しかし、地域の対象の中には労働に従事している者もいるここや、また労働者も

職場を離れれば地域の生活者でoある。退職後には地域住民と して国保対象者とな

うてし、くが、高齢期に発症する生活習慣病は1就労年齢層における生活習慣にその

端を発していることが多い1

そのため、生活と労働の視点を併せた堡健指導を展開していくことが必要であ

る。

(2)組織体制に応した保健指導

地域では、それぞれの市町村爪 財政状況や人的資源、社会資源などが異なつて

いるため、提供できるサービスやその方法は暴なり、保健指導はそれぞれの体制、

方法で展開 ている。市町村では、ポピユレーシヨンアプローチは衛生88P3で行う

ことになることから、健診・保健指導を効果的に実施するためにぃ、国保部門と衝

生部P3が十分な連携を取つて互いに協力しなから保健指導等を展開することがヨE

常に重要である。また、高齢期の要介IE状態と生活習慣病との関連も深く、介護8B

P日との連携により健康課題の明確化と住民への訴求性を高めることができるよ

一方、職域でも財政状況や人的資洞、社会資源などが果なるF_め、保健指導はそ

れぞれの体制、方法で展開されており、加えて、事業主によりその展88は異なる。

効果的な生活習慣病予防対策は、事業所の活性化、
1企

業のCSR(企業の社会的費

任)|にも関係するものであるI保健指導の曇開には、事業煮 (人事労拳担当者、́甲

場管理贈等)が労働者の健康を価値あるものときえることが重要であり、それらの

者と連携し 職場における健康支援の意義や就業時間内の実

“

等への理解を得る必

要性がある。
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珈 象者に対するアクセス            ‐

地域では、健診後の保健指導については、対象が地域住民であるがヽ労働に従事

している者もおり、健診とは
=Jの

機会に健診の結果説明会を計画しても、保腟指導
が必要な対象者が集まりにくく、時間、場所などを考慮する必要があう。また、未

受診者については、臓域と比較して対応が困難な場合が多い。地域では、未受診者

に対する確実な対応として最も効果的と者えられる家庭訪間は、人的資源の観点か

ら訪間できる対象者が限られ、また効率性め問題もあり、未受診者に十分な対応が
(行

われにくいという特徴がある。

一方、職域では対魚者が圏場に存在する場合もあるが、業種によっては、一定の

場所に集まつているわけではなく、また、業務に従事しているため保健指導が受け

にくい状況もある。健診・保健指導の実施前から質問票を配市伝 健診当日に的確

な保健指導、さらには健康教育につなけることができる場合もあう瓜 すべての労

働者に保健指導が寒施できない場合もあり、状況に応じて複数年度での対応ゃ木受

診者への対nなど、鮨域ごとの保健指導の実施体制を考慮した効屎的な保健指導を

行う必要がある」さらに、データを経年的に管理し 過去の推移を考慮した指導を

展開することや、健診前に質問票を配市・回収し、より個別的で具体的な指導を展

開することを工夫すれは 効果的な保健指導を展開してtlく ことが可能である。

3後、医療保険者が健診・保健指導を行うことから本受診音や保健指ヨを受けな

い者の把握は容易になるが、地域・臓競いすれにおいてもアクセスの問題が残るこ

とになる。

4)保健指導の87口                     |

地域では、油lll倖民全体を対
'と

l′て認鏑を行っ7青″

“

今符lt医療保険者が

健診 :保健指導を実施uデ ータも医療保険者が管理することとなる。このことに

より、市81r村単位で地域住民の健康課題を分析・評価するためには、市町村と医療
保険者の連携が重要となる。
こ方、臓域が実施する保健指導は、就労上の配慮等に重点DtEかれており、かつ

職住llL域が異なるため、地域における生活習慣病予防に関する健康課題とのつなが

りが持ちにくく、地域特性をきめて押価する視点に欠けることもある。,後は、保

険者協議会や地域・職域連携推進協議会の活動を進め、県単位、地域単位での評価

を行う必要がある。                       |

改訂案

(3)対象煮に対するアクセス

地域では、健診後の保健指導については、対象は地域住民である力ヽ 労働に従事
している者もおり、建診とは別の機会に燿診の結果説明会を針回 しても、保健指む

が必要な対象者が集まりにくく、時間、場所などを考慮する必要がある。そのためt

朧 指導に莱ない理由を把握したり111豪機奪あ協力を得たりLノながらt‐

1確
実|=保腱

指導にうなける:また、未受診者については、蔵域と比較して対,が困難な場合が

多い。地域では、未受診者に対する確実な対応として最も効果的と者えられる家庭

訪間は、人的資源の観点から訪間できる対豪者が限ら7Lまた効率性の問題もあり〔

未姜診者に十分な対応が行われにくいという特徴がある。

一応、臓域では対象者が職場に存在する場合もある力ヽ 業種によつては、一定の

場所に集まっているわけではなく、まに、業務に従
=し

ているため保健指導が受け

にくい状況もあ乙 健診・保健指導の実施前から質問票を屁市し、摯診当Bに的確

な保健指導、さらには健康教育につなげることができる場合もあるが、すべての労

働者に保健指むが実施できない場合lbあり、状凛に応じて複数年度での対応や未受

診者への対応など、胸顔ごとの保健18導の実施体制を者慮した効果的な保罐指導を

行うlat要がある。さらlaデータを経年的に管理し、過去の推移を考慮した指導を

展開することや、健診前に質問票を配布・回収し、より口BU的で具体的な指導を曝

関することを正夫すれは 効果的な保健掲導を展開していくことが可能である。

医療保険者が健診・保健指導を行うことからL未受診者や保健指導を受けない者

の把

…

槽観年にわだうて僣診を趣診していない者や、保腱贈彗レベル

どあ戦略が者えられる.

(4)保健指導の評価       ―

地域では、医療保険者が健診・保健指導を実施し、デニ
タも医療堡険者が管理し

ェ塾ることか&市 町村単暉で地域住民の健康課題を分析・評価するために|ま、市

町村と医療保険者の連携が重要となる。

一方、贈域が実施する保健指辱は、就労上の配慮等に重点が置かれており、かつ購

住地域な異なるため、地将における生汚習慣弯予防に関する健康課題を意識し、中
域特性を8めて評価する視点を持ちにくい。今後は、保険者協躊会や地域・臓域連

_携推進協議会の活動を進め、県単位、地域単位での評価を行う必要がある。

地域・臓競遼糖推進協議会t保険者協議会等で、地域・贈域のデータを共同分析

して全国や地域
=」

デニタと比較しながら評価を行ったり、人材育成や良好なアウト

ソーシング先についての情報交換を行うたりなど、ストラクチャニ (構造)の改善

に努めている事例も出現してきてし、る。今格、遠模の二目の推進が期待される̂

標準的な健診・保健指導 プログラム (確定版)(平成 19年 4月 )

立 ボピュレーションアプローチと社会資源の活用による支援

保健指導をより効果的に行うためには、先に述べた地域特性との関連て支撃す0
ことはもちろん、ポピュレーションアプローチを併用させ複合的に行うことや、社

会資源を医師、保健師、管理栄螢士等の地域の団体とも連携 し、効果的に活用する

ことが必要であり、地域では比較的容易に併用、または活用することができる。

職域では、対鍛者が疇傷に存在することからポピュレーションアプロ
=チ

の取り

組みは容易であるが、職場内の活用できる資源が限られることから、効彙的な実施

が困難な場合もある。近年、保健指導後のフ芽ローアップが必要であり、それぞれ

の事業所での社会資源が不十分な場合には、対象者が生活 している地域の社会資源

の活用も考慮されるようになつてきている。しか軟 労働者の就業時間などの観点

からは、地域の社会資源が現実的に活用しにくいことも多い。今後けヾ 地域と有機

的な連携をとりながら社会資源を効率的に活用してい<ことが塑Eである。

改打案

(5)ボピュレーションアプロ=チとtt会資源の活用による支援  
´

保健鱈導をより効果的に行うためには、地             支援する

ことはもちろん、ポピIレーションアプローチを併用させ複3的に行うことや、社

会資源を医師、保健師、管理栄簑i等の地域の団体とも連携し、効果的に活用する

ことが麟要であり、地域では比較的容易に併用、または活用する■とができる。

贈域では、対象者が職場に存在することからポピュレーションアプローチの取り

組みが比較的容易な場合もある一方で、                  や職

場内の活用できる資源が限られることで臓穏や業IEによる時間的制限等から、効果

的な実施が困難な場8もある。保健指導後のフォローアツプが必要であるが、それ

ぞれの3業所での社会資源が不十分な場8には、対象者が生活 している地域の社会

資源の活用も考慮する必要がある。 しかし、労働者の就集時間な どの観点からは、

地域の社会,源雄 的に活用 しにくいことも多し
)。

今後は、地域と有機的な連携

をとりながら社会資源を効率的に活用 していくことが重三である。
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(2)地域・職域連携による効果

1)健診・保健指辱におじる地域・■蹟連機の効果

地域と朧域はそれぞれの資源の範囲の中で保健指導を展開してきた。しかし 今

後は保健指導に利用できる資源を地域と購域が共有することにより、利用できるサ

Tビスの選択肢を増大させることも必要である。具体的には、それぞれの有する保

健指導のための教材、フォローアップのための健康教育プログラムや施鳳 さらに

は地域、職域それぞれで展開されてきた保健指導の知識と技術を有する人材の活用

などが考えられる。これらは、対象者がサニビスを主体的に選択伝 行動変容と縫

持すo可能性を高めるも,として期待で書る,また、地域、国域とも琴用、人中零
源の効率的な運用が図られる=            ′

これまで、地域と職域は定年を区切り|にそれぞれが展開してきた。しかし、連携

することにより、対象者は退職後E豊経年的な変化を理解 L/てもらい、T貫 した保

健18導を受けることができる。

2)健診・保健指むにおける地嬌 :贈域連携のための方策

今後は、健診・保健指導において有機的な連携が必要となる。地域と職域それぞ

れが健診・保健指導に関して、対象となる集団の生活習慣病予防に関する課題を明

確にし、活動計画を立案した上で、実際の晨BOで共有できる部分と協力できる33分、

独自で行うことがよい部分について情報交換の機会をもち、進めていくことが必要

であり、保険者協議会、都遠府県や二次医療圏の地域・職域連携推進協議会を活用

することも有効である。         ~

旦と地域・職域連携推進協議会と保険者協議会との連携

平成20年度から特定健診 :特定保健指導が医療保険者に義務づけら社 螂

肪症候群に着目したハイリスクアプローチが被保険者・被扶量者に提供される。こ

の医療保険者によるハイリスクアプローチと、地域・贈域連携推進協議会が地域・

職域全体で取り組むポピュレーションアプロTチとを一体的に提供していくこと

が期待される。

地域・職域連携推進協議会と保険者協議会の主な役割は、図のとおりである。地

域・職域連携推進協議会においては、保険者協議会における医療費等の分析や特定

:健診 :特定保健指導に関する実施体制、結果等から得られた現状や課題について情

報提供を受け、地域全体として取り組む健康課題を明らかにし、保健医療資源を相

互に活用、又は保健事業を共同で実施することにより、地域 `職域連携推進事業を

進めていくことが望まれる。

58

改I「案

5-2 地域・職域連携による効果

(1)健診・保健指導におけぅ地域 ,尉岬連携の効果 :

地域と贈域l」lそれぞれの資源の範囲の中で保健指導を展開してきた。しかし、今

後は保健指導に利用できる資源を地域と国域が共有することにより、利用できるサ

ービスの選択肢を増大させることも必要である。具体的には、それぞれの有する保

饉指導のための教材、ラォローアップのための健康教育プログラムや施設、さらに

は地域、職域それぞれて展開されてきた保健指導の知識と技術を有する人材の活用

などが考えられる。これらは、対象者がサービスを主体的に選択伝 行動変容と孟

鐵 持する可能性を高めるものとして期待できる。また、地域、■域こも費用、

本
讐1事写F避農E議属ば遣母暑程号ち[そ五ぞれが晨島してきた。tか し Ш二

と臓滅が健診デニタを共有しt連携することにより、対隷者は退職い 年的な

変{ヒを理解しながら、一貫した保健指導を受けることができる。

(2)健診・保健指導における地域・職域連携のための方策

今後は、健診・保健指導において有機的な連携が必要 なヽる。地域と職域それぞ

れが健診・保健指むに関して、対象となる集団の生活習慣病予防に関する課題を明

確にし、活動計画を立案した上で、実際の展開で共有できる部分と協力できる33分、

独自で行うことがよし、83分につぃて情報交換の機会をもら、準めていくことが必要

であり、保険者協議会、都道府県や二次医療由の地域・職域連携推進協議会を活用

することも有効である。

(3)地域・詢域連携推進協議会と保険者協議会との連携

平成20年度から特定健診・特定保健指導が医療保険者に義務づけられ、メタポ

リツクシンドロームに薔曰した高リスクアプローチが被保険者・被扶養青に提供さ

れ工いる。この医療保険者による高リスクアプロニチと、地域・職域連携推進協議

会が地域・職域全体で取り組むポピュレーシヨンアプローチとを一体的に提供して

いくことが期待される。                    ́      ′

地域・贈域連携推進協議会と保険者協議会の主な役割は、図○○のとおりであう。

地域・贈域連携推進協議会においては、保険者協議会における医療費等の分析や特

定健診・特定保健18導に関する実施体制、結果等から得られた現状や課題について

情報提供を受け、地域全体として取り組む健康課題を明らかにし、保健医療奪源を

相互に活用、又は保健事業を共同で実施することにより、地域・職域連携推進事業

を進めていくことが望ま

機密性〇

図 :地域・職域連

標準的な健診・保健指導プログラム (確定版)(平成 19年 4月 )

く保険者協議会の主な具体的役割>
0保 険者間における意見調整

0各都道府県ことの医療■の誦な

分析、岬価

0被 保険者に対する教育幅 及薔発

等をはじめとする保健事業、保健

事業の実施者の青威・研修等の共

同実施

0各 保険者の独自の保健事業

'運営等についての情報交換

O物 的 人的資源のデータベースイヒ

及び共醗 用

O特 定腱診 特定保健指導等の実施

体制の確保

集合契約等に85する各種調基 情

報共有等

0特定腱診 1特定保健指導等のアウ

トツーシング先の民間事業者の評

価

・●業者等に関する情報の収集や

提供

事業者の評価手法の検鉱 評価

の実施

・評価結果の決定 (契 約更新の適

否、機gl● 3停止等の判断等)、

共有

く都道府県協議会の主な具体的役割>

0 各関係者 (医療保険者 ,市 tl村 衛

生部P3・ 事業者t関係団体等)の実

施している保健事業等の情報交換、

分析及び第二者評価

O 都道府県における健康課題の明確

`じ

診査等実施計画等に壼置づける日

標の策定、評価、連携推進方策等の

協議

O 各18係者が行う各IE事業の連携促

撻の協議及び共同実施

・ポピュレーションアプローチとハ

イリスクアプローチOiE携方策
・生活習慣病予防対策と介腹予防施

策、メンタルヘルス、自殺予防、

性差に着日した対策等、他の施策

との連携方策

・科学的根拠に基づく健康情報の発

信に関する連携万策

・研修会の共同実鳳 各種施設等の

共同利用

O 事業者等の協力の下、特定健診

特定保健鱈導等の繊8的推進方策

の検討

・特定健診・特定保健指導等の従事

者などの青威万策

特定健診・特定保健指導等のアウ

トツーシング先となる事業者等の

育成万策

・被扶費者に対する施策に関する情

報交換、推進方策

O 協議会の取組の広報、薔発

改訂案

:地域・職域連携推進協議会と保険者協議会の主な具体的役割

く都道府県協議会の主な具体的役割>
O 各85係者 (医療保険者・市町村衛

生部P, 3業者、|1係団体等)の実

施している保健び業等の情報交換、

分析及び第二者評価

O 都道府県における健康課題の明確

イじ

診査等実施計画書に位置づける日

様の策定、評価、連携撻違方策等の

協出

O 各80係者が行う各種事業の連携促

進の協議及び共同実施

ポビゴレーションアプローチとハ

イリスクアプローチの連露方策

生活習慣病予防対策と介饉予防施

策、メンタルヘルス、自殺予防、

性差に薔目した対策等、他の施策

との遠携方策

・科学的根拠に菫づく健康情報の発

48に関する遠携方策

・研修会の共同実鳳 各種施設薔の

共同利用

O =業者等の協力の下、特定健診・

特定保健指導等の構8的推進万策

味 討

・特定健診 特定保餞指導等の従事

者などの青成方策

・特定健診 特定保健指導等のアウ

トツーシング先となる事業者等の

育成方策

‐ ・被扶螢者に対する施策に関する情

報交換、推進万策

O 協議会の取組の広報、啓発

‖

く保腱者協議会の主な具体的役割>

O保 険者間における意見調翌

0各 都道府県ごとの医療費の調査、

分析、評価

0被 保険者に対する教育や番及薔

: 発等をはじめとする保健事業、保

饉事業の実施者あ青威備 等の

共同実施         ´

O各 保険者の独自の保腟事業や、運

営等についての情報交換

O物 的・人的資源のデータベース化

及び共同活用

0特 定縄診 特定保健指導等の実施

体制の確保

・集合契約等に||す る各種調整、

情報共有等

O特 定餞診・特定保健指増等のアウ

トツーシング先の民間事業者の

評価

・
=業

者等に関する情報の収集や

提供

・事業者の押価手法の検詢、評価

の実施

・評価結果の決定 (契約更新の通

否、483番号停止等の判断書)、

共有
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第6章 保健指導の実施に関するアウトツーシング

(1)基本的事項        
´

■と保建指導アウトソーシングの必要性
,これまでの健診・保健指導は、健診の受診率を上げることに重点が置かれ、健診

後の保健指導は付加的なサービスという位置づけであつた瓜 今後は内臓llB肪症候

整のウスクを有する者に対する保撃指導、すなわo個人の生汚習慣の改善を支援す

る保健指導の実施が重要となる。このような保健指導は、老人保健事業の個B」健康

教育や国保ヘルスアップ事業で実施されてきたところであるが、これらの事業には

人的資源が相当必要であるここが明らかとなつている。また、健診・保隼指導は医

療保険者が実施することから、保健指導が必要な対象者が確実に把握され、実際に

保健指導を受ける者がかなり多くなることも予測される。
二方、肉臓lF満庁澪驚のリスクを有する者に生活習慣の改善を促すためには、保

健師・管理栄螢i等に墜高い専P5性が求められ、́保健指導の実績を積み重ね、研鑽

を重ねて保健指導の技術を高度化していくことが求められる。また、 lT産業など

が開発する生活習慣改善支援機器を活用した保健18導方法の導入や、対象者のニー

ズを踏まえた多様な保健指導の実施体制が求められている。

市町村や事業所・健保組合などで健診後の保健指Uに従事している現在の保健

3T、 管理栄豊i等の実施体制のみでは、増大する保健指尋業務に十分に対応できな

いことが想定され、また、これらの機関で大幅な増員をすることが困難であること

から、健診後の保健指導を行う事業者を育成し、このような需要に対応できる保健

師、管理栄養士等を確保し、保健指導のアウ トツーシングを行つていくわ向性が示

されとニエ≧壼⊆憂る。

医療保険者は、アウトソーシングに当たって、健診 :保健指導業務全体の目的を

明確にし、事業計画を立案、そして脚価を行うことが重要である。

2とアウトソーシングの目的

保健指導のアウトソーシングは、内麟肥満症候群のリスクを有する者に対して、

個人のニーズに基ういた生活習慣の改善を支援する保健指導あ提供体制を整備す

ることが当面の目的である瓜 18来的に|ま、保健指導の■が確保さりる●とにより

保健指導の質の向上につながつていくことが期待され、効率的かつ質の高い保健掲

導を実現する体市」をめざすものである。

改訂案

第6章 保健指導の実施に関するアウトツーシング

6二 1 基本的事項

(1)保健指導アウトソーシングの必要性          ´

平成20年度以降は、メタポリックシンドロームのリスクを有する者に対する保

健指む、すなわち国人の生活習慣の改善を支援する保健指導の実施が重要こなつて

壼る
翼昆寒貞暑喜電[[言写L言念F量肩菅8星製量憲笑菖翼冨思亀当忌こそZ:

ことか嘲らかとなつている。また、健診 1保健指導は医療保険者が実施することか

ら、保健指尋が必要な対象者配 案に把握され、実際に保健指導を受ける者がかな

り多くなることも者えられる。

めに言li義葦計七ま置進浄曇曇言金呈量吾Fξ竃種:裏:看肩F襟2階慧言曇願垣
積み重ね、研観を重ねて堡健指ヨの技術を高度化してぃくFとが求められる。また、

IT産業などが80発する生活習慣改善支援機器を活用した保健指導方法の導入や、

対線者のニーズを踏まえた多様な保健指導の実施体制が求められている。

市町村や事業所 健保組合などで健診後の保健指導に従事している現在の保健

師、管理栄景士等の実施体制のみでは、増大する保撻指導業務に十分に対応できな

いことが想定され、また、これらの機関で大幅な増員をすることが困難であること

から、健診後の保健指導を行う事業者を言成し、このような需要に対応で言ぅ保健

師、管理栄養士等を確保し、保健18導のアウトソニシングを行つていく方向性が示

さ回 る。  :           _ヽ
医療保険者は、アウトラージングに当たつて、健診・保健指導業務全体の目的を

明確にし、夢業81画を立案、そしてⅣ価し、質の担保を行うことが重要である。

(2)アウトツ=シングの目的

保健指導のアウトツーシングは、             のリスクを有する者

に対して、個人のニーズに基づいた生活習慣の改書を支援する保健贈導の提供体制

を整備することが、保健指導の量が確保されることにより保健指導の質の向上につ

| ながつていくことが期待され、効率的かつ質の高い堡健指導を実現する体制をめざ

すものである。                             _
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(2)ア ウ トソ■シングの対象となる保健指導業務

保健指導業務の範囲を健診後の保健18導tすなわち「情報提供」「動機づけ支援」

「積極的支援」に限定して考えると、アウトッーシングができる業務は、それぞれ

の保健指導の一部の業務を事業者へ委託すること く30分委託)や、保健指導業務を

それぞれ又はすべてを一括して委託すること 〈全画委託)が考えられる。また、ど

のような範囲の業務委託であつても、健診 保健指むの蓼業の企画及び秤価につい

て1ま医療保険者自らが行うものである。

なお、純然たる保健指導業務以外の健診受診者のデ‐夕処理、保健指導対象煮の

選定、保健指導結果の処理などについては、ここでは触れないこととする。

■と,面委託、部分委託のメリット、デメリット

保健指導業務の委託の者え方として、全面委託をする場合は、亭業者の減■が増

え様 な々工夫や効率イヒが図られることになる瓜
=方

で、保健指導業務の評価には

年数がかかることから、成果の出る保健遺導が行われているかの判断が遅れぅとい

うリスクを医療保険者は抱えることになる。また、医療保険者に所属する保健師・

管理栄景■等の保健指導技術の低下が0惧され、事業の企画及び評価の実施に問題

がでる可能性もある。

他方、吝3分委託の場合は、委託された業務の効率イしはあまり望めないが、医療保

険者に業務の実施が残ることから(ここに所属する保健師・管理栄姜士等の技術の

向上や生活習慣病対策への熱意を維持することが期待できる。すた、医療保険者の

保健師、管理栄養士等が直接、対象者の保健指導を行うことで、対象者の問題や課

題を早期に把握でき、改善に向けた事業の企画が可能になる。

早
「情報提供

ι冤二1れ三二l影L果と資間票の力:[基づき、対彙者全員に個別

に行うことから、委託をする場合は、健診機関から直接データをもらしヽ、結果表を

作成し対象者に提供するという業務となる。全面委託は、これら一連の業務を
「

業

者が行うことになり、医療保険者は情報提供を行 ?たという結果が事業者かぅ準絡

される。

一方、
=1分

委託の例としては、健診結果と質問票の内容について結果表作成まで

を委託し、対象者に提供する役割は医療保険者自身が行う方法である。健診結果を

渡す時を保健指導の重要な機会と捉え、健診結果と生活習慣に関する情報を保健

師・管理栄養士等が直接説明をする方式をとる場合は、このような部分委託となる。

改8T案

6=2 アウトツーシングの対象となる保健指導業務

保健指導業務の範囲を健診後の保健指導、すなわち「情報提供」「動機づけ支援」

「積極的支援」に限定して者えると、アウトツーシングができる業務は、それぞれ

の保健指導の一部の業務を事業者べ委託すること (33分委託)や、保健指導業務を

それぞれ又はすべてを一括して委稲すること く全画委託)が考えられる。また、ど

のような範囲の業務委託であつても、健診・保健指導の事業の企画及び評価につい

ては医療保険者自らが行うものである。

なお、純然たる保健指導業務以外の健診受診者のデータ処理、保健18導対彙者の

選定、保健指辱結果の処理などについては、ここでは触れないこととする。   |

(1)全面委託、部分委託のメリット、デメリット

保健指導業務の委託の考え方としてt全面委託資すう場合は、事業者の裁暉が増

え様尺な土夫や効率化が図られることになる力ヽ 一方で、保健指導業務の秤価には

年数がかかることから、成果の出る保健指むが行われているかの判断が遅ねるとい

うリスクを医療保険者は抱えることになる。また、医療保険者に所属する医師、保

健S、管理栄贅
=等

の保健指導

=術
の低下が危惧され、事業の企画及び評価の実施

に問題がでる可能性もある。

他方、部分委託の場合は、委託された業務の効率化はあまり望めない力ヽ 医療保

険者に業務の実施が残ることから、ここに所属する保健師・管理栄姜士等の技術の

向上や生活習慣病対策への熱意を維持することが期待できる。また、医療保険者の

医師、保健師、管理栄螢士等が直接、対象者の保健指導を行うことで、対象者の間

題や課題を早期に把握でき、改善に向けた夢業の企画が可能になる。

(2)「情報提供」のアウトツーシング

「情報提供」については、健診結果と質問票の内容に基づき、対象者全員に個別

に行うことから、委託をする場合は、健診機関から直接データをもらい、結果表を

作成 し対象者に提供するという業務となる。全面委託は、これら下運の業務を蓼業

者が行うことになり、医療保険者は情報提供を行 つたという結果が事業者から連絡

される。

一方、部分委託の例としては、健診結果と質問票の内容について結果表作成まで

を委託u対象者に提供する役割は医療保険者自身が行う方法豊かある.健診結果
を渡す時を保健指導の重要な機会と捉えて健診結果と生活習慣に関する情報を保健

師・管理栄量士等が直接説明をする方式をとる場合は、このような811分委託となる。

いずれの場合にも、
=業

目師の共有化や、対象者の選定方法と保健捨J丙蓉の獲

合性を保うこと、
F情

報提供の結果を脚価すること等ぎ
.委

託元が事業全体を管理する
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皇)「詢機づけ支援」のアウトツーシング  :
「動機づけ支l■」については、どのような保健指導の方法を採用するかによつて

異なるよ たとえば週別面接や、グループ面接を組む場合には、このような支援全

体を委託する場合は全面委託となる。動機づけ支援の対鍛青の贈場を訪ねて甲接18

導を委稲する場合や、公民館等に動掟づけ支援の対象者に集まうてもらつて面接指

導する業務をすべて委託するような場合も、これに該当する。

一方、83分委託の例としては、1回の支援のうち運El指導の部分のみを委託する

場合や、電話やメールで6ヶ月後の秤価を行う部分のみを姜託する撼合が考えられ

る。

42「積極的支援」のアウトツーシング

「積極的支援」については、3ヶ月から6ヶ月程度の車援プログラムを組んで行

うものであるので、全面委託の場合は、初回面接から継続支援の実施、中間評価 t

6ヶ 月後の評価のT連の業猛を委託することになる。

一方、部分委託は、多くの例が考えられる。例えは 初回面接から車援8f回の作

成、中間評価、6ヶ 月後め評価などは医療保険者の保健師二管理栄養i等が行い、

施設を使つて行う食生活指導や運動指導のような対急者が自ら実践すoような亭

業にっいては委託する場合や、評価のみ医療保険者が行しヽ、支援の計画作成から実

施までを委託する場合も考えられる。

また、群細な質問療から行動変容のステージ (準備菫監)を把握することが可能

となるが、無関心期の対象者に対する保健指導は回一的な支援プログラムで支援す

ることは困難であるので、このような対象者は医療保険者の保健師、管理栄姜士書
が支援することも者えられる。

どのような保健指導業務を委託するのかの判断は、保健指導の目的とする生活習

慣の改善が図られる体制のなり方をます者え、医療保険者が有する人的資源、委託

できる事業者の有無等から総合的に判断 し 委託の範囲を決めるべきであろう。

(3)保健指暮アウトツーシングの日意事項

健診後の保健指導は、付加的なサービスという位置づけであつたことにDOえ、特

に地域においては、保健活動は公共サニビスの一つとして行政が直接実施してきた

歴史があることから、この分野において、民間事業者の参入はほとんと行われてこ

なかつた。このため、保健指導のアウトソーシングは、民間3業者の育成を図りつ

つ実施されていくことになる。このような状況であるため、委託元となる医療保険

者、特に市町村国保、そして委託先となる民間事業者は手探りの中でアウトソーシ

ングを進め、関係性を羹いていくことになる。そこで、民間蓼業者への委託が進ん

でいる分野の事例を参者として、アウトツーシングにあたつての留意事項奪整理し

た。

改訂案

(3)「動機づけ支援」のアウトツーシング

「動機づけ支援」については、どのような保饉指導の方法を採用するかによつて

異なるがtたとえば日3U面接や、グループ面接を組む場合には、このような支援全

体を委耗する場合は全面委

“

となる。動機づけ支援の対象者の職場を訪ねて行う面

接指導を委託する場8や、
/AN民

姜等にID機づけ支援の対象者F集まってもらつ下面

接指導する業務をすべて委託するような場合も、これに該当す乙

一方、部分委託の例としては、ll機づけ支援の効果を高めるために、経過中に付

柚的たo幅葬計画I′そ凛勁指導の部分のみを委

“

する場合ムニが者えられる。

(4)「積極的支援」のアウトツーシング

「積極的支援」については、3ヶ月から6ヶ月程度の支援プElグラムを組んで行

うものであるので、全面委託の場合は、初回画接から継続支援の実施、中間評価、

6ケ月後の評価ィ
=童

全体のⅣ価群の一連の業務を委託することになる。

成「:嵩譜驚F詈;湾震魔β恩息言[昌機拿膿暑λtth翌量雇欝23産業襲里3振
爾 い、施設を使つて行つ食生活指導や運動掲導のような莉象者が自ら実践するよう

な事業については委託する場合や、壺菫F価のみ医療保険者が行い、支攣の計画作

成から実施:菌人の 6ケ 月後脚価までを委

“

する場合も考えられう。

また、詳細な贅間票から行動変寮のステージ (準備強籠｀を把握することが可能

となる力ヽ 無関心期の対縁者に対する保健指導は回―的な支援プログラムで支援す

ることは困難であるので、このような対錬者は医療保険者の医師、屎健師、管理栄

曇士等が支援することも考えられる。

どのような保健指導業務を委託するのかの判断は、保健指導の目的とする生活習

慣の改善が図られる体制あ在り方をます者え、医療保険者が有する人的資源、委託

できる事業者の有無等から総合的に判断し、委託の範囲を決めるべきであろう。

6-3 保健指導アウ トソ
アシングの日事事項         「

1 健診後の保健指導は、過去においては付加的なサービスという位置づけであつた

ことに加え、特に地域においては、保健活動は公共サービスの一つとして行政が直

接実施してきた歴史があることから、この分野において、民間事業者の移入はほと

んど行われてこなかつた。このため、保健指導のアウトソーシングは、民間事業者

の青成を図りつつ実施されていくことになる,以下に、アウトツーシングにあたっ

ての雪意事項を整理した。               、
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■と委託する業務の目的の明確化

医療保険者は、業務を委託する前に、健診・保健指導業務全体の目的、理事を明

確にし、実施体制を考え、その中からどのような業務を委託するかを決めていくがt

委託する業務はこのような理患lc4づき、その目的は口かを明確にし それを委託

先の事業者に伝えることが重要である。

具体的には、委託に際して作成する基準などに理念や目的が表現されるoとにな

るが こあことによって、適切な事業者を選定することができる。また、委託後に

事業者と事業の目的を共有することができ、このことで協働する闘峙

効果的、効率的な事業の実施につながる。

2Σ保健指導の質の評価

委託に当たつて、保健指導の質を確保する仕組みを導入することが必要であ0
1つは、事業者の選定に際して、保健指導の質を基準とすることである。'保健指

導の質は、サービス提供者の技術と熱意が関係することから、選定時にサービス提

医療保険者に所属する専Fヨ職の目を通して確認すること種 要である。

2つりは、保健指導業務の終了後に、その評価を行うことである。例えば、対象

者の憲 P薩縮査芥行う_次年度の健 診結果や対象者の生活習慣の改善度 をみる、そ

して壼 診結果 としセプ トの突合 によ る保腱指導の効果 をみるな どの有 法が考え ら

れる。その結果により、事業者に対して保健指導の質の改善を瞑すことや、改善の

見込みがない場合には、契約を更新するかについて検討する必要がある。

3つめは、委託業務に関する情報交換と情報公開である:これは、各都道府県に設

置されている保険者協議会などを活用して、事業者の資質に関する情報交換箸を行

しヽ 他の医療保険者の目を通した評価を行うことも必要であろう。     _

■と委託した業務と生活習慣病対策全体の連動

保健指導業務の委託には、前述したように様々な姜託方法があるが、どのような

委託を行つてもその業務は生活習慣病対策の一部であり、ポピユレーションアプロ

ーチを含めた対策全体といかに運動させていくかが重要である.

事業者が地域や事業所で行われているポピュレーションアプローチを理解レ こ

のような社_‐資源を個々の対象者に対する保健指導に活用することを.委託業務の

中に位置づけることが必要である。このだめには、医療保険者は、夢業者と十分な

うとともに、地域や事業で行われているポピュレーションアプローチ

改訂案

(1)委託する事務の目的の明確化      ｀

医療保険者は、業務を委託する前に、健診・保健指導業務全体の目的、理意を明

確にし、実施体制を考え、その中からどのような業務を委託するかを決めてい≦が、

委託する業務はどのような理念に基づき、その目的は何かを明確にし、それを委託

先の事業者に伝えることが重要である。

具体的には、委託に際して作盛する基準などに理念や目的が表現されることにな

る爪 このことによつて、適切な事業者を選定することができる。また、医療保険

査盤委託後に事業者と蓼業の目的を共有必 事業を協働する関係を福築することで、

効果的、効率的な事業の実施につながる。

(2)保健指導め質の評価

委託に当たつて、保健指導の質を確保する仕組みを導入することが必要である。

1つ員は、事業者の選定に際レて、保健指導の質を基準とすることである。保健

指導の質は、保健指導実施者の保健指導技術の程度を合格及び研修体制|、 研修室縮、

マニュアルの有無、資め秤価ジズテムあ策定及び過去の実績 l成果 (支援実施規模[

医療保

険者に所属する専門贈の日を通して確認することが重要である。

者λl量馳壼鳳雹視ア誦言?糧l驚曇ち忌ZttF:写 ililttη響乱]轟」壼F

麗を分:「冤t(纏5               嬉喜雰嘉翼:漂慧憲2

2EttF褒33貴重際ふ寒槙量唇虐::菫お理墨聯暮E思[ξ慧寝番ξ警恵塁景騒
る
Ъっ旦は、委託業務に関する情報交換と情報公甲である。これは、争摯道府県に

設置されている保険者協議会などを活用して、事業者の資質に関する情報交換等を

行い、他の医療保険者の目を通した冊価を行うことも必要であろう。

(3)委託した業務と生汚習慣病対策全体の運動

保健指導業務の委託には、前述 したよう 1「様々な委託方法があるが、どのような

委託を行つてもその業務は生活習慣病対策の一部であり、ポピユレーシヨンアプ甲

―チを含めた対策全体といかに運動させていくかが重要である。

事業者が地域や事業所で行われてしヽるポピユレーションアプローチを理解 し、こ

のような社会資源を個夕の対象者に対する保健指導に活用することについて、委託

菫務の中に位置づけることが必要である。このためには、医療保険者は、事業者
仁

を行うとともに、地域や事業で行われているポピュレーションアプ
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に関する活動を提示することが麟要となる。そして、医療保険者は、常に生活習慣

痛対策全体を視野に入れて、事業の運営に当たることが重要である。

4と医療保険者の専F9職の技術の維持・向上

医療保険者に所属する保健師・管理栄璧士等の役割は、事業者へのアウトツーシ

ングを含めた保健18導プログラムの企画や実施機関間の調整、そして委託した事業

者の保健指導の質を評価することである。これらの業務を行うためには、保健指導

に関する技術を維持・向上させることが前提となる。このためには、医療曝険者の

ま電響意標蜀蒼菫落tll管警看看暑意争警3豊除量詈テ濃1冤憲F専蓑薯[島警省
保健指導業務の一部 (個別面接、指導計画作成、評価)●医療保険者の保健師、管

理栄贅士等の業務とすることや、支援プログラムに乗りにくい「無関心期」の対象

音の保健指導を医療保険者が直接に実施することなどが考えられる。

5)モニター3、
苦情処理

医療保険者は事業の実施責任者として、委託 した業務の実績や支援プログラムの

進行状況、保健指導を受けない者に対する対処状況、
=業

所の保健師・管理栄費士

等のサービス提供者の変更や研修の状況など、適切な保健指導が行われているのか

についで 適宣報告を求めることが必要である。

そして、対象者から出される保健指導サービスに対する不満や苦情を受け止める

窓口を設置するとともに、これらの情報に対して、早期に適切に対処することが求

められる。

oと保健指導の価格の設定               ′

應診後の保健指導業務は、付加的な存在であったことから、観状では価格が設定

されていないことが多いかt今螢 保健指導業務をアウトツーシングしていく際に

は、前述した事業者の選定方法を参者に、価格が決まっていくものと悪われる。し

かし、保健指導底
る支援は対象者に合わせて行うものであることから、対象者からはサニビスを受け

たという受益を感じることが難しい場合もある。このため、医療保険者、対象者と

もに、保健指導の価値がわかりにくく、保健指む内容の良し悪しの判断は難しいも

のである。このことは、医療サービスも同様である。

このため、保健指導の質の評価を十分行えない状態で価格競争が始讀ると、必要

以上に安価な価格となり、保健指導業務全体の質の低下につながることが懸意され

る。                                    .

改訂案

口,チに関する活動を提示することが必要となる。そして、医療保険者は、常に生

活習慣病対策全体を視野に入れて、事業の運営に当たることが重要である。

(4)医療保険者に所属する専Pヨ職の技術の維持・向上

医療保険者に所属する保健ミ_管理栄養士等の役割は、事業者へのアウトソーシ

ングを8めた保健指導プログラムの傘画や実施機関間の調整、そt/て委託した事業

‐者の保健指導の質を評価することである,これらの業務を行うためには、自らの保

健指導に関する技術を維持・向上させることが前提となる。このためには、業務芥

医療保険者の保健師二管理栄姜士等嶽 保健指導業務に

直接従事できる体制を整備しておくことを者暉する必要がある。例え|よ 対零者に

対する保健指導業務の-85(個別面接、指導計画作成t評価)を医療保険者の肌

保健師、管理栄養士等の業務とすることや、支援プログラムに乗りにくい「無関心

期」の対象者の保健指導を医療保険者が直接に実施することなどが考えられる。

≦二Σ二三2リンタ及豆苦情帆理          ‐

医療保険者は3業の実施責任者として、委託した業務の実績や支援プログラムの

進行然況、保撃指導を受けない者に対する対処状漁 事業所の保健師=管理栄螢士

等の中 者の変更や研修の状況など、口切な保健指導が行われているのか

について、適宣報告を求めることが必要である。

そして、対象者から出される保健指響サニビスに対する不満や苦情を受け止める

窓口を設置するとともに、これらの情報に対して、早期に適切に対処することが求

められる。                               :

(6)保健18むのアウトツーシング先を選定する際の留意事項

｀
 保健指導Qアウトソーシングにあたり、保健指導の質を間うことなく、価格芥キ

な判断指標として事業者が選定されることとなると、

担=保健指導業務全体の質の低下̈ 懸意される。
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登Lアウトソーシングを行う場合は、事業者がこのような規定を有しているか確目

をするとともに、情報の管理状況を定期的に確認する必要がある。

ユと収益事業 との区分の明確イヒ

事業者め中には、収益専業を行っている者も想定され、様反な健康に関する商品

(健康食品(器具等)の販売を保健指導業務の委託と合わせて行う事業者に対して

は、収益事業との区
=」

を明確に伝 保健指導と同時に行うことがなしヽよう、医療保

険者の委託基準に明記しておくことが必要である。また、保健指導を行う地位を利

用した不当な推奨・販売 (例 えば、商品等を保健指む対象者の誤解を招く方法で勧
′めること)等を行わないことが必要である。

保健指導のアウトツーシングに当たつては、サービスの質の評価を詢き合わせた

価格の設定を行うことや〔医療保険者が保健指導の成果を評価し、それを価格に反

ヱと委託基準の作成、委託方法の透明化

保健指導のアウトツーシングに際して、医療保険者は姜託基準を作成することに

改訂案

このため、保健指導のアウトソ
=シ

ングに当たつては、サービスの質の評価豊を

呼 価格の設定を行うことや、医療保険者が保健18導の成果を評価uそ れを

価格に反映させていくことが必要である。

(7)委託基準の作成図 季託方法の透明化

保健指導のアウトツーシングに際して、医療保険者は委託基準を作成することに

なるが、この場合、委託する保健指む業務の目的を明確に示すこと、またt保健指

導の質が判断できる項目を設定することが重要である。

そして、ア業者の選定に当たつては、選定のチ願を透明イじすることが重要である。

(8)個人情報の管理

保健48導は、対織者の

一

活習IE等に関する重要な個人情

…業務であり、事業実施にあたっては、万全の安全管理体制が求められる。アウトソ

ーシングを行う場合は、3業者が個人情報の澪洩を防止臥 通tllかつ霊全に利用及

でJ管理が行われているか、保険者の責任のもと、情報の管理状導を定期的に確認す

る麟要がある。

一
き業との区分の明確イじ   :

蓼業者の中には、収益事業を行つている者も想定され、様々 な健康に関する商品
(健康食品、器具等)の販売を保健指J業務の委託と合わせて行う蓼業者IF対 して

は、収益事業との区別を明確に し 保建指導と同時に行うことがないよう、医療保

険者の委託基準に明記しておくことが必要である.また、保健贈導を,う地位を利

¬ した不当な推奨・販売 (例えば、商品等を保健指導対象者の誤解を招く方法で勧

めること)等を行つてはならない。               :
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(4)委託基準

ュと基本的考え方

○ アウトソーシングを推進することにより、利用者の利便性に配慮した保健指導

(例えは 土B祝日・夜間に行うなど)を実施するなど対象者の二=ズを踏まえ

た対応が可能となるなど、多様な事業者による競争により保健指導のサービスの

質の向上が図られる。一方で、効果的な保健指導が行われないなど保健指導の質

が考由されない価格競争となり、■の低下に繋がることがないよう委託先におけ

る保健指導の質の確保は不可欠である。

O 医療保険者が事業者4へ保饉指導の実施を委託する場合には、当該医療保険者

との役割分担、責任が詳細にわたつて明確にされた上で、委託基準を作成レ 本

ブログラムに定める内容の保健指導が適切に実施される事業者を選定する必要が

ある。なお、健診 保健指導の事業の企画及び評価については医療保険者自らが

行う。

○ 医療保険者は、委託契約期間中には、保健指導が通切に実施されているかにつ

いてモニタリングを行うことが重要である。

○ 委託契約の終了時には、保健指導の成果につし`て外Bllの人間も3め複数の観点

から評価を行うことが重要である。その際には、保健指導の専門的知識を有する

者の意見を聴くことが重要である
`

○ 個人情報については、その性格と重要性を十分認識し 適切に取り扱われなけ

ればならず、特に、医療分野は、「個人情報の保護に関する基本方針」等において、

個人情報の性質や利用方法等から、特に適正な取扱いの厳格な実施を確保する必

要がある分野の一つこされており、委託先の事業者は個人情報を通切に取り扱わ

なければならない。なお、保健指導の記録等の情報を取り扱う業務のみを委託す

る場合にも、委

“

先の事業者は2)④に定める保健指導の記録等の情報の取扱い

に関する基準を通守することが求められる。

○ 医療保険者が基準を満たしている委託先を選定しやすいようにするため、保険者

協議会等においてホームベージを作成し、事業者の申告に基づき、事業者の各種

情報を掲載するなどの万策を検討する必要がある。

O な晟 巡回型・移動型で保健指導を行う場合も、委託先の事業者の施設で行う

2とする必要がある。

改 lr案

6-4 委話基準

(1)基本的者え方

0 アウトソーシングを推進することにより、利用者の利便性に配慮した保健指導

(例えば、土日祝B・ 夜間に行うなど)を実施するなど対象者のニーズを踏まえ

た対応が可能となるなど、多様な事業者による競争により民健指導のサービスの

質の向上が図られる。上方で、効果的な保健指導が行われないなど保健指導の質

が者慮されない価格競争となり、質の低下に素がることがないよう委託先におけ

る保健18導の質の確保は不可欠である。

0 医療保険者が●業者等へ保健指導の実施を委託する場合には、当該医療保険者

との役割分担、責任が詳細にわた,て明確にされた上で、委託基準を作成し 本

プログラムに定める内容の保健指導が還切に実施される事業者を選定する必要が

ある。なお、健診・保健指導の事業の企画及び秤価については医療保険者自らが

1行う。

O 医療保険者は、委託契約期間中には、保健指導が週切に実施されているかにつ

いてモニタリングを行うことntE要である:

○ 委託契約の終了時には、保健指導の成果について外部の人間も含め複数の観点

から87価を行うことが重菫である。その際には、保健指辱の専「目的知識を有する

者の意見を聴くことが重要である。

○ 個人情報については、その性18と重要性を十分認識し 遍切に取り扱われなけ

ればならず、特に、電療分野は、「個人情報の保護に関すo基本方針」(平成 16

星4月2旦目議速度と書において、個人情報の性質や利用方法等から、特に適正

な取扱いの厳格な実施を確保する必要がある分野の一つとされており、委託先の

事業者は個人情報を過切に取り扱わなければならない。なお、保健指導の記録等

の情報を取り扱う業務のみを委託する場3にも、委託先の事業者は工2との④に

定める保健18導の記録等の情報の取扱いに関する基準を導守することが求められ

る。         1

0医療保険者が基準を満たしている委託先を選定しやすいようにするため、保険者

協議会等においてホームページを作成し、事業者の申告に基づき、事業者の各種

情報を掲載するなどの方策を検討する麟要がある。

O なお、巡回型 移動型で保健楷導を行う場合も、施識四て行う盪食生回し書準

と
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4事業者 :医療保険者から保健指導業務の委託を受けて保健指導を実施する事業者をいう.

0 医療保険者自らが実施する場合も同 じ基準を満たす必要がある。

O 保健指尋対象者が勤務する事業者に保健指導業務を委託する場合は、その事業

者の産業医が中心的な役3」をlBい保健18導 を実施することが考えられる。

O また、産業医の選任義務のない」ヽ規模事業場の労働者に対しては、日頃から、

地域産業保健センタ‐に登録された産業医等が中心的に産業保健サービスを提

供してしヽることから、こうした産業医が勤務する医療機関等が、」ヽ規模事業場の

労働者等に対して、特定保健指導を実施できるようにすることが望まれる。

○ 保健指導として運動を提供する施設については、日本医師合認定健康スポーツ

医を配日、あるいは勤務する医療機関と連携するなと、安全の確保に努めること

が必要である。     :                  ,

2と具体09な基準

0人員に関する基準
a 保健指者の業務を統括する者は、常勤の医師、保健証 管理栄豊士であるこ

生
:  また、営勤の管理者が置かれていること。ただし、管理上支障が無い揚合は、

保健指導機関の他の臓務に従事し、又は同一の敷地内にある他の事業所、施設

等の贈務に従事することができるものとする.   :
b 「動機づけ支援Jや「積極的支援Jにおいて、①朝回の面接、②対象者の行

動目標・支援計画の作成、③保健指導の評価に関する業務を行う者は、医師、

保健師、管理栄彗士であること。ただし高齢者医療確保法施行後5年間に限り、

一定の保健指導の実務経験のある薔護師も行うことかできる。

も 対象者ごとに支援計画 (対象者の保健指導計画の作成、対象者の行動変容の

状況の把握、評価.評価に基づいた計画の変更等)の実施について統括的な責

任を持つ医師、保健師、管理栄養士が決められていること」

d 「動機づけ支援J、「積極的支援Jのプログラムのう象 対象者の支援計画に

基づく食生活に関する実践的指導はt管理栄養士その他の食生活にEEする事P5

的知識及び技術を有する者 (事業揚における労働者の健康保持増進のための指

改訂案

○ 医療保険者自らか実施する場合も同じ基準を満たす必要がある。

O 屎健指導対象者が勤務する事業者に保健指導業務を委託する場合は、その事業

者の産業医が中b的な役割を担い保健指導を実施することが考えられる。

○ また、産業医の選任義務のない小規模事業場の労働者に対しては、日頃から、

地域産業保健センタ‐に登録された産業医等が中心的に産業保健サ=ビスを堤

供していることから、こうした産業医が動務する医療機関等がヽ 特定保健指導を

実施できるようにすることが望まれる。

0 保健指導として運動を提供する施設については、日本医師会認定健康スポーツ

医を配暉、あるいは勤務する医療機関と連携するなど、安全の確保に努めること

が必要である。

(2)具体的な基準

○ 特定保健指導で外38委 託を行う際に求められる基準に関L/ては、平成羹

生労働省告示第 113(外部番託基準)及び 1423(腋設等に関する基準)を
参照すること:なお、特定保健指導以外の保健指Jこついて■部委議する場合も、
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と1

が望ましい。

0 「勧機づけ支援 k「積極的支援Jのプ Clグラムのうち、対象者の支援計疏

者 (健康・体力づくり事業財団が認定する健康運動指導士や事業場における労

働者の健康保持磨進のための指針に基づく運動指導担当者、産業保健指導担当

者等)により提供されること.

表F―、運動に関する保像指導を自ら提供する場合には運動に関する専P5的知

識及び技術を有する者を必要数雇用 してしヽることか望 ましい。

峰              :   

ヽ

“
 保籠指導実施者は、国、地方公共団体、医療保険者、日本医師会、日本看護

協会、日本栄警士会等が実施する一定の研修を修了していることが望ましい。

h 保億指導対象者が治■CIの場合には、cに掲げる者が必要に応して当該保健

②施設又は設備等に関する基準

a 本プログラムに定める内容の保健指導を適切に実施するために必要な施設及

び設備を有していること。               ~
b 個

=J指
導を行う際、対象者のプライパシーが十分に保護される施設 (35屋 )

が確保されていること。

していること,

d 健康憎進法第 25条に定める受動喫煙の防止措置が諸じられてしヽること (医

療機関については、患者の特性に配慮すること).

a 本プログラムに準拠したものであり、科学的根拠に基づくとともに、対象者

や地域、贈域の特性を者慮したものであること.

b 具体的な保健指導のプログラム (支援のための材料、学習教材等を含む)は、

c 最新の知見、情報に基づいた支援のための材料、学習教材等を用いるよう取

り組むこと.                             ´

d 個別指導を行う場合はプライパシーが保護される場で行われること。

改訂案

、まとめて前ページの印述に替える

まとめて前ページの記述に替える
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場合は、ま業者は相談に応じること.

f 保健指導対象者のうち保健指導を受けなかった者又は保健指導を中断した者

への対応については、対象者本人の意思に基づいた適切かつ積極的な対応を図

ること。

の保健指導の記録等の情報の取扱いに関する基準            ‐

a 本プログラムにおいて定める電子的標準様式によりt医療保険者に対して保

健指導対象者の保健指Jレベル、効果 (腹囲、体重)等を安全かつ速や/tlにC
D一 R等の電磁的方式により提出すること。         |

ローの状況等を記載しF_もの力t´ 適切に保存・管理されていること.

c 正当な理由がなく、その業務上知り得た保健指導対象者の情報を漏らしては

―

       '

d 個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律及びこれに基づ

めのガイ ドラインJ、「健康保険組含憲における個人情報の適切な取扱いのため

のガイドラインJ、 「国民健康保険組合における個人情報の適切な取扱いのため

のガイトラインJ等)等を遵守すること。

f インターネツトを利用 した保健指導を行う場合には、「庚療情報システ ムの

する場合の安全管理に規定されているとお り、①秘匿性の確保のための適切な

入手できる情報の性質に応 して、バスワー トを複数設けること (例えば、健診

のパスワー ドとする等 )、 ②インターネ ット上で健診データを入手できるサービ

スを受けることについて必ず本人の同意を得ること、⑥当該同意を得られない

者の健診データは、当該サービスを受ける者の健診データとはB」 の保存場所と

し、外部から物理的にアクセスできないようにすること等により、外部への情

報漏洩、不正アクセス及びコンピュータ・ウイルスの侵入等の防止のための安

全管理を徹底すること。

, 保律指導結果の分析等を行うため、医療保険者の委託を受けて保健指導結果

あり、個人情報をマズキングすることや個人が特定できない番号を付すことな

どにより、当該個人情報を匿名化すること。            :
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a 対象者にとつて保健指導が受けやすくなるよう、利用者の利便性に配慮した

保健指導 (例 えば、主日祝日・夜間に行うなと)を実施するなど保健指導の実

施率を上げるよう取り絹むこと.

る上で必要な資料の提出等を速やかに行うこと.

c 保健指Jを行う際に商品等の勧添・販売等を行わないこととするとともに、

保健指導を行う地位を利用 した不当な推奨・販売 (例えは 商品等を保健指J

対象者の誤解を招く方法で勧めること)等を行わないこと^

d 保健指導実施者に必要な研修を定期的に行うこと等により、当該保健指導実

_ 施者の資質の向上に努めていること.

き る 財 驀 基 盤 芥 有 す る こ と ^

f 医療保険者から受託した業務の一部の再委託が行われる揚合には、医療保険

者が番託先と委託契約を締結するに当たり、当該委託契約において、再委託先

及び受診者が前もって確認できる方法(ホニムベージ上での掲載り を踊して、

幅広く周知すること:

一 事業の目的及び運営の方針

三 従業者の目種及び員数

他費用の額  ■
六 通常の3業の実施地域

七 緊急時における対応  ‐                  、

ノヽ そめ他運営に関する重要事項                 :
h 保健指導実施者に身分を証する書類を携行させ、保健指導対象者から求めら

れたときは、これを掲示すること_

:も に、保健指導機関の設備及び僣品について、衝生的な管理を行うこと。

i 保健指導機関について、虚偽または籍大な広告を行わないこと.

受け付けるための窓口を設置する等のじ要な措置を講 じるとともに、き

情を受け付けた場合には、当該苦倍の内容等を記録すること_~ 1 
従業者及び会計に関する諸記録を整備すること.

改 I「案  ―

まとめて前ページの記述に替える
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o国 、都道府県、市町村t医療保陣者の響割

■と国の律割       :
国は:保健指導の標準的なプログラムを示すとともに、これを基にした保健指導

の委託基準を示す。                     r
また、都道府県において、夢業者の指導ができるよう、保健指導に関する情報を

都道府県に報告する規定を設げるなど、情報の公開に努める。

2と都道府県の役割

地域・贈域連携推進協議会を活用して、生活習慣病対策に取り組む関係者間 (事

業者を含む)の総合調整を行い、体制整備を行う。             .
′ また、保険者協議会などを活用して,委託する事業者に関する情報交換を行い、

適切な委託契約が行えるよう支援する。

市町村、医療保険者、事業者が行う保健指導の質を向上させることができるよう、

保健師、管撃栄最士等に文,する研修等を行い、質の高い事業者を青成する。また、

保健指導に関するデータの収集及び分析を行い、市町村や医療保険者に提供し、事

業者の選定に資するよ                :
また、医療保険者の違いによる保健指導の実施に格差が生じた場合lcは、都道府

県の地域・閥域連携協議会等を通して、その調整を行う
`

旦Σ市町村 (一般行政)の役割
地域住民からの健診・保健指導に関する様々な相談に応 じる体制をつくる。

4と医療保険者の役割

保健指導に関する計画を策定し、効果的な保健指導が提供できるよう、予算の確

保、実施体市」の整備を行う。

その中で、地域・職域の特性を考慮に入れた保健指導の理念と生活習慣病対策全

体における保健指導の位置づけを明確にするとともに、アウトソーシングする業獅

の範囲や考え方を定め、質の高い事業者を選定する。

アウトソーシングの目的に合致した委託基準を作成し 適切な事業者を選定する

改

『

案

6-5 国、都道府県、市町村、医療保険者の役割

(1)国の役割               :
国は、保健指導の標準的なプログラムを示すとともに、これを基にした保健指導

の委託基準を示す。

また、都道府県において、事業者の指導ができるよう、保健指導に関する情報を

都道府県に報告する規定を設けるなど、情報の
/AN開に努める。

(2)都道府県の役割

地域・職域連携推進協議会を活用して、生活習慣病対策に取り組む関係者間 (事

業者を含む)の総合調整を行い、体制整備を行うち:

款た、保険者協議会などを活用して、委託する事業者に面する情報交換を行い、

通切な委託契約が行えるよう支援する。 ｀

市町村、医療保燎者、3業者が行う保健指導の■を向上させることができるよう、

保健師、管理栄養士等に対する研修等を行い、質の高い事業者を育成する。また、

保健指導に関するデータの収集及び分析を行い、事業者の選定に資するようその結

塁二市町村や医療保険者に提供する。                 (
また、医療保険者の通しヽによる保健指導の実施に格差が生じた18合には、都道府

県の地域 j職域連携協議会等を通して、その調整を行う。

(3)市町村 (一般行政)の役割

,1世認における菌虔健康づくり轟勧 ζ健康日本21(蜜二次))と 特定保健指導

保健指導
「

高齢者においては介薔予防との連動などt‐組織横断的な対策の調整と効

率的な
=菫

運営を工夫する.地域住民からの健診・保健指導に関する様々な相談に

応 じる体制をつくる。

(4)医療保険者の役割
. 

保健指導に関する計画を策定し、効果的な保健指導が提供できるよう、予算の確

保、実施体制の整備を行う。

その中で、地域・職域の特性を考慮に入れた保健指導の理念と生活習慣病対策全

体における保健指導め位置づけを明確にするとともに、アウトソーシングする業務
の範囲や者え方を定め、質の高しヽ事業者を選定する。

アウトツーシン した委託基準を作成し、通切な事業者を選定する
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とともに、契約内容についてモニタリングを行い、問題がある場合には適宣改善を

求める。

また、委託した事業者から提出された事業の結果報告以外に、対象者から直接的

な評価、また、費用対効果をP価し、効動 でかつ質の高い保健指導の実施に努め

る。

改訂案

とともに、契約内容についてモニタリングを行い、問題がある場合には適宣改善を

求める。

また、委託した事業者から提出された事業の結果報告以外に、対象者からの直接

的な評価立費用対効果の評価等により、効率的てかつ質の高い保健指導の実施に努

める。  _

資 料  2 - 4
健診・ 保健指導検討会
H24.12 12

標準的な健診口保健指導プログラム
新旧対照表

【第4編 体制甲基盤整備t総合評価】
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第 1● 人材青威体制の整備

(1)基本的考え方

○ 腱診 保健指U事業の企画立案・実施・澤価が本プログラムに基づき適切に実

施されるよう、これらの業務を行う者は、都道府県等が実施する研修に積極的に

参加するとともに、常に自己研銀に努める必要がある。

○ 日、都道府県、市町村、医療保険者、医慮関係団体等は、健診・保健指導事業
の企画立案・実施・評価の業務を行 う者に対 し 最新の科学的知見に基づいた効

果的な保健指導の知識・技術を修得するための研修や、具体的な保健指むの事例

の情報提供な ど人材育成の機 会を提供するltt要 がある。

(2)日の役割

国は、全国において一定レベル以上の人材の質が確保されるよう、腱診・保目指

導に関する人材育成の体系や研修に関するガイドラインを作成し、都道府県等に示

すとともに、都道府県等が研修を行う際に使用することができる学習教材等を作
成・提供する。

また、日は、日立保健医療科学院において都道府県の指導者 (置診・保健指導に

関する研修を企画立案する者)等に対する研修を行う:

(3)都道府県の役割

都道府県は、国が示した健診・保健指導に関する人材育成の体系や研修に関する
ガイドラインを踏まえ、健診・保健指導事業の企日立案・実施・評価の業務を行う

者を対象に、①企画立案・評価に関する知識・技術、②最新の科学的知見に基づい

た効果的な保健指導の知識′技術、③ポピュレーションアプロニチとの効果的な組

3せ等に関する研修を実施する。

また、これらの研修を実施するため、都道府県は、地域の医療関係団体、教育機
関等の協力を得て、研修を行う講師等を確保するとともに、都道府県が実施する研

修会と医療関係団体等が実施する研修の開催日時が菫なつたり、同じ内容となつた

りしないよう、都道府県が中心となつて、研修を行う団体間の調整を行う。

さらに、都道府県は、当該都道府県内において健診・保健指導を行う人材の確保
が困難な地域が発生しないように、市町村の求めに応して、当該市町村に研修を行
う■師等を派遣し、研修を実施するなど各都道府県内で研修の実施体制が確保でき
るよう配慮する。

改訂案

第 1章 人材 青 威体 制の整備

(1)基 本 的考 え方

O 健診・保健指導事業の企画立案・実施・評価が本プログラムに基づき通畑に実

施されるよう、これらの業務を行う者は、都道府県等が実施する研修に積極的に

移加するとともに、常に自己研鑽に努める必要がある。

○ 日、都迦府県、市町村、医療保険者、医療関係団体等は、健診・保健指導事業

の企目立案・実施・評価の業務を行う者に対し、最新の科学的知見に基づいた効

果的な保健指導の知識・技術を修得するための研修や、具体的な保健指導の事例

の情報提供など人材育成の機会を提供する必要がある。

(2)日の役割

国は、全国において一定レベル以上の人材の質が確保されるよう、健診・保腱指

導に関する人材育成の体系や研修に関するガイ トラインを作成し、都道府県等に示

すとともに、都道府県等が研修を行う際に使用することができる学習教材等を作

成・提供する。

きた、日は、日立保健医療科学院において都道府県の指導者 (健診・保健指導に

関する研修を企画立案する者)等に対する研修を行う。

(3)都道府県の役割

都道府県は、国が示した健診・保健指導に関する人材青成の体系や研修に関する

ガイドラインを踏まえ、健診・保健指導事業の企画立案・実施・評価の業務を行う

者を対線に、①企目立案・評価に関する知識・技術、②最新の科学的知見に基づい

た効果的な保健指導の知識・技術、③ポピュレーションアプローチとの効果的な組

合せ等に関する研修を実施する。

また、これらの研修を実施するため、都道府県は、地域の医療関係団体、教育機

関等の協力を得て、研修を行う講師等を確保するとともに、都道府県が実施する研

修盆と医療関係団体等が実施する研修の開催B時が重なつたり、同じ内容となつた

りしないよう、都道府県が中心となつて、研修を行う団体間の調整を行う。

さらに、都道府県は、当該都道府県内において撃診・保健指導を行う人材の確保

が困難な地域が発生しないように、市町村の求めに応じて、当該市町村に研修を行

う講師等を派遣し、研修を実施するなど各都道府県内で研修の実施体制が確保でき

るよう配慮する。
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(4)市 町村 の役割

市町村は、保健事業 (①医療保険者としての健診・保健指む、②住民に対する生

活習慣病予防のためのポピュレーションアプローチ)に従事する保健師、管理栄姜

士等に対 して、市町村自らが研修を行うことに加え、都道府県、医療関係団体等が

実施する研修を受けさせることが必要である。

また、医療堡嫁部門と衝生8B門のジョプローテーション
1に

より、健診・保健指

尋とポピュレーションアプローチとの効果的な組合せを企目立案できる人材の育

成を行うことや、健診・保健指むの経験を有する者を都道府県等力快 施する研修の

講師とする等の協力を行うことも必要である。

さらに、市町村は、これまで健康づくりに関するボランテイアを育成してきたと

ころであるが、牛活習40病対策の奔‐ 輸
`k芥

図る観占から、弓|き締言健康づくり

を推進するボランテイア育成のための研修を実施することが必要である。

(5)医 療 保険者 の役割

医療保険者は、健診 l保健指導事業の企画立案・実施・評価の業務を行う者に対

して、医療保険者自らが研修を行うことに加え、都道府県、医療関係団体等が実施

する研修を受けさせることが必要である。

また、医療保険者の団体は、最新の科学的知見に基づいた効果的な健診・保健指

導が実施されるよう、医療関係団体、:教育機関等の協力を得て、資質の向上を継続

的に国られるよう団体所属の医療保険者に対 し、医療保険者が研修を行う際に使用

することができる学習教材等を作成・提供することや、医療保険者団体自ら研修を

実施するなど医療保険者が行う人材育成を支援していくことが必要である。

(6)医 療 関係 団体 の役割

日本医師会、日本薔護協会、日本栄彗土会等の医療関係団体及び当該団体の都道

府県支部は、保健指導を実施する者の資質の向上を図るため、積極的に研修会を行

うことが求められる。研修会の実施に際 しては、複数の医療関係団体が協力し、共

同で実施することや、日本歯科医師会や日本薬剤師会等の医療関係団体及び当該団

体の都道府県支部から話glを紹介 してもらうことなど、複数の職種で構成されるチ

ームによる保健指導に葉がるような配慮も必要である。

また、保健指導に従事する医師等については、肉饉脂航締候群 (メ タポリックシ

ンドロー を有するこ

改訂案

(4)市則側の役割

市町村は、保健事業 ∝ 保険者としての健診・保健指象 ②住民に対する生

活習慣痛予防のためのポピュレーションアプローチ)に従事する医師、保健師、管

理栄姜■等に対して、市町村自らが研修を行うことにDOえ 、都道府県、医療関係団

体等が実施する研修を受けさせることが必要である。

また、目堡部門と籠生33門のジョプローテーション 1に より、健診・保健指導と

ポピュレーションアプローチとの効果的な組合せを企画立案できる人材の育成を

行うことや、健診・保健指導の経験を有する者を都道府県等が実施する研修の講師

とする等の協力を行うことも必要である。

さらに、市町村は、これまで健康づくりに関するポランティア笙を育成してきた

ところである力ヽ これらのポランティア等による活動は、健診受診率の向上や住民

自らの生活習慣の改善に有効であることから、これらの活動をポピュレーションフ

プローチの重要な手法と位置づけ、地域で自主的に健康づくりを推進するポランテ

ィア等青成のための研修を実施することが必要である。書 F―:蘊由は
'新

会諄落菫

量の影●を晏けるため1由人あ取組みだけで酔決するには腱鼻がある
「

よぅで:地
壼におしヽそ個人あ健康を責えt菅るための社会晨境整備が求められていることか
ら、1地底あうなかりを強イヒしご家庭`白治組織・企業 1学校・ホランテイン等b■
体とならた僣晨づくりを経進することが必要である。

(5)医療保険者の役割

医療保険者は、健診・保健指導事業の企画立案 ,実施・評価の業務を行う者に対

して、医療保険者自らが研修を行うことに加え、都道府県、医療関係団体等が実施

する研修を受けさせることが必要である。

また、医療保険者の霊 団体は、最新の科学的知見に基づいた効果的な健診・保

健指導が実施されるよう、医療関係団体、教育機関等の協力を得て、資質の向上を

継続的に図られるよう団体所属の医療保険者に対 し、医療保険者が研修を行う際に

使用することができる学習教材等を作成・提供することや、医療保険者団体自ら研

修を実施するなど医療保険者が行う人材育成を支援 していくことが鏃要である。

(6)医 療 関係 団 体 の役 割

日本医師会、日本看護協会、日本栄養i会等の医療関係団体及び当該団体の都道

府県支部は、保健指導を実施する者の資質の向上を図るため、積極的に研修会を行

うことが求められる。研修会の実施に際しては、複数の医療関係団体が協力し、共

同で実施することや、日本歯科医師会や日本薬剤師会等の医療関係団体及び当該団

体の都道府県支部から講師を紹介してもらうことなど、複数の職種で構成されるチ

ームによる保健指導に葉がるような配慮も麟要である。

また、保健指導に従事する医師、保健師、管理栄螢主等については、メタポリッ

クシンドロームの概念を辱入した保健指導に関する知識・技術を有することが必須
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あることから、関係団体、学会等が保健指導に関連臥 特に認定する既存の資格 (B
本医8n会認定健康スポーツ医など)の賛成課程においても、そのような観点からの

研修内容の見直しの検討が求められる。

'資質向上のため、人材育成計画に基づいて、職務の異動を行うこと。

第2章 最新の知見を反映した

健診 。保健指導内容の見直しのための体制整備

(1)基本的者え方

○ どのような健診項目等を設定し、保健指辱を実施すれ|ま 効果的・効率的に被
保険者の生活習慣病予防が図られるのかを秤価するため、各医療保険者は、健

診・保健指導に関するデータを継続的に蓄積することが必要となる。

○ 各医療保険者が蓄積したデニタについては、個人情報の保護に十分目意しつ

つ、国において分析 評価し、その結果を健診・保健指導プログラムに反映する
ことが必要である。

(2)国の役割

国は、医療保険者の協力を得て、健診・保健指Jデータを統計的に処理・分析す

るために収集し、関係学会等の協力を得て評価を行う。その脚価結果を踏まえ、医

療保険者による効果的・効率的な健診・保健指導の実施のために必要な掘合には、

健診項目、保健指導の内容等を見直していく必要がある。なお、政府の「FF新改革

戦略」においては、「個人が生涯を通して健康情報を活用できる基盤づくりJ棗 をめ

ざし、個人情報の保腹に十分雷意しつつ、健診結果を霊子データとして饉続的に収

集 し、適切に管理するための仕組みや、疾病予防の推進のため、健康情報を収集、

活用する方策を確立することとされている。

また、国は、健診 保健指導データのⅣ価を踏まえ、保健指導に用いる学習敦材

等の作成を行う。このような学習教材の作成に限 しては、独立行政法人日立健康・

栄晨研究所における研究成果や調査結果の活用について協力を得ながら、国立保健

医療科学院が中心となり、学習教材を作成 していくことが必要となる。さらに、国

立保健医療科学院においては、保健指導を行う際の支援材料、学習教材等をインタ

ーネットで/AN開 し、自由にダウンロー ドできるシステムを構築すべきである。

また、国立保健医療科学院においては、健診・保健指む内容の科学的根拠を継続

的に収集し、評価するため、健診・保健指導データ等を分析する機能・役割が必要

となる。

さらに、国は、最新の知見を反映した健診・保健指導を確実に行うために、保健

師、管理栄養士等の基礎教育におしヽて必要な知識・技術を習得させる必要があり、

リキュラムの見直 しの検討を行うことも必要である。

「

―

＞

―

リ

であることから、関係団体、学会等が保健指導に関連臥 特に認定する既存の資格
(日本医師会認定健康スポーツ医など)の最成課程においても、そのような観点か

らの研修内容の見直しの検討が求められる。

'資質向上のため、人材育成計画に基づいて、職務の異動を行うこと.

第2章 最新の知見を反映した

健診・保健指導内容の見直しのための体制整備

(1)基本的者え方

〇 どのような健診項目等を設定 し、保健指導を実施すれは 効果的・効率的に被

保険者の生活習慣痛予防が図られるのかを評価するため、各医療保険者は、健

診・保健指むに関するデータを継続的に蓄積することが12t要となる。

O 各医療保険者が蓄積したデータについては、日人情報の保護に十分留意しつ

つ、国において分析・評価し その結果を健診・保健指専プログラムに反映する

ことが必要である。

(2)日の役割

国は、健診・保健指導データの秤価を踏まえ、保健指導に用いる学習教材等の作

成を行う。このような学習教材の作成に際しては、知青行政法人日立健康・栄螢研

究所における研究成果や調査結果の活用について協力を得ながら、日立保健医療科

学院が中心となり、学習教材を作成していくことが必要となる。さらに、日立保健

医療科学院においては、保健指導を行う際の支援材料、学習教材等をインターネッ

トで公開し、自由にダウンロードできるシステムを構椰

また、日立保健医療科学院においては、健診・保健指導内容の科学89根拠を継続

的に収集し、評価するため、健診・保健指導データ等を分析する機能・役割が必要

となる。

さらに、国は、最新の知見を反映した健診・保健指導を効果的に行うために、医

師=保
健師、管理栄姜土等の基礎教育において24要な知議・技術を習得させる必要

があり、これらの最成カリキュラムの見直しの検討を行うこ
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1※ IT新改革戦略 (平成 18年 1月 19日、 lT戦略本部 〔本部長 内閣総E大臣〕)

|(P13より抜粋)
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(3)関係学会の役割

関係学会は、国が行う健診・保健指導データの分析・評価について協力し、学会

における最新の知見などの議論を踏まえ、健診・保健指むプログラムの見直しを行

う必要性やその内容について国に対し協力を行うことが望まれる。

(4)都道府県の役割

都道府県においては、医療保険者や地域の大学・研究機関等の協力を得て、健診・

保健指導データを統計的に処理・分析し、評価を行うことにより、都道府県におけ

る健康づくり施策や都道府県が実施する研修内容へ反映させるとともに、各地域の

保険者協議会土地域・購域連携推進協議会間との健診・保健指導の効果の評価、研

修内容の相互潔伍 委託先の事業者のサービスの質の相互評価を図る場を提供する

ことが必要である。

(5)市町村の役割

市町村においては、保健事業 (①医療保険者としての健診 保健指導、②住民に

対する生活習慣病予防のためのポピユレーションアプローチ)を総合的に実施する

ため、衛生35門の医師、保健師、管理栄景主等がレセプトや保健指導データ等を活

用 (医療保険者としての個人情報保護に括触しない方法での利用が前提)すること

により地域ごとの課題を明確にした上で、ポピュレーションアプローチを効果的・

効率的に実施していくことが必要である。

(6)その他

今後、健診・保健指導データの蓄積が進むにつれ、医療保険者自らが実施する場

合も含め、健診・保健指導の質の管理 解価を行うための菌三蓋翌価の仕組みが必

要となると考えられるため、都道府県地域・麟域連糖協議会の活用等を含め、第三

者機能評価の在り方について検討を進める必要がある。

改rr案

記述のため削除

(3)関係学会の役割

関係学会は、国が行う健診・保健指導データの分析・膵価について協力し、学会

における最新の知見などの臓論を踏まえ、健診・保健指むブログラムの見日しを行

う必要性やその内容について国に対し協力を行うことが望まれる。

(4)都道府県の役割

都道府県においては、医療保険者や地域の大学・研究機関等の協力を得て、健診・

保健指導データを続計的に処理・分析し、澤価を行うことにより、都道府県におけ

る健康づくり施策や都道府県が実施する研修内容へ反映させるとともに、保険者協

出会や各地域の地域・田域連携推進協議会等に対し、健診・保健指むの効果の評価、

研修内容の相互Ⅳ価、委託先の事業者のサービスの質の相互秤価を図る場を提供す

ることが必要である:

(5)市町村の役割

市町村においては、保健蓼業 (①医療保険者としての健診・保健指む、②住民に

対する生活習慣病予防のためのポピユレーシヨンアプローチ)を鐵8的に実施する

ため、衛生8B円立a霞艶巴の医師、保健師、管理栄量士等がレセフトや保健指導デ
ータ等を活用 (医療保険者としての目人情報保護に抵触しない75法での利用が前

提)することにより地域ごとの課題を明確にした上で、ポピュレーションアプロー

チを効果的・効率的に実施していくことが必要である。

(6)その他

今後、健診・保健指導データの蓄積が進むにつれ、医療保模者自らが実施する場

合も含め、健診・保健指導の質の管理 評価を行うための仕組みが必要となるとき

えられるたa第 二者機能評価の在り方について検討を進める必要がある。
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第3章 健診・保健指導の実施・ 評価のためのデータ分析とデータ管理

(1)彙診・保健指導の実施・評価のための指標。項目

■と菫本的者え方
○ 日の目標 (平成27年度に平成20年と比べて聴尿病等の生活習慣病有だ者・

予備群を25%減 少させる)の達成のためには、不健康な生活習慣の蓄積から、

生活習慣病の予備群、生活習慣病への進展さらに重症イじ・合併症へと悪化する者

を減少させること、あるいは、生活習慣病から予備群さらには健康な状態へ改善

する者を増DOさせることが必要である (卸紙 11)。

○ 医療保険者には、健診・保健指むデータとレセプ トが集まることになるため、

電子{じされた健診・保腱指むデータとレセフ トを突合したデータの分析を行うこ

とにより、この分析結果を基にして、前年度の保健指導による予防の効果を評価

することや、健診結果が「受診勧奨」となつた者の受療状況の確認をすることが

可能となる。

O 突8データを用いて、個人や対鍮集団ごとに、健診・保健指導プログラムの評

価を害観的に行うためには、どのような健診・保健指導の指標・項目等を抽出す

れば良いか整理する必要がある。

○ 医療保険者に所属する医師、保健師、管理栄贅土等は健診・保健指辱データと

しセプ トから、どの部分に焦点を絞つて、疾病予皓・三症イヒ予防を行うのが効果

的かを検討することが慾 要である。

○ また、医療保険者に医師、保健師、管理栄贅士等が所属していない場合には、

地域・晴域の医臓 保健師、管理栄贅士等の協力を受けて評価する必要がある。

例えば、市町村国保においては衡生部門と、健保等では日域の産業医、保健師等

の協力を得ることが想定される。さらに、小規模な健保等については、保健所・

健康科学センター等の協力を得ることも想定される。

○ 健診・保健指導の実施 評価の際には、対象集団の母集団となる行政単位の人

口勤想統計 (死因統81)、 思者調査、国民生活基礎調査、国民健康・栄姜調査 (県

民健康・栄姜調査 )、 医療費データ、介護保険データなどから確認しうる地域集

団の健康課題の特徴を把握するとともに、対象集回の健診結果や生活習慣の知

識 態度・行動に影響を及ほす要因を把握することが嚇要である。

改Ir案

第3章 健診・保健指導の実施・評価のためのデータ分析とデータ管理

3-1 腱診 。保腱指導の実施 :評価のための指標・項目

≦■と澤本的彗え方

O 日の日標 (平成27年度に平成20年と比べて聴尿病等の生活習慣病有病者・

予備群を25%減少させる)の達成のためには、不健康な生活習慣の蓄積から、

生活習慣痛の予備群、生活習慣病への遺展さらに■症イじ・合併症へと悪イヒする者

を減少させること、あるいは、生活習慣病から予備群さらには健康な状態へ改善

する者を増加させることが必要である (回紙1 )。

○ 医療保険者には、健診・保健指導データとレセプトが集まることになるため、

電子化された腱診・保健指導データとレセプトを突合したデータの分析を行うこ

とにより、この分析結果を基にして、前年度の保健指ヨによる予防の効果を評価

することや、腱診結果が「受診勧奨」となつた者の受療状況の確口をすることが

可諄となる。

O 突3データを用いて、個人や対鎮集団ごとに、健診・保健指導プログラムの評

価を書観的に行うためには、どのような健診・保健183の指標・項目等を抽出す

れば良いか整理する必要がある。

○ 医療保険者に所属する医師、保健師、管理栄螢士等は健診・保饉指導データと

レセフ トから、どの部分に焦点を絞つて、疾病予防・菫症化予防を行うのが効果

的かを検討することが必要である。

○ また、医療保険者に医師、保健師、管理栄養i等が所属していない場合には、

地域・職域の医師、保健師、管理栄養士等の協力を受けて評価する必要がある。

例えば、市町村国保においては無生部門、健保等では臨域の産業医、保健師等の

協力を得ることが想定される。さらに、小規模な健保等については、保健所 。
螢

生研究所・健康科学センター等の協力を得ることも想定される。

○ 健診・保健指3の実施・評価の際には、対象集団の母集団となる行政単位の人

口動態統計 (死因統計 )、 患者調査、国民生活基礎調査、国民健康・栄養調査 (県

民健康・栄贅調査 )、 医療費データ、介護保険データなどから確認しうる地域集

団の健康課題の特徴を把握するとともにt対象集団の健診結果や生活習慣の知

識・態度・行動に影響を及ぼす要因を把握することが必要である。
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○ 都道府県が策定する医療8t回、 都道府県健康

増進計回、都道府県医療費適正{じ8t画等の基礎資料としても有益な指標・項目で

あることが必要である。

―
体的な健診・保健指導を評価するための指標・項目

① 個人の評価のための指標・項目

○健診の指標・項目 (当該年度)

・受療状況

・健診受診状況

・各健診項目 (測定値)

・各健診項目判定結果

○保健指導の指標・項目 (当該年度 )

・生活習慣改善状況

・行動変容ステージの変イじ

・介護保険の利用状況

○レセプ ト

・受療状況の有無

(健診の結果、「受診勧奨」となつたにもかかわらず、受診がなされていないの

ではないか、糖尿病で受診中断がないのか等の確認旗 きる。)

② 集団の評価のための指標・項目

○健診の指標・項目 (当該年度)

・健診受診者数、内訳

・各健診項目判定結果

○保健指導の指標 項目 (当該年度)

・保健指U階層{じ判定

・生活習慣改善状況

〇レセプ ト

・受療状況の有無

・医療費

③ 事業評価のための指標・項目

※母集団 (対象集団)の把握が重要である。

O健診の指標・項目 (当該年度)

O保健指導の指標・項目 (当該年度)

○レセフ ト

○事業を評価するための関連情報

改訂案

O 都道府県が策定する医療計画(都道府県介霞保険事業支援計画、都道府県健康

増進8t回、都道府県医療費適正化計画等の基礎資料としても有益な指標・項目で

あることが必要である。

g2Σ具体的な饉診・保健指導を評価するための指標・項目

① 個人の評価のための指標・項目
○健診の指標・頂日 (当該年度)

・受療状況

・健診受診状況

・各健診項目 (測定値)

・各健診項目判定結果

○保健指導の指標・項目 (当該年度)

・生活習慣改善状況

・行動変容ステージ (準備状態)の変1じ

・介護保険の利用状況

○レセプト

・受療状況の有無

(健診の結果、「 受診勧奨」となつたにもかかわらず、受診がなされていないの

ではないか、穂尿病で受診中断がないのか等の確認ができる。)

② 集団の解価のための指標・項目

○健診の指標・項目 (当該年度)

・健診受診者数、内訳

・各健診項目判定結果

O保健指導の指標・項目 (当該年度)

・保健指導階層化判定

・生活習慣改善状況

Oレセプ ト

・受療状況の有無

・医療費

③ 事業評価のための指標・項目

※母集団 〈対象集団)の把握が重要である。

O健診の指標・項目 (当骸年度)

○保健指導の指標・項目 (当該年度)

〇レセプト

O事業を評価するためのBEE情報
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(2)医療保険者における健診・保健指導の実施 。評価

上Σ澤本的者え方

〇 医療保険者は、全ての40歳から74歳の被保険者に対し 健診の受診を促す

とともに、健診結果のデータを有効に活用し、必要な保健指導 (情報提供・勁犠
づけ支援・積極的支援)を受ける者を確実に選定し、被保険者の生活習慣改善の

取組を支援する。また、対象集団 (医療保険者)における健診・保健指導フログ

ラムが有効であつたかどうかについて、 ICD-101に 基づいて分類される疾病

の受療状況についてレセフトなどを活用するなどの方法により評価を行う。

○ 医療保険者は、レセプトを活用した分析を実施し、健診・保健指導の計画、評

価を行い、保健指導内容の改善、アウトツーシング先の選定の参者とするなど、

健診・保健指導事業の改善を行うことが可能である。

○ 医療保険者は、事業者から健診データatF9滑 に移行されるよう、事業者との連

携を密に図り、効果的・効率的な健診・保健指導実施計画を策定し、事業を実施

すべきである。

○ 医療保険者はヽ特定健診・保健指尋の実施状況や、レセフ トのオンライン化の

進量状況、医療保険者における評価・改善に関する知見の集積状況や習熟度等の

動向を踏まえ、健診保健指導の解価に取組む必要がある。

2と具体的な健診・保腱指導の実施・評価の手順 (例)

医療保険者において、健診・保健指導関連データとレセフトを突8したデータを
用いて健診・保健指導の評価を行うため、医師、保健師、管理栄螢士等は、生活習

慣病は予防可能であることを理解し、予防するために何が必要かを考えることが二

要である。また、予防ができなかつたケースのデータから、なぜ予防できなかつた
のかについて分析重登ことも重要である。

int‐ b¨10-n OFD― B国際疾病分氣 疾病の国際比較を可能にするためwHo(世 界保

機 関)力
'作

成

改訂案

3-2 医療保険者における健診・保健指導の実施・評価

gユΣ基本的者え方
0 医療保険者は、全ての40歳から74歳の被保険者に対し、健診の受診を促す

とともに、健診結果のデータを有効に活用し 必要な保健指む (情報提供・動機

づけ支援・積極的支援)コ菫者を確実に選定 し、被保険者の生活習慣改善の取組

を支援する。また、対象集団 (医療保険者)における健診・保健指導プログラム

が有効であつたかどうかについて、 ICD 101に 基づいて分類される疾病の受

療状況についてレセフ トなどを活用するなどの方法により評価を行う。

○ 医療保険者は、レセプ トを活用した分析を実施 臥 健診・保健指むの計回、評

価を行い、保彙指響内容の改善、アウ トソーシング先の選定の参彗とするなど、

健診・保健指む事業の改善を行うことが可能である。

O 医療保険者は、委託先の事業者から健診データo円滑に移行されるよう、事業

者との連携を密に図り、効果的・効率的な健診・保健指導実施計画を策定u夢
業を実施すべきである。                        ′

O 医療保険者は、特定健診・保健指導の実施状況や、レセフト
=-2の

状況、医

療保険者における評価・改善に関する知見の集積状況や習熟度等の動向を踏ま

え、健診・保健指導の評価に取組む必要がある。

≦2と興体的な腱惨・保腱指導の実施・評価の手順 (例)     .
医療保険者において、健診・保健指む関連データとレセフトを突8したデータを

用いて健診・保腱指導の評価を行うため、医師、保健師、管理栄盤士審は、生活習

慣病は予防可能であることを理解し、予防するために何が必要かをもえることが重

要である。また、予防ができなかつたケースのデータから、なぜ予防できなかつた

のかについて分析臥 次の事業に反映させることも重要である。

¬n_mo出 餞昴m oFDR― 国際疾病分規 疾病の国辮 罐 を可能にするため wHo(世界保

健機 関)力
`作

成

標準的な健診・ 保健指導 プログラム (確定版 )(平成 19年 4月 )

〔評価手順の一例〕

①利用するレセプトの抽出

○ 利用するレセプトは、生活習慣病に関係する病名により抽出 (EJ紙 2)。

○ レセプトの病名は主傷病と副傷病に分かれているが、両方とも拾う。さらに、
生活習慣病に関係する病名が主傷病か副傷病かを分類するため、主颯病が分か

るようにデータを抽出する。

○ 将来的にレセプ トがオンライン1し されれば電子データからの変換が可能と

なるが、それまでは、健診データにレセプ ト痛名コー ドを追加することにより

対応する。

○ 病名コードは、にD分類に基づくものとする。

②集団の疾患特徴の把握

(高額レセフ ト、長期レセフ ト、E複疾病の抽出による突合分析)

○ 高額なレセフ ト (例 :lヶ月200万 円以上など)を分析することにより、

どのような疾患が高額になつているかを調べ、どの疾患の予防を優先的な保健

指導の対象とするか者える (臓式1-1、 21)。

○ 高額なレセフトだけでなく、長期に治療が継続することにより結果的に医療

資が高額になる疾患についても調べ、どの疾患の予防を優先的な保健18むの対

象とするかについても考える (ほ式2-1～ 31)。

○ 被保険者集団の特徴や健康課題を把握するため、複数の生活習慣病の経患状
況を調べ、糖尿病、高血圧症、高脂血症、虚血性′じ疾患、脳卒中、人工透析を

要する慢性腎不全等の疾病毎に分析を行う (臓式3-1～ 7)。

○ 全国又は都道府県のデータと比較することにより、被保険者集回の疾患分布

等の特徴を把握するための資料を収集・作成する (臓式4-1～ 6)。

○ 健診・保健指導の効果を認価するため、レセプ ト分析により、保健指導によ

る重症 {じ予防、合併症予防の成果を確認する (膳式5-1～ 141)。

③集団の健康状況の把握 (健診・保健指導結果による経年的なアウ トカム評価)

○ 被保険者集団全体の健康状況をlE握するため、健診有所見者状況、●菫整饉
症候群 (メ タポリックシントローム)のリスクの重複状況、健診受診率、支援
別保健指む実施率等の健診・保健指響実施結果の特徴を、経年的データを用い

て分析する (障式6-1～ 11 )。

④健診・保健指導の総合的評価に関するデータ
○ 健診・保健指導の評価を行う上では、内臓 1旨筋扉録経、聴尿病等の生活習慣

病の増滅等を評価する12t要がある (臓式7)。

○ 毎年の健診・保健措響事業の評価を行うためには生活習慣病の有病者・予備

群への移行者数の減少以外にも、補足的な押価項目が必要である。

○ 補足的な秤価項目としては、有病者又 まであつたとしても、リ

改π案

〔評価手順の一例〕

CF」用するレセプトの抽出

〇 利用するレセフトは、生活習慣病に関係する病名により抽出 ("」紙21)。

○ レセプトの病名は主傷病と副傷病に分かれている爪 両方とも拾う。さらに、
生活習慣病に関係する病名が主傷病か日J傷痛かを分類するため、主颯病が分か

るようにデータを抽出する。

O 将来的にレセフ トがオンライン1じ されれば電子データからの変換が可能と

なるが、それまでは、健診データにレセフ ト病名コー ドを追加することにより

対応する。

O 病名コードは、につ 分類に基づくものとする。

②集回の疾患特徴の把握

(高顔レセフト、長期レセプ ト、重複疾病の抽出による突合分析)

○ 高額なレセプ ト (例 :lヶ月200万 円以上など)を分析することにより、

どのような疾患が高額になつているかを調べ、どの疾患の予防を優先的な保健

指導の対象とするか者える (降式 1-1、 21)。

○ 高額なレセプ トだけでなく、長期に治療が継続することにより結果的に医療

費が高願になる疾患についても調べ、どの疾患の予防を優先的な保健指導の対

象とするかについても考える (臓式 2-1～ 3)。

○ 被保険者集団の特徴や健康課題を把握するため、複数の生活習慣病の罹患状

況を調べ、糖尿病、高血圧症、指質異常症、虚血性心疾患、脳卒中、人工透析

を要する慣性腎不全等の疾病毎に分析を行う (臓式 3-1～ 71)。

○ 全国又は都道府県のデータと比較することにより、被保険者集団の疾患分布

等の特徴を把握するための資料を収集・作成する (障式4-1～ 6)。

O 健診・保健指導の効果を評価するため、レセフ ト分析により、保健指導によ

る菫症化予防、合併症予防の盛果を確認する (降式5-1～ 14)。

③集団の健康状況の把握 (健診・保健指導結果による経年的なアウトカム評価)

0 被保険者集団全体の健康状況を把握するため、健診育所見者状況、メタポリ

ックシンドロームのリスクの重複状況、健診受診率、支援別保健指ヨ実施率等

:量子1拝琴渇F実
施結果の特徴を、経年的データを用いて分析する (国

④健診・保健指むの総合的評価に関するデータ

O 健診 ,保健指導の脚価を行う上では、メタポリックシントローム、糖尿病等

の生活習慣病の増減等を評価する必要がある (臓式71).

0 毎年の健診・保健指導事業の評価を行うためには生活習慣病の有病者・予備

群への移行者数の減少以外にも、補足的な評価項目が必要である。

○ 補足的な評価項目としては、有病者又は予備群のままであったとしても、リ
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スク数の澪少などが想定される。

O 健診・保健指導の費用と医療■の削減効果が比較できる仕組みが必要であ

る。

O 医療保険者は、校保険者に対して健診・保健指導の総合的評価を情報提供す

ることがlLt要である。

Om診受診者個人の評価

O 健診受診者ごとの顔日、体二 血圧等の改善も評価すべきである。

○ 腹囲の増加、体菫の増加等が認められないこと、追加リスクがないこと (瞑

状維持)も秤価すべきである。また、追加リスクがあるj8合であつても腹囲等

が減少したことを評価すべきである。

○ 動機づけ支援、積極的支援の対象者につぃては、牛活習48rn整 4ヒ ret ロ

動、口燎等ヽヽ 行動変容の奎鐘里離 (ステージ)の変化、設定目標の連威状況

についても評価すべきである。

注)詳細な手順等については、厚生労働科学研究費補助金による研究蓼業におい

て、「健診データ・レセフト分析から見る生活習慣痛管理」が取りまとめられ

る聾

スク数の減少などが想定される。

O 健診・保健指導の費用と医療■の削澤効果が比較できる仕組みがlL4要であ

る。

O 医療保険者は、被保険者に対して健診 .

ることが必要である。

O健診受診者固人の評価

0 置診受診者ごとの農日、体菫、血圧等の改善も評価すべきである|

0 鳳日の増加、体■の増加等ttaめ られないこと、追Ooリ スクがないこと (現

状維持)も評価すべきである。また、追加リスクがある場合であつても鳳囲等

が減少したことを評価すべきである。

O 動機づけ支援、積極的支援の対象者については、生歴罐Шビ■塵L運コL盤
口

=〕
めなイに、行動変容のステージ (菫億状態)の変イし、設定目標の達成状況

についても評価すべきである。

注)詳細な手順等については、摩生労働科学研究費補助金による研究事業におい

て、「腱診データ・レセプト分析から見る生活習慣病管理」(平成18年度)が
取りまとめられ工堕る。

標準的な健診 =保健指導プログラム (確定版)(平成 19年 4月 )

(3)は診・保健指導計□作成及び評価のためのデータ管理

土と基本的な者え方
○ 健診・保健指導のデータは個人の健康情報が入つているので、あらかじめ医療

保険者により定められた責任者をおいて管理することが望ましい。

○ また、健診・保健指導のデータ管理を外35委託する18合は、本プログラム第2
編第6革 (2)④及び第3編第6章 (4)2)④ に定める基準を遵守する必要が

ある。

○ 医癬 険者は被保険者に対して、健診・保健指導結果を管理するとともに、そ

の情報を各個人が保存しやすい形巌で提供することがら要である。

※健診結果の様式の者え方

・日本工業規格 A4型 1枚に収納される様式であること。

・特定健診の標準的な健診項目全てについ 快ヽ査値及び結果とその判定について

記載されていること。

・できる限り、経年的な結果、

体議を有すること。

なお、具体的なイメージ案は、

データを視覚的に表現し、受診者が理解 しやすい

四 幽 騰 照
`

改訂案

3-3 腱診・ 保健指導 計画 作 成及 び評 価 のた めの デ ータ管理

―

的な者え方

○ 健診・保健指むのデータは個人の健康情報が入っているので、あらかじめ医療

保険者により定められた責任者をおいて管理することが望ましい。

O また、健診 :保健指導のデータ管理を外部委託する場合は、本プログラム第 2
編第6=(2)の ④及び第 3編第6章 (4)2)2Э に定める基準を連守する必

要がある。

O 医療保険者は被保険者に対して、健診・保健指導結果を管理するとともに、そ

の情報を各個人が保存じやすい形
憑で提供することが必要である。

※健診結果の様式の者え方

・日本工業規格 A4型 1枚に収納される様式であること.

・特定健診の標準的な健診項目全てについて検査値及び結果とその判定について

記載されていること。

・できる限り、経年的な結果、

体裁を有すること。

なお、具体的なイメージ案は、

データを視覚的に表現し 受診者が理解しやすい

お」紙劃参照。
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-0人 情報の保口とデータの利口に口する方針

…

蒻
E晨保険督|よ 口鰺 保●椰●で,られる●Hl●中の取鍛いについては、日人情

報の保置にleする注●及0これに基づくガイ トライン●を饉まえた対Sを行う.そ
の日には、受惨者の利薔を最大艘に保肛するため●人情taの保まに十分に配慮しつ

つ、鉤果詢 コ暉瑯●はじ 保●お●を実廊す0,■から、収彙された●人●llを

青動に利口することが●■であ

`
2とAN40Al● ●●●口とデータ

ー
の方法

0 日人情報の取扱いについては ●人情報の保目tlllする法●及びこれに薔づく

ガイドライン (「 E● 介■30係 事業者における●人情報の適切な取nいのため
のガイドラインJ、 r●●●腱饉合Cにおける0人情leの適●4取燿いのためのガ

イトライン」、「●屁●●保崚』●における●人||||の薔0な取
'い

のためのガイ
ドライン」つ 手を選●すること,

0 ●診 保腱着●データの0子鰈体による保存●については、r医●||10システ
ムの安全●理に31す0ガイドライン」を通,す0こと.

0 医コ保検青は ●b ttEB●テータを3■府県に提出する■3には ●レ
保●E●データのうち、氏名薔の情報をは,レ 何らかのEE番号を付

=す
る0

により、日名化されたデータを,成す0こと.

0 上記のロノ、情報の保口に係る一定のリレー,レをおたした上で、収■ ■■された
●レ 保璧指■に係るデータについては ■じ 保腱指導の嗅

"に
保る者江 ■

●コ
"彙

レベルで刹電することができるような仕||みがヨまし0ヽ

0 日により彗道府彙●に分目され ●摯お彙へ●ltされた●惨 凛●●●に係る
データについては、医壼保崚者によるE爛贅邁正化の一環として、保崚者鶴●会
Sの■において、生活ヨ慣

"対
策の企目立摯 

「
価のために利活用されることが

●ましい.

3-4 個人情報の保饉とデータの利用に口する方針

― ―
Aカ

E彙保険害は、口麟 保腱おUで,られる●In■の取猥いについては 0人情

嗜の保菫にllす る法
"及

0これに基づくガイトライン奪を時まえた対応を,う.そ
の日には 曼じ書の利益を最大限に保●するた●●A●靭 日に十分に屁はしつ

,勁 栞的 知事詢は■じ ECIB●を実おする立颯から、口彙されたし ■ヽ■を
有効に利jBするここが●■である。

(2)Im● ●A●崚の■口とデータの利活用の方法

0 日入●mの取餞いについては 0人情彎の保口に国する清,`ユユニユニ
=菫

…

0これにき
'く

ガイトライン (「E彙 介●

“

薇●腱薔にか,る■

人情ヨの■0な融 いのためのカイドライン1(平成 16年 12月 24日E■■

ni■ 晨彙a1300における●人||●の適りを取換いのためのガイドライ

崚●●

ンJ(平成 16年 12月 27E●蛹慟省)

保●僣●データのうち、氏名等の■線をは,レ

●●●な取猥いのためのガイトラインJ(平成 17=4月 1日●●螢●喘)o)
0を通守すること。

0 饉診 保IIB●データの電子建体による保存●については 「医療情報システ
ムの安全●理に||するガイドラインJ― を連守すること.

0 8凛保険彗は、口じ 保懺指導データを●薔6彙に掟出す0■8には 腱鬱

により、日名

`ヒ

された データを作成するこ

―
0 上配の0人情||の保■に係る一定のルールを澤た uFc上で、収菫 ●●された

●惨 保●お●に係るデータについては、こ惨 保腱轡 薔の霙由に縣る0エ ロ

●●●中レベルで利日することができるようなせ組みが菫ま い .ヽ

0 日により3ヨ
"彙

毎に分類され 椰|●層彙へ饉供された●惨 保●EUに優る

データについては、医療凛曖者による医療口趙工iしの一■として、保崚者協●含
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項目

【健診・保健指導の在り方に関する検討会(健康局)】

今後の特定健診・保健指導の在り方について(健診・保健指導の在

り方に関する検討会中間とりまとめ)<平成 24年 4月 13日 >

【保険者による健診・保健指導等に関する検討会(保険局)】

第二期特定健康診査等実施計画期間に向けての特定健診・保健

指導の実施について(とりまとめ)く平成 24年 7月 13日 >

特定保健指導

非対象者への

対応

O 現在特定保健指導の対象となつていない者への個々のリスク

(血圧、血糖、脂質、喫煙)に着目した対応の必要性について

検討会で共通認識が得られたことを踏まえ、当面の方策として、

対応すべきリスクを放置してはならないとの認識の下、特定保
健指導の非対象者への対応が一定の考え方に沿つて適切に行わ

O 非肥満でリスク (血圧、血糖及び脂質が基準値を超えている
こと並びに喫煙歴があることを指す。以下同じ)がある者につ

いては、その態様に応じて保健指導を行う必要性や特に非肥満
で受診勧奨判定値以上の者に適切に健診結果の情報提供を行う
ことの重要性をしうかり意識するべき、といつた意見があつた。
一方で、保険者の事業として行う場合には、保健指導の定型化

されたプログラムの策定が必要との意見もあつた。

O 保険者の取組みとしては、腹囲を基準としたリスクのある者
への対応が重要であるが、す方で、特定保健指導対象とならな
いがリスクのある者への対応の必要性も認められるところであ

る。こうした者への対応は、特定保健指導とはしないものの
`

保健指導の標準的な方法や医療機関への受診勧奨などの望まし

い措置について記載される見込みである「標準的な健診・保健
指導プログラムl(以下「標準プログラムiと いう.)の内容に|

れるよう、できる限りの定型化を図つた上で、これを指針とし

て標準プログラムに示す。

O 具体的には、各学会のガイ ドライン等に基づいて、健診結果
に基づくリスタの大きさも勘案して整理した表を参考として盛

り込むとともに、次のような考え方を示す。   1
・ 医療保険者、事業者、市町村等は、特定保健指導の対象とな

らない者についても、各ガイ ドラインや別表を参考にして、

保健指導の実施や医療機関に確実に受診させるなど、健診で

明らかとなった対応すべきリスクの程度に応じて、きめ細か

く適切な対応を行う
`0 なお、表については、別途有識者による検討を行うものとす

る。

ついて関係者への周知に努めることとする。

情報提供 O 健診受診者に対する、いわゆる「情報提供」の実施方法や支

援内容については、現在も標準プログラムで考え方が示されて
いるものの、保険者によっては回,的な健診結果の提供のみに

終わつているものもあるとの指摘も踏まえ、標準プログラムに
おいて情報提供の重要性を強調するとともに、医療保険者等に

具体的な取組みの例を示す。

O すなわち、情報提供については、対象者に対して健診結果に

基づいた生活習慣の改善についての意識づけを行うこと、医療

機関への受診や継続治療が必要な対象者には受診や服薬め重要
性を認識させること、健診受診者全員に対し継続的に健診を受
診する必要性を認識させることなどの目的を有することを再認

識させると共に、これらを満たす内容であるべきことを示す。

O 特定健診の受診者全体に対して行う情報提供については、特

定健診受診者が自らの健康状態を把握し、生活習慣を改善又は

維持していくことの利点を感じ、動機付けの契機となるよう、
よりきめ細かな情報提供が保険者からなされることが必要。こ
のため保険者等における好事例を調査し、その知見を他の保険
者 において共有できるようにす る とともに 、その考 え方につい

て、手引きの見直しを行い、周知に努める。その他、特定健診
保健指導の実施率を向上させるための方策についても好事例を

調査し、周知に努める。

項目

【健診・保健指導の在り方に関する検討会(健康局)】

今後の特定健診・保健指導の在り方について(健診・保健指導の在

り方に関する検討会中間とりまとめ)<平成 24年 4月 13日 >

【保険者による健診・保健指導等に関する検討会 (保険局 )】

第二期特定健康診査等実施計画期間に向けての特定健診・保健

指導の実施について(とりまとめ)<平成 24年 7月 13日 >

受診勧奨の徹

底

O 標準プログラムでは、医療機関への未受診者や治療中断者に

対して受診や治療継続の必要性を指導することの重要性につい

て示しているが、さらに、受診勧奨後の医療機関への受診状況
の確認を含めて指導を徹底しt必要な対象者を確実に医療につ

0 特定健診の結果、受診勧奨判定値以上の者については、医療

機関への適切な受診勧奨がなされることが必要であることか

ら、今後、標準プログラムに記されることとなる医療機関への

受診勧奨の考え方などを踏まえ、手]l萱等を見直した上で=J
なぐことが重要であることを示す。

O 特に、現在特定保健指導め対象とならない者のうち、受診勧

奨レベルにある者に対しては、医療機関への受療行動に確実に

結びつくような情報提供が必要であることから、通知等の送付

だけにとどめるのではなく、面接等により受診を促すこと、ま

たその後の受診確認を行い、必要に応じて継続的に支援するこ

とが重要であることの考え方も示す。

係者への周知に努める。

健診項目 ○ 特定健診の健診項目として、血清クレアチエン検査を追加す

ることが望ましいとの結論に至つたことを踏まえLどのよ二空

O CKD(慢性腎臓病)の病期の状況把握といつた医学的な見地か

らなされた検討の結果は、血清クレアチニン検査を、健診項目

として追加することが望ましいとの内容であつたが、保険者の

事業としての観点からは、内臓脂肪型肥満との関連性や特定保
健指導による改善可能性、事業主健診に盛り込まれるか否か、

といつた点が課題として提示された。

O これらを踏まえ、血清クレアチニン検査の有用性については、

「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き」

対応が可能か、今後、国において、特定健診の実施主体たる保

険者などとの協議調整に努めることを求めるものとする。

O また、あわせて、尿蛋白に加えて血清クレアチニン検査を行

うことによる心血管イベント抑制・人工透析低減・国民医療費

抑制等の効果、血清クレアチニン検査における保健指導判定値、

受診勧奨値、保健指導を行う上での留意点等、尿蛋白検査に係

る受診勧奨値・保健指導値の設定の要否等についても更に検討

していく。       |
(以下「手引き」という。)等で周知を図るとともに、特定健診

の項目に加えるか否かについては、上記の課題への対応状況を
踏まえて将来、第二期特定健診等実施計画の計画期間の初年度

r― 笙度に血け‐ 関伍者上の調整を行旺 特定僅診
受診の翌年に必要に応じて受診する特定健診の詳細健診の項目
とすることも含め、改めて検討する。

3      ｀



項 目

【健診・保健指導の在り方1錮する検討会(健康局)】

今後の特定健診・保健指導の在り方にういて(健診・保健指導の在

り方に関する検討会中間とりまとめ)<平成 24年 4月 13日 >

【保険者による健診・保健指導等に関する検討会(保険局)】

第二期特定健康診査等実施計画期間に向けての特定健診・保健
指導の実施について(とりまとめ)<平成 24年 7月 13日 >

ポイント制 O 積極的支援における3ヶ月以上の継統的な支援についてはポ

イント制を維持する。

O 保健指導の柔軟性を高めるために、支援A(160ポイント以

上)、 支援B(20ポイント以上)を必須とし全計 180J畳生≧上以上

0 特定保健指導を実施する現場の創意工夫をより重視する観点

から、積極的支援について、現行の180ポイントのポイン上

制は維持することとした上で、現在、瀾   (計画の進捗状況の

確認等)と支援B(励 ましや賞賛)に分かれているプログーラム

としている取扱しヽこついては、支援Bは励ましゃ本感として重

要な支援であることを踏まえつつ、支援Bを必須条件から外し、
支援Aのみで180ポイントを達成してもよいこととする。

またt保健指導のさまざまな手法について、事例集や研修を
通して周知を図るとともに、今後も引き続き、特定保健指導と

ポイント制の効果についての検証を行い、ポピュレーションア
プローチの効果を含めたアウトカム評価の可能性などについて

検討を行うこととする。

とする。また、今後、特定保健指導の効果IFつ いてエビデンス

を蓄積した上で、成果に着目した評価の可能性も含め、将来的

な在り方を検討していく。

初回面接者と

6か月後に評

価を行う者と

の同一性

O 対象者との信頼関係の形成や保健指導のプロセス評価等の観

点から、初回面接と6ヶ月後の評価は同一者とすることを原則

とする考えを示した上で、保健指導実施者間で十分に情報共有
ができ、チーム・組織としての統一的な評価方法力`構築されて

特定保健指導の実施率向上の観点から、健診受診日に初回面

接を開始することを推進するために初回面接者と6ヶ 月後評価

者が向一人でない場合を認めることも有効と考えられる:

この実施にあたつては、チーム・組織としての統一的な評価

方法が確保されていることが必要なため、基本的には同一機関

内において、十分な情報共有が行われているなどの一定の要件

O

○

いるなどの環境が整備されている場合には、初回面接を行つた

者以外の者が評価を行ってもよいこととする。

の下に、初回面接と6ヶ月後の評価は同二者でなくてもよいこ

ととし、情報共有の方法等については、今後、実務担当者によ

るワーキンググループで検討を行うこととする6

血圧・喫煙の

リスクに着目

Q 血圧ヽ喫煙は循環器疾患の発症リスクとして重要であること

から、健診当日からの対応を含め、特定保健指導における取組

を強化する。

O また、血圧、喫煙に対する保健指導を充実させることと併せ、

保健指導の効果的・効率的な実施の観点から、これまでにすで

に特定保健指導を受けた経験がある者の2年目以降の初回面接

についての考え方を見直すこととする。

O原則として特定保健指導を保険者が直営で行つている場合に
ついて、健診受診日に血液検査の結果がない2年目の特定保健

指導対象者 (前年度の特定保健指導利用者であって、当該年度

の在り方
に継続して特定保健指導対象者となつた者)への特定保健指導

の実施について、一定の柔軟化を行うこととし、その実施方法

の詳細にっいては、実務担当者によるワーキンググループにお

いて検討を行うこととする。
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受診勧奨の
市町村における特定健診1特

期
脚

指導の実態調査‐

施方法

受診勧奨の実施方法の回答数 受診勧奨の実施方法 (複数回答 )

ヽ

ヽ

ヽ

ゝ

ヽ

、

』

一

¨

．

．

一

．

．

．

．

．

．

．

．

・

‐

‐

1鰯

900/

80°/.

70°/

6P/.

500/

40/0

300/●

200/

■O・/

0●/

■6個

●5個

■3個

■2個

■1個

1000/

90°X

80°/

700X

6%

5%

40°/

300/

2銘

100X

銘

115市町村(宮城県・千葉県・広島県・高知駒において、
2012年 9月 24日 ～10月 12日 に自記式賀間紙調査を郵送にて実施。
市町村保健師が回答
宮城県 (9月 24日 ) 千葉県 (10月4日) 広島県 (10月 12日 )

高知県 (10月 2‐3日 )秋 田県 (11月 29日 )滋 賀県 ("月 5日 )

山口県 (″月 19日 )宮 崎県 (平成2メ

"月
208)

個 結 電 訪 そ そ

t嘉  ] 
話 間

[ノ l
口 頭

(いずれかの口頭での受診勧奨を行っている市町村は722%)

受
診
勧
奨
専
用
用
紙

健
診
結
果
用
紙

（受
診
勧
奨
と
記
載
）

重症度男Jの受診勧奨の実施状況
市町村IFお:ける特定健診1‐特定保健指導の実態調査‐

受診勧奨の実施方法 (複数回答あり)

学会ガイドライン値に

基づき重症度別に判断して

受診勧奨している

重症と思われる人のみ

特にせず―律に

受診勧奨している

113市町村がいずれかを回答

4割以上の市町村で、重症度別の受診勧奨を行わず、
一律の受診勧奨を行つていた。
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受診状況と受診後の健康状況等の確認
実態調査

受鬱状況の確認の有無 受診していない■合の対応 (複数回答 )

螂
暉
暉
０
ひ
』 再

度
も
う

一
回

受
診
を
勧
め
る

そ
れ
以
上
は

受
診
を
働
め
な
い

受
診
す
る
ま
で
勧
め
る

再
度
二
回
く
ら
い
は

受
診
を
働
め
る

口「はいJ必ず確認している

■rいいえJ確認していない

一定書式の用紙   口頭

10n

略

弼

甕

あ

い

螂

螺

鰯

瑯

鰯
一螺

甕

瑯

秘

“

』

.無回答・

無効口答

■把握していない

■ほとんどの人を
把握していない

・
一部の人を

把握している

[半分程度の人を
把握している

■ほとんど全員を

把握している

|




